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する規程･･････････････････････････････････････････････････219 

甲府市上下水道局企業職員初任給、昇給等の基準に関する規程の一 

部を改正する規程･･････････････････････････････････････････220 

甲府市上下水道局職務分類基準に関する規程の一部を改正する規

程････････････････････････････････････････････････････････222 
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甲府市上下水道局組織及び業務分掌規程の一部を改正する規程･･225 
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市長事務部局･･････････････････････････････････････････････245 

教育委員会････････････････････････････････････････････････247 
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条例  

 

 甲府市農業委員会の委員の定数等に関する条例をここに公布する。 

  平成２９年３月２７日 

 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

 

甲府市条例第１号 

甲府市農業委員会の委員の定数等に関する条例 

（趣旨） 

第１条 この条例は、農業委員会等に関する法律（昭和２６年法律第８８号）第８ 

条第２項及び第１８条第２項の規定に基づき、甲府市農業委員会（以下「農業委

員会」という。）の委員及び農地利用最適化推進委員の定数を定めるとともに、 

農業委員会の委員の候補者の選考に関し必要な事項を定めるものとする。 

（委員の定数） 

第２条 農業委員会の委員の定数は、１９人とする。 

（農地利用最適化推進委員の定数） 

第３条 農業委員会の農地利用最適化推進委員の定数は、１９人とする。 

（甲府市農業委員候補者選考委員会） 

第４条 市長の諮問に応じ、農業委員会の委員の候補者の選考について審議するた 

め、甲府市農業委員候補者選考委員会（以下「選考委員会」という。）を置く。 

２ 選考委員会は、委員５人以内で組織する。 

３ 選考委員会の委員（以下「選考委員」という。）は、学識経験のある者その他 

市長が必要と認める者のうちから市長が委嘱する。 

４ 選考委員の任期は、３年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期 

間とする。 

５ 選考委員は、再任されることができる。 

６ 選考委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退 

いた後も同様とする。 

７ 前各項に定めるもののほか、選考委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、 
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規則で定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

（甲府市農業委員会の選挙による委員の定数条例及び甲府市農業委員会委員の選

挙区の設定及び選挙区ごとの委員定数に関する条例の廃止） 

２ 次に掲げる条例は、廃止する。 

⑴ 甲府市農業委員会の選挙による委員の定数条例（昭和３２年７月条例第２４ 

号） 

⑵ 甲府市農業委員会委員の選挙区の設定及び選挙区ごとの委員定数に関する条  

 例（昭和３２年７月条例第２５号） 

（経過措置） 

３ 農業協同組合法等の一部を改正する等の法律（平成２７年法律第６３号）附則 

 第２９条第２項の規定により、なお従前の例により在任するものとされる農業委 

 員会の委員が在任する間の農業委員会の選挙による委員の定数、選挙による委員 

を選挙すべき選挙区及び各選挙区ごとに選挙すべき委員の定数並びに農業委員会 

の委員の報酬は、なお従前の例による。この場合においては、第２条及び第３条 

並びに次項の規定による改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁

償に関する条例別表の４の項の規定は、適用しない。 

（特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正） 

４ 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例（昭和３１年 

１０月条例第２２号）の一部を次のように改正する。 

別表の４の項を次のように改める。 

４ 農業委員会 会長 基本給 月額９１，０００円 

能率給 予算の範囲内で市長 

が定める額 

委員 基本給 月額３７，０００円

能率給 予算の範囲内で市長 

が定める額 

農地利用最適 基本給 月額３７，０００円 
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  化推進委員 能率給 予算の範囲内で市長 

が定める額 

  別表の２９の２の項の次に次の１項を加える。 

２９の３ 農業委員候補者選

考委員会 

委員長 日額 ８，９００円 

委員 日額 ８，２００円 
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甲府市職員の配偶者同行休業に関する条例の一部を改正する条例をここに公布す

る。 

  平成２９年３月２７日 

 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

 

甲府市条例第２号 

   甲府市職員の配偶者同行休業に関する条例の一部を改正する条例 

 甲府市職員の配偶者同行休業に関する条例（平成２８年３月条例第１０号）の一

部を次のように改正する。 

 第６条の次に次の１条を加える。 

（配偶者同行休業の期間の再度の延長ができる特別の事情） 

第６条の２ 法第２６条の６第３項の条例で定める特別の事情は、配偶者同行休業 

の期間の延長後の期間が満了する日における当該配偶者同行休業に係る配偶者

の第４条第１号の外国での勤務が同日後も引き続くこととなり、及びその引き続

くことが当該延長の請求時には確定していなかったことその他これに準ずると認

められる事情とする。 

   附 則 

この条例は、平成２９年４月１日から施行する。 
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甲府市職員給与条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

  平成２９年３月２７日 

 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

 

甲府市条例第３号 

   甲府市職員給与条例の一部を改正する条例 

甲府市職員給与条例（昭和２４年６月条例第２１号）の一部を次のように改正す 

る。 

別表第５級別基準職務表行政職給料表級別基準職務表６級の項を次のように改め 

る。 

６級 １ 課長及び担当課長の職務 

２ 主幹の職務 

   附 則 

 この条例は、平成２９年４月１日から施行する。 
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 甲府市特別会計条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

  平成２９年３月２７日 

 

 

甲府市長 樋 口 雄 一 

 

 

甲府市条例第４号 

   甲府市特別会計条例の一部を改正する条例 

 甲府市特別会計条例（昭和３９年４月条例第１４号）の一部を次のように改正す 

る。 

 第１条中第４号を削り、第５号を第４号とし、第６号から第１３号までを１号ず

つ繰り上げる。 

   附 則 

１ この条例は、平成２９年４月１日から施行する。 

２ この条例による改正前の甲府市特別会計条例の規定に基づく土地区画整理事業 

用地先行取得事業特別会計に係る平成２８年度の予算については、なお従前の例

による。 
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 甲府市市税条例等の一部を改正する条例をここに公布する。 

  平成２９年３月２７日 

 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

 

甲府市条例第５号 

   甲府市市税条例等の一部を改正する条例 

（甲府市市税条例の一部改正） 

第１条 甲府市市税条例（昭和２５年８月条例第２９号）の一部を次のように改正

する。 

第１１条及び第１２条を次のように改める。 

第１１条及び第１２条 削除 

第１７条中「第１５条」の次に「、第３２条第２項」を、「第３４条の１１第

２項」の次に「、第５２条の２第２項」を加える。 

第２１条を次のように改める。 

（市民税の納税管理人） 

第２１条 市民税の納税義務者は、市内に住所、居所、事務所、事業所又は寮等

を有しない場合においては、市内に住所、居所、事務所若しくは事業所を有す

る者（個人にあっては、独立の生計を営むものに限る。）のうちから納税管理

人を定め、これを定める必要が生じた日から１０日以内に納税管理人申告書を

市長に提出し、又は市外に住所、居所、事務所若しくは事業所を有する者（個

人にあっては、独立の生計を営むものに限る。）のうち納税に関する一切の事

項の処理につき便宜を有するものを納税管理人として定めることについて納税

管理人承認申請書を市長に同日から１０日以内に提出してその承認を受けなけ

ればならない。納税管理人を変更し、又は変更しようとする場合その他納税管

理人申告書又は納税管理人承認申請書に記載した事項に異動を生じた場合にお

いても、また、同様とし、その提出の期限は、その異動を生じた日から１０日

を経過した日とする。 
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２ 前項の規定にかかわらず、当該納税義務者は、当該納税義務者に係る市民税

の徴収の確保に支障がないことについて市長に申請書を提出してその認定を受

けたときは、納税管理人を定めることを要しない。この場合において、当該申

請書に記載した事項に異動を生じたときは、その異動を生じた日から１０日以

内にその旨を市長に届け出なければならない。 

第２２条から第２３条までを次のように改める。 

（市民税の納税管理人に係る不申告に関する過料） 

第２２条 前条第２項の認定を受けていない市民税の納税義務者で同条第１項の

承認を受けていないものが同項の規定によって申告すべき納税管理人について

正当な事由がなくて申告しなかった場合においては、その者に対し、１０万円

以下の過料を科する。 

２ 前項の過料の額は、情状により、市長が定める。 

３ 第１項の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限

は、その発付の日から１０日以内とする。 

第２３条 削除 

第２９条の５の次に次の１条を加える。 

（市民税に係る不申告に関する過料） 

第２９条の６ 市民税の納税義務者が第２９条の２第１項、第２項若しくは第３

項の規定によって提出すべき申告書を正当な理由がなくて提出しなかった場合

又は同条第７項若しくは第８項の規定によって申告すべき事項について正当な

理由がなくて申告をしなかった場合においては、その者に対し、１０万円以下

の過料を科する。 

２ 前項の過料の額は、情状により、市長が定める。 

３ 第１項の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限

は、その発付の日から１０日以内とする。 

第３３条第２項中「納期限前７日」を「納期限」に改める。 

第３４条の９を次のように改める。 

（退職所得申告書の不提出に関する過料） 

第３４条の９ 分離課税に係る所得割の納税義務者が退職所得申告書を正当な理

由がなくて提出しなかった場合には、その者に対し、１０万円以下の過料を科 
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する。 

２ 前項の過料の額は、情状により、市長が定める。 

３ 第１項の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限

は、その発付の日から１０日以内とする。 

第４５条の３の次に次の２条を加える。 

（固定資産税の納税管理人） 

第４５条の４ 固定資産税の納税義務者は、市内に住所、居所、事務所又は事業

所（以下この項において「住所等」という。）を有しない場合においては、市

内に住所等を有する者（個人にあっては、独立の生計を営むものに限る。）の

うちから納税管理人を定め、これを定める必要が生じた日から１０日以内に納

税管理人申告書を市長に提出し、又は市外に住所等を有する者（個人にあって

は、独立の生計を営むものに限る。）のうち納税に関する一切の事項の処理に

つき便宜を有するものを納税管理人として定めることについて納税管理人承認

申請書を市長に同日から１０日以内に提出してその承認を受けなければならな

い。納税管理人を変更し、又は変更しようとする場合その他納税管理人申告書

又は納税管理人承認申請書に記載した事項に異動を生じた場合においても、ま

た、同様とし、その提出の期限は、その異動を生じた日から１０日を経過した

日とする。 

２ 前項の規定にかかわらず、当該納税義務者は、当該納税義務者に係る固定資

産税の徴収の確保に支障がないことについて市長に申請書を提出してその認定

を受けたときは、納税管理人を定めることを要しない。この場合において、当

該申請書に記載した事項に異動を生じたときは、その異動を生じた日から１０

日以内にその旨を市長に届け出なければならない。 

（固定資産税の納税管理人に係る不申告に関する過料） 

第４５条の５ 前条第２項の認定を受けていない固定資産税の納税義務者で同条

第１項の承認を受けていないものが同項の規定によって申告すべき納税管理人

について正当な事由がなくて申告をしなかった場合においては、その者に対 

し、１０万円以下の過料を科する。 

２ 前項の過料の額は、情状により、市長が定める。 

３ 第１項の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限 
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は、その発付の日から１０日以内とする。 

第５２条第２項中「納期限前７日」を「納期限」に改める。 

第５２条の次に次の１条を加える。 

（申請又は申告をしなかったことによる固定資産税の不足税額及び延滞金の徴

収） 

第５２条の２ 不動産登記法（平成１６年法律第１２３号）第３６条、第３７条

第１項若しくは第２項、第４２条、第４７条第１項、第５１条第１項（共用部

分である旨の登記又は団地共用部分である旨の登記がある建物の場合に係る部

分を除く。）、第２項若しくは第３項若しくは第５７条の規定によって登記所

に登記の申請をする義務がある者又は法第３８３条の規定によって市長に申告

する義務がある者がそのすべき申請又は申告をしなかったこと又は虚偽の申請

又は申告をしたことにより法第４１７条第１項の規定によって当該固定資産の

価格を決定し、又は修正したことに基づいてその者に係る固定資産税額に不足

税額があることを発見した場合及び法第４１７条第２項及び法第７４３条第２

項の規定によって通知を受けた場合においては、直ちにその不足税額のうちそ

の決定があった日までの納期に係る分（以下この条において「不足税額」とい

う。）を追徴する。 

２ 前項の場合においては、不足税額をその決定があった日までの納期の数で除

して得た額に、納期限（納期限の延長があったときは、その延長された納期限

とする。）の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年１４．６パーセン

ト（当該不足税額に係る納税通知書において納付すべきこととされる日までの

期間又はその日の翌日から１月を経過する日までの期間については、年７．３

パーセント）の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して徴収

する。 

第５４条の３の次に次の１条を加える。 

（固定資産に係る不申告に関する過料） 

第５４条の４ 固定資産の所有者（法第３８６条に規定する固定資産の所有者を 

いう。）が第５４条の２又は法第３８３条の規定によって申告すべき事項につ 

いて正当な事由がなくて申告をしなかった場合においては、その者に対し、  

１０万円以下の過料を科する。 
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２ 前項の過料の額は、情状により、市長が定める。 

３ 第１項の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限

は、その発付の日から１０日以内とする。 

第６６条の次に次の１条を加える。 

（軽自動車税に係る不申告等に関する過料） 

第６６条の２ 軽自動車等の所有者等又は第６２条第２項に規定する軽自動車等

の売主が前条の規定によって申告し、又は報告すべき事項について正当な理由

がなくて申告又は報告をしなかった場合においては、その者に対し、１０万円

以下の過料を科する。 

２ 前項の過料の額は、情状により、市長が定める。 

３ 第１項の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限

は、その発付の日から１０日以内とする。 

第６７条第２項中「納期限前７日」を「納期限」に改める。 

第６７条の２を次のように改める。 

（身体障害者等に対する軽自動車税の減免） 

第６７条の２ 市長は、次の各号に掲げる軽自動車等のうち必要と認めるもの 

（１台に限る。）に対しては、軽自動車税を減免することができる。 

⑴ 身体障害者等（身体障害を有し、歩行が困難な者で規則で定めるもの又は

日常生活を営むのに著しい支障がある者で規則で定めるもの（以下「身体障

害者」という。）及び重度の知的障害又は精神障害を有し日常生活を営むの

に著しい支障がある者で規則で定めるものをいう。以下同じ。）が所有する

軽自動車等で、次に掲げるもの 

ア 当該身体障害者が自ら運転するもの 

イ 専ら当該身体障害者等のために当該身体障害者等と住居及び生計を一に

する者が運転するもの 

ウ 専ら当該身体障害者等（身体障害者等のみ又は身体障害者等及び未成年

者若しくは７０歳以上の者のみで構成される世帯の身体障害者等に限 

る。）のために当該身体障害者等を常時介護する者が運転するもの 

⑵ 身体障害者等と住居及び生計を一にする者が所有する軽自動車等で、次に

掲げるもの 
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ア 専ら当該身体障害者等のために当該身体障害者等と住居及び生計を一に

する者が運転するもの 

イ 専ら当該身体障害者等（身体障害者等及び未成年者又は７０歳以上の者

のみで構成される世帯の身体障害者等に限る。）のために当該身体障害者

等を常時介護する者が運転するもの 

２ 市長は、構造上身体障害者等の利用に専ら供するためのものと認められる軽

自動車等のうち必要と認めるものに対しては、軽自動車税を減免することがで

きる。 

第６７条の２の次に次の１条を加える。 

（身体障害者等に対する軽自動車税の減免の申請） 

第６７条の３ 前条第１項の規定によって軽自動車税の減免を受けようとする者

は、納期限までに、市長に対して、身体障害者福祉法（昭和２４年法律第  

２８３号）第１５条の規定により交付された身体障害者手帳（戦傷病者特別援

護法（昭和３８年法律第１６８号）第４条の規定により戦傷病者手帳の交付を

受けている者で身体障害者手帳の交付を受けていないものにあっては、戦傷病

者手帳とする。以下この項において「身体障害者手帳」という。）、厚生労働

大臣が定めるところにより交付された療育手帳（以下この項において「療育手

帳」という。）又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律（昭和２５年法

律第１２３号）第４５条の規定により交付された精神障害者保健福祉手帳（以

下この項において「精神障害者保健福祉手帳」という。）及び道路交通法（昭

和３５年法律第１０５号）第９２条の規定により交付された身体障害者又は身

体障害者等と住居及び生計を一にする者若しくは身体障害者等（身体障害者等

のみ又は身体障害者等及び未成年者若しくは７０歳以上の者のみで構成される

世帯の身体障害者等に限る。）を常時介護する者の運転免許証（以下この項に

おいて「運転免許証」という。）を提示するとともに、次の各号に掲げる事項

を記載した申請書に減免を必要とする理由を証明する書類を添付して、提出し

なければならない。 

⑴ 減免を受ける者の氏名、住所及び個人番号（個人番号を有しない者にあっ 

ては、氏名及び住所）並びに減免を受ける者が身体障害者等と住居及び生計

を一にする者である場合には、当該身体障害者等との関係 
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⑵ 身体障害者等の氏名、住所及び年齢 

⑶ 軽自動車等を運転する者の氏名及び住所並びに身体障害者等との関係 

⑷ 身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳の番号、交付年月

日、障害名及び障害の程度 

⑸ 運転免許証の番号、交付年月日及び有効期限並びに運転免許の種類及び条

件が附されている場合にはその条件 

⑹ 軽自動車等の車両番号、主たる定置場、種別、用途及び使用目的 

２ 前条第２項の規定によって軽自動車税の減免を受けようとする者は、納期限

までに、市長に対して、当該軽自動車等の提示（市長が、当該軽自動車等の提

示に代わると認める書類の提出がある場合には、当該書類の提出）をするとと

もに、第６７条第２項各号に掲げる事項を記載した申請書を提出しなければな

らない。 

３ 第６７条第３項の規定は、前条の規定によって軽自動車税の減免を受けてい

る者について準用する。 

第７４条の４の次に次の１条を加える。 

（たばこ税に係る不申告に関する過料） 

第７４条の４の２ たばこ税の申告納税者が正当な事由がなくて第７４条の２第

１項又は第２項の規定による申告書を当該各項に規定する申告書の提出期限ま

でに提出しなかった場合においては、その者に対し、１０万円以下の過料を科

する。 

２ 前項の過料の額は、情状により、市長が定める。 

３ 第１項の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限

は、その発付の日から１０日以内とする。 

第９０条を次のように改める。 

（鉱産税に係る不申告に関する過料） 

第９０条 鉱産税の納税者が正当な事由がなくて前条の規定による申告書を同条

に規定する申告書の提出期限までに提出しなかった場合においては、その者に

対し、１０万円以下の過料を科する。 

２ 前項の過料の額は、情状により、市長が定める。 

３ 第１項の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限 

- 17 -



 

は、その発付の日から１０日以内とする。 

第９０条の次に次の２条を加える。 

（鉱産税の納税管理人） 

第９０条の２ 鉱産税の納税義務者は、市内に住所、居所、事務所又は事業所 

（以下この項において「住所等」という。）を有しない場合においては、市内

に住所等を有する者（個人にあっては、独立の生計を営むものに限る。）のう

ちから納税管理人を定め、これを定める必要が生じた日から１０日以内に納税

管理人申告書を市長に提出し、又は市外に住所等を有する者（個人にあって  

は、独立の生計を営むものに限る。）のうち納税に関する一切の事項の処理に

つき便宜を有するものを納税管理人として定めることについて納税管理人承認

申請書を市長に同日から１０日以内に提出してその承認を受けなければならな

い。納税管理人を変更し、又は変更しようとする場合その他納税管理人申告書

又は納税管理人承認申請書に記載した事項に異動を生じた場合においても、ま

た、同様とし、その提出の期限は、その異動を生じた日から１０日を経過した

日とする。 

２ 前項の規定にかかわらず、当該納税義務者は、当該納税義務者に係る鉱産税

の徴収の確保に支障がないことについて市長に申請書を提出してその認定を受

けたときは、納税管理人を定めることを要しない。この場合において、当該申

請書に記載した事項に異動を生じたときは、その異動を生じた日から１０日以

内にその旨を市長に届け出なければならない。 

（鉱産税の納税管理人に係る不申告に関する過料） 

第９０条の３ 前条第２項の認定を受けていない鉱産税の納税義務者で同条第１

項の承認を受けていないものが同項の規定によって申告すべき納税管理人につ

いて正当な事由がなくて申告をしなかった場合においては、その者に対し、  

１０万円以下の過料を科する。 

２ 前項の過料の額は、情状により、市長が定める。 

３ 第１項の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限

は、その発付の日から１０日以内とする。 

第９１条中「第５３３条第４項、第５３６条第４項又は第５３７条第４項の規

定による通知書」を「第５３４条、第５３６条又は第５３７条の規定に基づく納 
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付の告知」に、「、又は」を「又は」に改める。 

第１５４条の２の次に次の２条を加える。 

（特別土地保有税の納税管理人） 

第１５４条の３ 特別土地保有税の納税義務者は、市内に住所、居所、事務所又

は事業所（以下この項において「住所等」という。）を有しない場合において

は、市内に住所等を有する者（個人にあっては、独立の生計を営むものに限 

る。）のうちから納税管理人を定め、これを定める必要が生じた日から１０日

以内に納税管理人申告書を市長に提出し、又は市外に住所等を有する者（個人

にあっては、独立の生計を営むものに限る。）のうち納税に関する一切の事項

の処理につき便宜を有するものを納税管理人として定めることについて納税管

理人承認申請書を市長に同日から１０日以内に提出してその承認を受けなけれ

ばならない。納税管理人を変更し、又は変更しようとする場合その他納税管理

人申告書又は納税管理人承認申請書に記載した事項に異動を生じた場合におい

ても、また、同様とし、その提出の期限は、その異動を生じた日から１０日を

経過した日とする。 

２ 前項の規定にかかわらず、当該納税義務者は、当該納税義務者に係る特別土

地保有税の徴収の確保に支障がないことについて市長に申請書を提出してその

認定を受けたときは、納税管理人を定めることを要しない。この場合におい 

て、当該申請書に記載した事項に異動を生じたときは、その異動を生じた日か

ら１０日以内にその旨を市長に届け出なければならない。 

（特別土地保有税の納税管理人に係る不申告に関する過料） 

第１５４条の４ 前条第２項の認定を受けていない特別土地保有税の納税義務者

で同条第１項の承認を受けていないものが同項の規定によって申告すべき納税

管理人について正当な理由がなくて申告をしなかった場合には、その者に対 

し、１０万円以下の過料を科する。 

２ 前項の過料の額は、情状により、市長が定める。 

３ 第１項の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限

は、その発付の日から１０日以内とする。 

第１６０条の２第２項中「納期限前７日」を「納期限」に改め、同条を第  

１６０条の３とし、第１６０条の次に次の１条を加える。 
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（特別土地保有税に係る不申告に関する過料） 

第１６０条の２ 特別土地保有税の納税義務者が正当な事由がなくて前条第１項

の規定による申告書を同項に規定する申告書の提出期限までに提出しなかった

場合においては、その者に対し、１０万円以下の過料を科する。 

２ 前項の過料の額は、情状により、市長が定める。 

３ 第１項の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限

は、その発付の日から１０日以内とする。 

第１６１条の７中「から第１５４条まで及び第１５５条」を「及び第１５４条

の２」に改める。 

第１６７条中「第７０１条の９第４項、第７０１条の１２第４項又は第７０１

条の１３第４項の規定による通知書」を「第７０１条の１０、第７０１条の１２

又は第７０１条の１３の規定に基づく納入の告知」に改める。 

附則第１２条第１項中「左欄に掲げる」の次に「同条の」を加え、同項の表中

「第６４条第２号ア」を「第２号ア」に改め、同条第２項中「左欄に掲げる」の

次に「同条の」を加え、同項の表中「第６４条第２号ア」を「第２号ア」に改 

め、同条第３項中「左欄に掲げる」の次に「同条の」を加え、同項の表中「第 

６４条第２号ア」を「第２号ア」に改め、同条第４項中「左欄に掲げる」の次に

「同条の」を加え、同項の表中「第６４条第２号ア」を「第２号ア」に改める。 

附則第１９条の３の２第１項中「平成４１年度」を「平成４３年度」に、「平

成３１年」を「平成３３年」に改める。 

附則第２６条の７第１項中「第１５条」の次に「、第３２条第２項」を、「第

３４条の１１第２項」の次に「、第５２条の２第２項」を加える。 

第２条 甲府市市税条例の一部を次のように改正する。 

第１０条の３中「軽自動車税」を「種別割」に改める。 

第１５条中「）、第３４条の６、第４９条」の次に「、第６２条の７第１項」

を加え、同条第２号及び第３号中「第７４条の２第１項」を「第６２条の７第１

項の申告書、第７４条の２第１項」に改める。 

第６２条第１項及び第２項を次のように改める。 

軽自動車税は、３輪以上の軽自動車に対し、当該３輪以上の軽自動車の取得

者に環境性能割によって、軽自動車等に対し、当該軽自動車等の所有者に種別 
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割によって課する。 

２  前項に規定する３輪以上の軽自動車の取得者には、法第４４３条第２項に規

定する者を含まないものとする。 

第６２条第３項中「第４４３条第１項の規定によって軽自動車税」を「第  

４４５条第１項の規定により種別割」に、「においては」を「には、第１項の規

定にかかわらず」に改め、同項ただし書中「もの」を「軽自動車等」に改める。 

第６２条の２を次のように改める。 

（軽自動車税のみなす課税） 

第６２条の２ 軽自動車等の売買契約において売主が当該軽自動車等の所有権を

留保している場合には、軽自動車税の賦課徴収については、買主を前条第１項

に規定する３輪以上の軽自動車の取得者（以下この節において「３輪以上の軽

自動車の取得者」という。）又は軽自動車等の所有者とみなして、軽自動車税

を課する。 

２ 前項の規定の適用を受ける売買契約に係る軽自動車等について、買主の変更

があったときは、新たに買主となる者を３輪以上の軽自動車の取得者又は軽自

動車等の所有者とみなして、軽自動車税を課する。 

３ 法第４４４条第３項に規定する販売業者等（以下この項において「販売業者

等」という。）が、その製造により取得した３輪以上の軽自動車又はその販売

のためその他運行（道路運送車両法第２条第５項に規定する運行をいう。次項

において同じ。）以外の目的に供するため取得した３輪以上の軽自動車につい

て、当該販売業者等が、法第４４４条第３項に規定する車両番号の指定を受け

た場合（当該車両番号の指定前に第１項の規定の適用を受ける売買契約の締結

が行われた場合を除く。）には、当該販売業者等を３輪以上の軽自動車の取得

者とみなして、環境性能割を課する。 

４ 法の施行地外で３輪以上の軽自動車を取得した者が、当該３輪以上の軽自動

車を法の施行地内に持ち込んで運行の用に供した場合には、当該３輪以上の軽

自動車を運行の用に供する者を３輪以上の軽自動車の取得者とみなして、環境 

性能割を課する。 

第６２条の２の次に次の７条を加える。 

（日本赤十字社の所有する軽自動車等に対する軽自動車税の非課税の範囲） 
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第６２条の３ 日本赤十字社が所有する軽自動車等のうち、直接その本来の事業

の用に供する救急用のものに対しては、軽自動車税を課さない。 

（環境性能割の課税標準） 

第６２条の４ 環境性能割の課税標準は、３輪以上の軽自動車の取得のために通

常要する価額として法施行規則第１５条の１０に定めるところにより算定した

金額とする。 

（環境性能割の税率） 

第６２条の５ 次の各号に掲げる３輪以上の軽自動車に対して課する環境性能割

の税率は、当該各号に定める率とする。 

⑴ 法第４５１条第１項（同条第４項において準用する場合を含む。）の規定

の適用を受けるもの １００分の１ 

⑵ 法第４５１条第２項（同条第４項において準用する場合を含む。）の規定

の適用を受けるもの １００分の２ 

⑶ 法第４５１条第３項の規定の適用を受けるもの １００分の３ 

（環境性能割の徴収の方法） 

第６２条の６ 環境性能割の徴収については、申告納付の方法によらなければな

らない。 

（環境性能割の申告納付） 

第６２条の７ 環境性能割の納税義務者は、法第４５４条第１項各号に掲げる３

輪以上の軽自動車の区分に応じ、当該各号に定める時又は日までに、法施行規

則第３３号の４様式による申告書を市長に提出するとともに、その申告に係る

環境性能割額を納付しなければならない。 

２ ３輪以上の軽自動車の取得者（環境性能割の納税義務者を除く。）は、法第

４５４条第１項各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める時又は日までに、

法施行規則第３３号の４様式による報告書を市長に提出しなければならない。 

（環境性能割に係る不申告等に関する過料） 

第６２条の８ 環境性能割の納税義務者が前条の規定により申告し、又は報告す

べき事項について正当な事由がなくて申告又は報告をしなかった場合には、そ 

の者に対し、１０万円以下の過料を科する。 

２  前項の過料の額は、情状により、市長が定める。 
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３  第１項の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限

は、その発付の日から１０日以内とする。 

（環境性能割の減免） 

第６２条の９ 市長は、公益のため直接専用する３輪以上の軽自動車又は第６７

条の２に規定する軽自動車等（３輪以上のものに限る。）のうち必要と認める

ものに対しては、環境性能割を減免する。 

２ 前項の規定による環境性能割の減免を受けるための手続その他必要な事項に

ついては、規則で定める。 

第６３条（見出しを含む。）中「軽自動車税」を「種別割」に改める。 

第６４条の見出し中「軽自動車税」を「種別割」に改め、同条中「軽自動車税

の税率は、次の各号に掲げる軽自動車等に対し」を「次の各号に掲げる軽自動車

等に対して課する種別割の税率は」に改め、同条第２号を次のように改める。 

 ⑵ 軽自動車及び小型特殊自動車 

  ア 軽自動車 

（ア） ２輪のもの（側車付のものを含む。） 年額 ３，６００円 

（イ） ３輪のもの 年額 ３，９００円 

（ウ） ４輪以上のもの  

ａ 乗用のもの  

営業用 年額 ６，９００円 

自家用 年額 １０，８００円 

ｂ 貨物用のもの  

営業用 年額 ３，８００円 

自家用 年額 ５，０００円 

  イ 小型特殊自動車 

（ア） 農耕作業用のもの 年額 ２，０００円  

（イ） その他のもの 年額 ５，９００円                  

第６５条（見出しを含む。）及び第６５条の３（見出しを含む。）中「軽自動

車税」を「種別割」に改める。 

第６６条の見出し中「軽自動車税」を「種別割」に改め、同条第１項中「軽自

動車税」を「種別割」に、「本節」を「この節」に、「第３３号の４様式」を 
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「第３３号の４の２様式」に改め、同条第２項及び第３項中「第３３号の４様 

式」を「第３３号の４の２様式」に改め、同条第４項中「第６２条第２項」を 

「第６２条の２第１項」に改める。 

第６６条の２の見出し中「軽自動車税」を「種別割」に改め、同条第１項中  

「第６２条第２項」を「第６２条の２第１項」に改める。 

第６７条の見出し中「軽自動車税」を「種別割」に改め、同条第１項中「に対

して課する軽自動車税」を「のうち必要と認めるものに対しては、種別割」に改

め、「ことができる」を削り、同条第２項及び第３項中「軽自動車税」を「種別

割」に改める。 

第６７条の２の見出し中「軽自動車税」を「種別割」に改め、同条第１項中  

「軽自動車税」を「種別割」に改め、「ことができる」を削り、同条第２項中 

「軽自動車税」を「種別割」に改め、「ことができる」を削る。 

第６７条の３（見出しを含む。）中「軽自動車税」を「種別割」に改める。 

第６８条第２項中「第４４３条」を「第４４５条」に、「第６２条の２」を  

「第６２条の３」に、「軽自動車税」を「種別割」に、「市内に当該原動機付自

転車又は小型特殊自動車の主たる定置場を有するに至った」を「その主たる定置

場が、市内に所在することとなった」に、「取付ける」を「取り付ける」に改 

め、同条第７項中「市内に当該原動機付自転車又は小型特殊自動車の主たる定置

場を有しなくなった」を「当該原動機付自転車又は小型特殊自動車の主たる定置

場が市内に所在しないこととなった」に、「軽自動車税」を「種別割」に改め 

る。 

附則第１１条の次に次の５条を加える。 

（軽自動車税の環境性能割の賦課徴収の特例） 

第１１条の２ 軽自動車税の環境性能割の賦課徴収は、当分の間、第１章第２節

の規定にかかわらず、山梨県が、自動車税の環境性能割の賦課徴収の例によ  

り、行うものとする。 

（軽自動車税の環境性能割の減免の特例） 

第１１条の３ 市長は、当分の間、第６２条の９の規定にかかわらず、山梨県知 

事が自動車税の環境性能割を減免する自動車に相当するものとして市長が定め

る３輪以上の軽自動車に対しては、軽自動車税の環境性能割を減免する。 
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（軽自動車税の環境性能割の申告納付の特例） 

第１１条の４ 第６２条の７の規定による申告納付については、当分の間、同条

中「市長」とあるのは、「山梨県知事」とする。 

（軽自動車税の環境性能割に係る徴収取扱費の交付） 

第１１条の５ 市は、山梨県が軽自動車税の環境性能割の賦課徴収に関する事務

を行うために要する費用を補償するため、法附則第２９条の１６第１項に掲げ

る金額の合計額を、徴収取扱費として山梨県に交付する。 

（軽自動車税の環境性能割の税率の特例） 

第１１条の６ 営業用の３輪以上の軽自動車に対する第６２条の５の規定の適用

については、当分の間、次の表の左欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げ

る字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。 

第１号 １００分の１ １００分の０．５ 

第２号 １００分の２ １００分の１ 

第３号 １００分の３ １００分の２ 

２ 自家用の３輪以上の軽自動車に対する第６２条の５（第３号に係る部分に限

る。）の規定の適用については、同号中「１００分の３」とあるのは、 

「１００分の２」とする。 

附則第１２条の見出し中「軽自動車税」の次に「の種別割」を加え、同条第１

項中「初めて道路運送車両法第６０条第１項後段の規定による」を「最初の法第

４４４条第３項に規定する」に改め、「軽自動車税」の次に「の種別割」を加 

え、同項の表を次のように改める。 

第２号ア（イ） ３，９００円 ４，６００円 

第２号ア（ウ）ａ ６，９００円 ８，２００円 

 １０，８００円 １２，９００円 

第２号ア（ウ）ｂ ３，８００円 ４，５００円 

 ５，０００円 ６，０００円 

附則第１２条第２項から第４項までを削る。 

（甲府市市税条例等の一部を改正する条例の一部改正） 

第３条 甲府市市税条例等の一部を改正する条例（平成２６年６月条例第１９号）

の一部を次のように改正する。 
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附則第６条中「軽自動車税」の次に「の種別割」を加え、「新条例第６４条及

び新条例」を「甲府市市税条例第６４条及び」に改め、「左欄に掲げる」の次に

「同条例の」を加え、同条の表を次のように改める。 

第６４条第２号ア（イ）  ３，９００円 ３，１００円 

第６４条第２号ア（ウ）ａ ６，９００円 ５，５００円 

１０，８００円 ７，２００円 

第６４条第２号ア（ウ）ｂ ３，８００円 ３，０００円 

５，０００円 ４，０００円 

附則第１２条第１項 第６４条 甲府市市税条例等の一部を

改正する条例（平成２６年

６月条例第１９号。以下こ

の条において「平成２６年 

  改正条例」という。）附則

第６条の規定により読み替

えて適用される第６４条 

附則第１２条第１項の表第

２号ア（イ）の項 

第２号ア（イ） 平成２６年改正条例附則第

６条の規定により読み替え

て適用される第６４条第２

号ア（イ） 

３，９００円 ３，１００円 

附則第１２条第１項の表第

２号ア（ウ）ａの項 

第２号ア（ウ）ａ 平成２６年改正条例附則第

６条の規定により読み替え

て適用される第６４条第２

号ア（ウ）ａ 

６，９００円 ５，５００円 

１０，８００円 ７，２００円 

附則第１２条第１項の表第

２号ア（ウ）ｂの項 

第２号ア（ウ）ｂ 平成２６年改正条例附則第

６条の規定により読み替え 

  て適用される第６４条第２

号ア（ウ）ｂ 
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３，８００円 ３，０００円 

 ５，０００円 ４，０００円 

（甲府市市税条例の一部を改正する条例の一部改正） 

第４条 甲府市市税条例の一部を改正する条例（平成２７年６月条例第２３号）の

一部を次のように改正する。 

附則第５条第７項の表第１５条第３号の項中「第７４条の２第１項」を「第 

６２条の７第１項の申告書、第７４条の２第１項」に改める。 

附 則 

（施行期日） 

第１条 この条例は、平成２９年４月１日から施行する。ただし、次の各号に掲げ

る規定は、当該各号に定める日から施行する。 

⑴ 第１条中甲府市市税条例附則第１９条の３の２の改正規定 公布の日 

⑵ 第２条、第３条及び第４条並びに次条の規定 平成３１年１０月１日 

（軽自動車税に関する経過措置） 

第２条 第２条の規定による改正後の甲府市市税条例（以下「３１年新条例」とい 

う。）の規定中軽自動車税の環境性能割に関する部分は、前条第２号に掲げる規

定の施行の日以後に取得された３輪以上の軽自動車に対して課する軽自動車税の

環境性能割について適用する。 

２ ３１年新条例の規定中軽自動車税の種別割に関する部分は、平成３２年度以後 

の年度分の軽自動車税の種別割について適用し、平成３１年度分までの軽自動車

税については、なお従前の例による。 
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 甲府市公共施設整備事業等基金条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

  平成２９年３月２７日 

 

 

甲府市長 樋 口 雄 一 

 

 

甲府市条例第６号 

   甲府市公共施設整備事業等基金条例の一部を改正する条例 

甲府市公共施設整備事業等基金条例（平成１７年１２月条例第５５号）の一部を

次のように改正する。 

第６条に次の１項を加える。 

２ 国庫補助を受けて整備した学校施設の財産処分手続に伴う基金への積立額につ 

いては、これを市立の学校の施設整備に要する経費にのみ充てるものとする。 

   附 則 

 この条例は、平成２９年４月１日から施行する。 
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 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する

条例をここに公布する。 

  平成２９年３月２７日 

 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

 

甲府市条例第７号 

   特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正 

   する条例 

 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例（昭和３１年１０

月条例第２２号）の一部を次のように改正する。     

別表の２０の項中「１６，０００円」を「１７，０００円」に、「１５，０００

円」を「１６，０００円」に、「１４，０００円」を「１５，０００円」に改め

る。 

   附 則 

 この条例は、平成２９年４月１日から施行する。 
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 甲府市国民健康保険条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

  平成２９年３月２７日 

 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

 

甲府市条例第８号 

   甲府市国民健康保険条例の一部を改正する条例 

 甲府市国民健康保険条例（昭和３４年３月条例第９号）の一部を次のように改正 

する。 

第１２条第１項中「上場株式等に係る配当所得の金額」を「上場株式等に係る配 

当所得等の金額（同法附則第３５条の２の６第１１項又は第１５項の規定の適用が 

ある場合には、その適用後の金額）」に、「に該当する」を「の適用がある」に、 

「附則第３５条の２第６項」を「附則第３５条の２第５項に規定する一般株式等に 

係る譲渡所得等の金額（同法附則第３５条の３第１５項の規定の適用がある場合に 

は、その適用後の金額）、同法附則第３５条の２の２第５項」に、「株式等に係る 

譲渡所得等の金額」を「上場株式等に係る譲渡所得等の金額」に、「附則第３５条 

の２の６第１１項若しくは第１５項又は第３５条の３第１１項」を「附則第３５条 

の２の６第１５項又は第３５条の３第１３項若しくは第１５項」に改め、「附則第 

３５条の４の２第７項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額）」の次に

「、外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律

（昭和３７年法律第１４４号）第８条第２項（同法第１２条第５項及び第１６条第

２項において準用する場合を含む。第１３条の２第１項第１号において同じ。）に

規定する特例適用利子等の額、同法第８条第４項（同法第１２条第６項及び第１６

条第３項において準用する場合を含む。同号において同じ。）に規定する特例適用

配当等の額」を加える。 

第１３条の２第１項第１号中「、また」を削り、「上場株式等に係る配当所得の 

金額」を「上場株式等に係る配当所得等の金額（同法附則第３５条の２の６第１１ 

項又は第１５項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額）」に、「附則第 

- 30 -



 

３５条の２第６項」を「附則第３５条の２第５項に規定する一般株式等に係る譲渡

所得等の金額（同法附則第３５条の３第１５項の規定の適用がある場合には、その

適用後の金額）、同法附則第３５条の２の２第５項」に、「株式等に係る譲渡所得

等の金額」を「上場株式等に係る譲渡所得等の金額」に、「附則第３５条の２の６

第１１項若しくは第１５項又は第３５条の３第１１項」を「附則第３５条の２の６

第１５項又は第３５条の３第１３項若しくは第１５項」に改め、「附則第３５条の

４の２第７項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額）」の次に「、外国

居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第８条第

２項に規定する特例適用利子等の額、同法第８条第４項に規定する特例適用配当等

の額」を加える。 

第２１条第２項中「納期限前７日」を「普通徴収の納期限」に改める。 

   附 則 

１ この条例は、公布の日から施行する。ただし、第２１条第２項の改正規定は、 

平成２９年４月１日から施行する。 

２ この条例による改正後の甲府市国民健康保険条例の規定は、平成２９年度以後 

の年度分の保険料について適用し、平成２８年度分までの保険料については、な 

お従前の例による。 
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 甲府市介護保険条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

  平成２９年３月２７日 

 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

 

甲府市条例第９号 

   甲府市介護保険条例の一部を改正する条例 

 甲府市介護保険条例（平成１２年３月条例第５号）の一部を次のように改正す

る。 

第１６条第３項中「で普通徴収の方法により保険料を徴収されている者について

は納期限前７日までに、特別徴収の方法により保険料を徴収されている者について

は特別徴収対象年金給付の支払に係る月の前前月の１５日」を「にあっては普通徴

収の納期限」に改める。 

附則に次の２項を加える。 

（平成２９年度における保険料率の特例） 

１４ 平成２９年度における保険料率は、第６条の規定にかかわらず、次の各号に 

掲げる第１号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。 

⑴ 令附則第２０条第１項第１号に掲げる者 ３万５，２３０円 

⑵ 令附則第２０条第１項第２号に掲げる者 ４万９，３２０円 

⑶ 令附則第２０条第１項第３号に掲げる者 ５万２，８５０円 

⑷ 令附則第２０条第１項第４号に掲げる者 ６万３，４２０円 

⑸ 令附則第２０条第１項第５号に掲げる者 ７万４７０円 

⑹ 次のいずれかに該当する者 ８万４，５６０円 

ア 合計所得金額（地方税法第２９２条第１項第１３号に規定する合計所得金

額をいい、租税特別措置法第３３条の４第１項若しくは第２項、第３４条第

１項、第３４条の２第１項、第３４条の３第１項、第３５条第１項、第３５

条の２第１項又は第３６条の規定の適用がある場合には、当該合計所得金額

から令附則第１９条第２項に規定する特別控除額を控除して得た額とする。
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以下この項において同じ。）が１２０万円未満である者であり、かつ、前各

号のいずれにも該当しないもの 

イ 要保護者（生活保護法第６条第２項に規定する要保護者をいう。以下この

項において同じ。）であって、その者が課される保険料額についてこの号の

区分による額を適用されたならば保護（同法第２条に規定する保護をいう。

以下この項において同じ。）を必要としない状態となるもの（令附則第２０

条第１項第１号イ（⑴に係る部分を除く。）、次号イ、第８号イ、第９号

イ、第１０号イ、第１１号イ、第１２号イ又は第１３号イに該当する者を除

く。） 

⑺ 次のいずれかに該当する者 ８万８，０８０円 

ア 合計所得金額が１９０万円未満である者であり、かつ、前各号のいずれに

も該当しないもの 

イ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分によ

る額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの（令附則第２０

条第１項第１号イ（⑴に係る部分を除く。）、次号イ、第９号イ、第  

 １０号イ、第１１号イ、第１２号イ又は第１３号イに該当する者を除く。） 

⑻ 次のいずれかに該当する者 ９万１，６１０円 

ア 合計所得金額が２００万円未満である者であり、かつ、前各号のいずれに

も該当しないもの 

イ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分によ

る額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの（令附則第２０

条第１項第１号イ（⑴に係る部分を除く。）、次号イ、第１０号イ、第１１

号イ、第１２号イ又は第１３号イに該当する者を除く。） 

⑼ 次のいずれかに該当する者 １０万５，７００円 

ア 合計所得金額が２９０万円未満である者であり、かつ、前各号のいずれに

も該当しないもの 

イ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分によ

る額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの（令附則第２０

条第１項第１号イ（⑴に係る部分を除く。）、次号イ、第１１号イ、第１２

号イ又は第１３号イに該当する者を除く。） 

- 33 -



 

⑽ 次のいずれかに該当する者 １２万３，３２０円 

ア 合計所得金額が４００万円未満である者であり、かつ、前各号のいずれに

も該当しないもの 

イ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分によ

る額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの（令附則第２０

条第１項第１号イ（⑴に係る部分を除く。）、次号イ、第１２号イ又は第

１３号イに該当する者を除く。） 

⑾ 次のいずれかに該当する者 １４万９４０円 

ア 合計所得金額が６００万円未満である者であり、かつ、前各号のいずれに

も該当しないもの 

イ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分によ

る額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの（令附則第２０

条第１項第１号イ（⑴に係る部分を除く。）、次号イ又は第１３号イに該当

する者を除く。） 

⑿ 次のいずれかに該当する者 １４万７，９８０円 

ア 合計所得金額が８００万円未満である者であり、かつ、前各号のいずれに

も該当しないもの 

イ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分によ

る額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの（令附則第２０

条第１項第１号イ（⑴に係る部分を除く。）又は次号イに該当する者を除

く。） 

⒀ 次のいずれかに該当する者 １５万５，０３０円 

ア 合計所得金額が１，０００万円未満である者であり、かつ、前各号のいず

れにも該当しないもの 

イ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分によ

る額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの（令附則第２０

条第１項第１号イ（⑴に係る部分を除く。）に該当する者を除く。） 

⒁ 前各号のいずれにも該当しない者 １６万２，０８０円 

１５ 所得の少ない第１号被保険者についての保険料の減額賦課に係る前項第１号 

に該当する者の保険料率は、同号の規定にかかわらず、３万１，７１０円とす
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る。 

附 則 

この条例は、平成２９年４月１日から施行する。 
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 甲府市手数料条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

  平成２９年３月２７日 

 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

 

甲府市条例第１０号 

   甲府市手数料条例の一部を改正する条例 

 甲府市手数料条例（平成１２年３月条例第９号）の一部を次のように改正する。 

別表第４１号ア中「適合証」を「適合証等」に改め、同号ア（ウ）ｃ中「都市の

低炭素化の促進に関する法律第５４条第１項第１号の経済産業大臣、国土交通大臣

及び環境大臣が定める基準」の次に「（平成２４年経済産業省・国土交通省・環境

省告示第１１９号）（以下この号において「誘導基準」という。）」を加え、同号

イ中「適合証」を「適合証等」に改め、同号イ（ウ）ｃ及びｄを次のように改め

る。 

ｃ 非住宅の部分 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 

⒜ 誘導基準に適合することを確認する方法として、別に市長が定める簡易 

な評価方法（以下この号において「モデル建物法」という。）を用いる場 

合 次に掲げる床面積の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 

ⅰ ３００平方メートル以内のもの ８３，０００円 

ⅱ ３００平方メートルを超え２，０００平方メートル以内のもの 

１４０，０００円 

ⅲ ２，０００平方メートルを超え５，０００平方メートル以内のもの 

２２７，０００円 

ⅳ ５，０００平方メートルを超え１０，０００平方メートル以内のもの 

２９６，０００円 

ⅴ １０，０００平方メートルを超え２５，０００平方メートル以内のも 

  の ３５６，０００円 

ⅵ ２５，０００平方メートルを超えるもの ４１８，０００円 
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⒝ ⒜に掲げる場合以外の場合 次に掲げる床面積の区分に応じ、それぞれ 

次に定める金額 

ⅰ ３００平方メートル未満のもの（誘導基準のうち住宅に係る外壁、窓

等を通しての熱の損失の防止に関する基準に適合する措置が講じられる

場合に限る。） １２１，０００円 

ⅱ ３００平方メートル以内のもの（ⅰに掲げる場合を除く。） 

２０９，０００円 

ⅲ ３００平方メートルを超え２，０００平方メートル以内のもの 

３３８，０００円 

ⅳ ２，０００平方メートルを超え５，０００平方メートル以内のもの  

４８３，０００円 

ⅴ ５，０００平方メートルを超え１０，０００平方メートル以内のもの  

５９５，０００円 

ⅵ １０，０００平方メートルを超え２５，０００平方メートル以内のも

の ７０４，０００円 

ⅶ ２５，０００平方メートルを超えるもの ８０３，０００円 

d  工場等の部分 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 

⒜ 誘導基準に適合することを確認する方法としてモデル建物法を用いる場

合 ｃ⒜に掲げる床面積の区分に応じ、それぞれ定める手数料の金額と同

一の金額 

⒝ ⒜に掲げる場合以外の場合 ｂに掲げる床面積の区分に応じ、それぞれ

定める手数料の金額と同一の金額 

別表第４２号中「適合証」を「適合証等」に改める。 

別表第４５号イ（ア） a 中「第１条第１項第２号ロ⑴」を「第１条第１項第２号

イ⑵及び同号ロ⑵」に、「３２，０００円」を「１６，０００円」に、 

「３６，０００円」を「１７，０００円」に改め、同号イ（ア） b 中「適合させよ

うとする基準が建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第１条第１項第２号

ロ⑵に掲げる基準である」を「ａに掲げる場合以外の」に、「１６，０００円」を

「３２，０００円」に、「１７，０００円」を「３６，０００円」に改め、同号イ

（イ）a 中「第１条第１項第２号ロ⑴」を「第１条第１項第２号イ⑵及び同号ロ
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⑵」に、「６５，０００円」を「３１，０００円」に、「１０９，０００円」を

「５４，０００円」に、「１８６，０００円」を「９８，０００円」に、 

「２６７，０００円」を「１４８，０００円」に改め、同号イ（イ） b 中「適合さ

せようとする基準が建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第１条第１項第

２号ロ⑵に掲げる基準である」を「ａに掲げる場合以外の」に、「３１，０００

円」を「６５，０００円」に、「５４，０００円」を「１０９，０００円」に、

「９８，０００円」を「１８６，０００円」に、「１４８，０００円」を 

「２６７，０００円」に、同号イ（ウ） a 中「第１条第１項第１号イ」を「第１条

第１項第１号ロ」に、「２１６，０００円」を「８２，０００円」に、 

「３５０，０００円」を「１３８，０００円」に、「５００，０００円」を 

「２２４，０００円」に、「６１６，０００円」を「２９３，０００円」に、 

「７２８，０００円」を「３５３，０００円」に、「８３１，０００円」を 

「４１４，０００円」に改め、同号イ（ウ） b 中「適合させようとする基準が建築

物エネルギー消費性能基準等を定める省令第１条第１項第１号ロに掲げる基準であ

る」を「ａに掲げる場合以外の」に、「８２，０００円」を「２１６，０００円」

に、「１３８，０００円」を「３５０，０００円」に、「２２４，０００円」を

「５００，０００円」に、「２９３，０００円」を「６１６，０００円」に、 

「３５３，０００円」を「７２８，０００円」に、「４１４，０００円」を 

「８３１，０００円」に改め、同号を同表第４９号とする。 

別表第４４号中「第４３号ア（ア）」を「第４７号ア（ア）」に、「第４３号ア

（イ）」を「第４７号ア（イ）」に、「第４３号ア（ウ）」を「第４７号ア

（ウ）」に、「第４３号ア（エ） a 」を「第４７号ア（エ） a 」に、「第４３号ア

（エ）b」を「第４７号ア（エ）b」に、「第４３号イ（ア）」を「第４７号イ

（ア）」に、「第４３号イ（イ）」を「第４７号イ（イ）」に、「第４３号イ

（ウ）」を「第４７号イ（ウ）」に、「第４３号イ（エ） a」を「第４７号イ

（エ） a 」に、「第４３号イ（エ） b 」を「第４７号イ（エ） b 」に改め、同号を

同表第４８号とする。 

別表第４３号中「（平成２７年法律第５３号）」を削り、同号イ（ウ）中「掲げ

る区分」を「掲げる場合の区分」に改め、同号イ（ウ） a 中「（平成２８年経済産

業省令・国土交通省令第１号）第８条第１号ロ⑴」を「第１０条第１号イ⑵及び同
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号ロ⑵」に、「２１６，０００円」を「８２，０００円」に、「３５０，０００

円」を「１３８，０００円」に、「５００，０００円」を「２２４，０００円」

に、「６１６，０００円」を「２９３，０００円」に、「７２８，０００円」を

「３５３，０００円」に、「８３１，０００円」を「４１４，０００円」に改め、

同号イ（ウ） b 中「適合させようとする基準が建築物エネルギー消費性能基準等を

定める省令第８条第１号ロ⑵に掲げる基準である」を「a に掲げる場合以外の」

に、「８２，０００円」を「２１６，０００円」に、「１３８，０００円」を 

「３５０，０００円」に、「２２４，０００円」を「５００，０００円」に、 

「２９３，０００円」を「６１６，０００円」に、「３５３，０００円」を 

「７２８，０００円」に、「４１４，０００円」を「８３１，０００円」に改め、

同号を同表第４７号とし、同表第４２号の次に次のように加える。 

（４３）  建築物のエネルギー消費 １件につき、次に掲げる場合の区分に応じ、 

性能の向上に関する法律 

（平成２７年法律第５３ 

号）第１２条第１項の規定 

に基づく建築物エネルギー 

消費性能確保計画の建築物 

エネルギー消費性能適合性 

判定の申請に対する審査 

 

それぞれ次に定める金額 

ア 建築物のエネルギー消費性能の向上に関

する法律第１１条第１項に規定する非住宅

部分（以下この号から第４６号までにおい

て「非住宅部分」という。）の用途が工

場、倉庫その他これらに類するものとして

別に市長が指定するもの（以下この号から

第４６号までにおいて「工場等」という。）

である建築物に係る申請をする場合 次に

掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定

める金額 

（ア） 適合させようとする基準が建築物エ 

ネルギー消費性能基準等を定める省令 

（平成２８年経済産業省令・国土交通省 

令第１号）第１条第１項第１号ロに掲げ 

る基準である場合 次に掲げる床面積の 

区分に応じ、それぞれ次に定める金額 

ａ ３００平方メートル以上２，０００ 
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平方 メ ー ト ル 未 満 の も の   

３６，０００円 

ｂ ２ ， ０ ０ ０ 平 方 メ ー ト ル 以 上 

５，０００平方メートル未満のもの 

９１，０００円 

ｃ ５ ， ０ ０ ０ 平 方 メ ー ト ル 以 上 

１０，０００平方メートル未満のもの

    １３７，０００円 

ｄ １０，０００平方メートル以上 

 ２５，０００平方メートル未満のもの 

１７１，０００円 

ｅ ２５，０００平方メートル以上のも 

 の ２１２，０００円 

（イ） （ア）に掲げる場合以外の場合 次

に掲げる床面積の区分に応じ、それぞれ

次に定める金額 

ａ ３００平方メートル以上２，０００ 

平 方 メ ー ト ル 未 満 の も の 

４１，０００円 

ｂ ２ ， ０ ０ ０ 平 方 メ ー ト ル 以 上 

５，０００平方メートル未満のもの 

９７，０００円 

ｃ ５ ， ０ ０ ０ 平 方 メ ー ト ル 以 上 

１０，０００平方メートル未満のもの

    １４４，０００円 

ｄ １０，０００平方メートル以上 

 ２５，０００平方メートル未満のもの 

１７８，０００円 

ｅ ２５，０００平方メートル以上のも 

の ２２１，０００円 
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イ アに掲げる場合以外の場合 次に掲げる

場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金

額 

（ア） 適合させようとする基準が建築物エ 

ネルギー消費性能基準等を定める省令第 

１条第１項第１号ロに掲げる基準である 

場合 次に掲げる床面積の区分に応じ、 

それぞれ次に定める金額 

ａ ３００平方メートル以上２，０００ 

平 方 メ ー ト ル 未 満 の も の 

１４０，０００円 

ｂ ２ ， ０ ０ ０ 平 方 メ ー ト ル 以 上 

５，０００平方メートル未満のもの 

２２７，０００円 

ｃ ５ ， ０ ０ ０ 平 方 メ ー ト ル 以 上 

１０，０００平方メートル未満のもの

    ２９６，０００円 

ｄ １０，０００平方メートル以上 

 ２５，０００平方メートル未満のもの 

３５６，０００円 

ｅ ２５，０００平方メートル以上のも 

 の ４１８，０００円 

（イ） （ア）に掲げる場合以外の場合 次 

に掲げる床面積の区分に応じ、それぞれ 

次に定める金額 

ａ ３ ０ ０ 平 方 メ ー ト ル 以 上 

２，０００平方メートル未満のもの 

３５３，０００円 

ｂ ２ ， ０ ０ ０ 平 方 メ ー ト ル 以 上 

５，０００平方メートル未満のもの 

- 41 -



 

５０５，０００円 

ｃ ５ ， ０ ０ ０ 平 方 メ ー ト ル 以 上 

１０，０００平方メートル未満のもの

    ６２２，０００円 

ｄ １０，０００平方メートル以上 

 ２５，０００平方メートル未満のもの 

７３５，０００円 

ｅ ２５，０００平方メートル以上のも 

  の ８３８，０００円 

（４４）  建築物のエネルギー消費 １件につき、次に掲げる場合の区分に応じ、 

性能の向上に関する法律 

第１２条第２項の規定に基

づく建築物エネルギー消費

性能確保計画の変更に係る

建築物エネルギー消費性能

適合性判定の申請に対する

審査 

それぞれ次に定める金額 

ア 非住宅部分の用途が工場等である建築物

に係る申請をする場合 前号アに掲げる区

分に応じ、それぞれ定める金額の２分の１

に相当する金額 

イ アに掲げる場合以外の場合 前号イに掲

げる区分に応じ、それぞれ定める金額の２ 

 分の１に相当する金額 

（４５） 建築物のエネルギー消費 １件につき、次に掲げる場合の区分に応じ、 

性能の向上に関する法律第

１３条第２項の規定に基づ

く建築物エネルギー消費性

能確保計画の建築物エネル

ギー消費性能適合性判定の

通知に対する審査 

それぞれ次に定める金額 

ア 建築物の用途が工場等である建築物に係 

る通知をする場合 次に掲げる場合の区分

に応じ、それぞれ次に定める金額 

（ア） 適合させようとする基準が建築物エ 

ネルギー消費性能基準等を定める省令第 

１条第１項第１号ロに掲げる基準である 

場合 次に掲げる床面積の区分に応じ、 

それぞれ次に定める金額 

ａ ３００平方メートル以上２，０００ 

平 方 メ ー ト ル 未 満 の も の 
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 ３６，０００円 

ｂ ２ ， ０ ０ ０ 平 方 メ ー ト ル 以 上 

５，０００平方メートル未満のもの 

９１，０００円 

ｃ ５ ， ０ ０ ０ 平 方 メ ー ト ル 以 上 

１０，０００平方メートル未満のもの

    １３７，０００円 

ｄ １０，０００平方メートル以上 

 ２５，０００平方メートル未満のもの 

１７１，０００円 

ｅ ２５，０００平方メートル以上のも 

 の ２１２，０００円 

（イ） （ア）に掲げる場合以外の場合 次 

に掲げる床面積の区分に応じ、それぞれ 

次に定める金額 

ａ ３ ０ ０ 平 方 メ ー ト ル 以 上 

２，０００平方メートル未満のもの 

４１，０００円 

ｂ ２ ， ０ ０ ０ 平 方 メ ー ト ル 以 上 

５，０００平方メートル未満のもの 

９７，０００円 

ｃ ５ ， ０ ０ ０ 平 方 メ ー ト ル 以 上 

１０，０００平方メートル未満のもの 

１４４，０００円 

ｄ １０，０００平方メートル以上 

 ２５，０００平方メートル未満のもの 

１７８，０００円 

ｅ ２５，０００平方メートル以上のも 

 の ２２１，０００円 

イ アに掲げる場合以外の場合 次に掲げる

- 43 -



 

場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金

額 

（ア） 適合させようとする基準が建築物エ 

ネルギー消費性能基準等を定める省令第 

  １条第１項第１号ロに掲げる基準である 

場合 次に掲げる床面積の区分に応じ、 

それぞれ次に定める金額 

ａ ３００平方メートル以上２，０００ 

平 方 メ ー ト ル 未 満 の も の 

１４０，０００円 

ｂ ２ ， ０ ０ ０ 平 方 メ ー ト ル 以 上 

５，０００平方メートル未満のもの 

２２７，０００円 

ｃ ５ ， ０ ０ ０ 平 方 メ ー ト ル 以 上 

１０，０００平方メートル未満のもの

    ２９６，０００円 

ｄ １０，０００平方メートル以上 

 ２５，０００平方メートル未満のもの 

３５６，０００円 

ｅ ２５，０００平方メートル以上のも 

 の ４１８，０００円 

（イ） （ア）に掲げる場合以外の場合 次 

に掲げる床面積の区分に応じ、それぞれ 

次に定める金額 

ａ ３００平方メートル以上２，０００ 

平 方 メ ー ト ル 未 満 の も の 

３５３，０００円 

ｂ ２ ， ０ ０ ０ 平 方 メ ー ト ル 以 上 

５，０００平方メートル未満のもの 

５０５，０００円 
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ｃ ５ ， ０ ０ ０ 平 方 メ ー ト ル 以 上 

１０，０００平方メートル未満のもの

    ６２２，０００円 

ｄ １０，０００平方メートル以上 

 ２５，０００平方メートル未満のもの 

７３５，０００円 

ｅ ２５，０００平方メートル以上のも 

 の ８３８，０００円 

（４６） 建築物のエネルギー消費 １件につき、次に掲げる場合の区分に応じ、 

性能の向上に関する法律第

１３条第３項の規定に基づ

く建築物エネルギー消費性

能確保計画の変更に係る建

築物エネルギー消費性能適

合性判定の通知に対する審

査 

それぞれ次に定める金額 

ア 非住宅部分の用途が工場等である建築物

に係る通知をする場合 前号アに掲げる区

分に応じ、それぞれ定める金額の２分の１

に相当する金額 

イ アに掲げる場合以外の場合 前号イに掲

げる区分に応じ、それぞれ定める金額の２ 

 分の１に相当する金額 

 別表に次のように加える。 

（５０） 建築物のエネルギー消費 １件につき、次に掲げる場合の区分に応じ、 

性能の向上に関する法律施

行規則（平成２８年国土交

通省令第５号）第１１条の

規定に基づく軽微な変更に

該当していることを証する

書面の交付の申請に対する

審査 

それぞれ次に定める金額 

ア 建築物のエネルギー消費性能の向上に関

する法律施行規則第３条の軽微な変更に該

当していることを証する書面の交付を申請

する場合 次に掲げる場合の区分に応じ、

それぞれ次に定める金額 

（ア） 非住宅部分の用途が工場等である建 

築物に係る申請をする場合 第４３号ア 

に定める区分に応じ、それぞれ定める金 

額の２分の１に相当する金額 

（イ） （ア）に掲げる場合以外の場合 第 
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４３号イに定める区分に応じ、それぞれ 

定める金額の２分の１に相当する金額 

イ 建築物のエネルギー消費性能の向上に関 

する法律施行規則第７条第２項において準 

用する同施行規則第３条の軽微な変更に該 

当していることを証する書面の交付を申 

請する場合 次に掲げる場合の区分に応 

じ、それぞれ次に定める金額 

（ア） 非住宅部分の用途が工場等である建 

築物に係る申請をする場合 第４５号ア 

に定める区分に応じ、それぞれ定める金 

額の２分の１に相当する金額 

（イ） （ア）に掲げる場合以外の場合 第 

４５号イに定める区分に応じ、それぞれ 

 定める金額の２分の１に相当する金額 

附 則 

 この条例は、平成２９年４月１日から施行する。 
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甲府市中小企業振興融資条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

  平成２９年３月２７日 

 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

 

甲府市条例第１１号 

甲府市中小企業振興融資条例の一部を改正する条例 

 甲府市中小企業振興融資条例（昭和５５年３月条例第１１号）の一部を次のよう

に改正する。 

第２条第１項第２号を次のように改める。 

⑵ 創業支援資金 

  附 則 

 この条例は、平成２９年４月１日から施行する。 
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 甲府市都市公園条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

  平成２９年３月２７日 

 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

 

甲府市条例第１２号 

   甲府市都市公園条例の一部を改正する条例 

 甲府市都市公園条例（昭和３２年１２月条例第５２号）の一部を次のように改正

する。 

 別表第３中「の３０分」を「の１時間」に、「３０分を」を「１時間を」に改め

る。 

附 則 

１ この条例は、平成２９年４月１日から施行する。 

２ この条例の施行の日前に駐車場の利用を開始した者に係る利用料金について  

は、なお従前の例による。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 48 -



 

 甲府市廃棄物の減量化、資源化及び適正処理等に関する条例の一部を改正する条

例をここに公布する。 

  平成２９年３月２７日 

 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

 

甲府市条例第１３号 

   甲府市廃棄物の減量化、資源化及び適正処理等に関する条例の一部を改正す 

   る条例 

 甲府市廃棄物の減量化、資源化及び適正処理等に関する条例（平成５年６月条例 

第２２号）の一部を次のように改正する。 

 目次中「第２７条」を「第２５条」に、「第２８条～第３０条」を「第２６条～

第２８条」に、「第３１条～第３３条」を「第２９条・第３０条」に、「第３４条

～第３７条」を「第３１条～第３４条」に、「第３８条・第３９条」を「第３５条 

・第３６条」に改める。 

 第１１条中「本市の廃棄物処理施設での」を削る。 

 第１５条第５項を削る。 

 第２２条を削り、第２３条を第２２条とする。 

 第２４条を削り、第２５条を第２３条とし、第２６条を第２４条とし、第２７条

を第２５条とする。 

 第５章中第２８条を第２６条とし、第２９条を第２７条とし、第３０条を第２８

条とする。 

第３１条中「別表第１の２」を「別表第２」に改め、第６章中同条を第２９条と

する。 

第３２条を削り、第３３条を第３０条とする。 

第７章中第３４条を第３１条とし、第３５条から第３７条までを３条ずつ繰り上

げる。 

第８章中第３８条を第３５条とし、第３９条を第３６条とする。 
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別表第１中「第３１条関係」を「第２９条関係」に、 

「 

２ 犬、ねこ等の死   

 体 

⑴ 市が収集し、運搬し、 

及び処分した場合 

１体につき １，１９０

円 

⑵ 市の施設で処分した場  

 合 

１体につき ７００円 

３ 事業系一般廃棄 

物（次表に規定す

るものを除く。） 

市の施設で処分した場合 １０キログラムにつき 

１５８円 

４ 家庭 系 廃棄 物 

（次表に規定する

ものを除く。） 

⑴ 普通世帯から一時に排 

出された多量のごみを市

が収集し、運搬し、及び

処分した場合 

１０キログラムにつき 

５０円６０銭 

⑵ 普通世帯から一時に排 

出された多量のごみを市

の施設で処分した場合 

１０キログラムにつき 

１７円 

５ 浄化槽汚泥 普通世帯以外から排出され

た汚泥を市の施設で処分し

た場合 

１０リットルまでごとに  

１０円 

備考 ３の項及び４の項の手数料を算定するについては、５キログラム未満 

の端数はこれを切り捨て、５キログラム以上１０キログラム未満の端数は

これを１０キログラムとして計算する。 

                                    」 

を 

「 

２ 犬、ねこ等の死   

 体 

市が収集し、運搬し、及び

処分した場合 

１体につき １，１９０

円 

３ 浄化槽汚泥 普通世帯以外から排出され

た汚泥を市の施設で処分し 

１０リットルまでごとに  

１０円 
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 た場合  

                                   」 

に改める。 

 別表第１の２を削る。 

別表第２を次のように改める。 

別表第２（第２９条関係） 

種別 取扱区分 手数料(1台につき )  

特定家庭用機器廃棄

物 

市長が必要と認めて戸別収

集した場合 

ユニット形エアコンディ

ショナー ３，０００円 

テレビジョン受信機 

１，９００円 

電気冷蔵庫及び電気冷凍

庫 ３，３００円 

電気洗濯機及び衣類乾燥

機 ２，２００円 

備考 

１ この表において「特定家庭用機器廃棄物」とは、特定家庭用機器再商

品化法（平成１０年法律第９７号。以下「再商品化法」という。）第２

条第５項に規定する特定家庭用機器廃棄物をいう。 

２ この表において、手数料は、特定家庭用機器廃棄物を戸別に収集して

指定引取場所（再商品化法第１７条に規定する指定引取場所をいう。）

まで運搬する費用とする。 

 別表第３中「第３３条関係」を「第３０条関係」に改める。 

   附 則 

 この条例は、平成２９年４月１日から施行する。 
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 甲府市リサイクルプラザ条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例をここ

に公布する。 

  平成２９年３月２７日 

 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

 

甲府市条例第１４号 

   甲府市リサイクルプラザ条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例 

 甲府市リサイクルプラザ条例の一部を改正する条例（平成２８年９月条例第４１

号）の一部を次のように改正する。 

 別表の改正規定中「笛吹市石和町」を「笛吹市」に改める。 

   附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 
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 特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例の一部を改正する条例をここに公

布する。 

  平成２９年３月２７日 

 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

 

甲府市条例第１５号 

   特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例の一部を改正する条例 

 特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例（昭和５１年１２月条例第５２  

号）の一部を次のように改正する。 

 附則第１３項中「平成２９年３月３１日」を「平成３０年３月３１日」に改め 

る。 

   附 則 

 この条例は、平成２９年４月１日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 53 -



 

 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関

係条例の整備に関する条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

  平成２９年３月２７日 

 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

 

甲府市条例第１６号 

   地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴 

う関係条例の整備に関する条例の一部を改正する条例 

 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関

係条例の整備に関する条例（平成２７年３月条例第１号）の一部を次のように改正

する。 

 附則第２項中「平成２９年３月３１日」を「平成３０年３月３１日」に改める。 

   附 則 

 この条例は、平成２９年４月１日から施行する。 
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 甲府市国民健康保険条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

  平成２９年３月２７日 

 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

 

甲府市条例第１７号 

   甲府市国民健康保険条例の一部を改正する条例 

 甲府市国民健康保険条例（昭和３４年３月条例第９号）の一部を次のように改正

する。 

 第１３条の２第１項第２号中「２６万５，０００円」を「２７万円」に改め、同

項第３号中「４８万円」を「４９万円」に改める。 

   附 則 

１ この条例は、平成２９年４月１日から施行する。 

２ この条例による改正後の甲府市国民健康保険条例の規定は、平成２９年度以後 

の年度分の保険料について適用し、平成２８年度分までの保険料については、な

お従前の例による。 
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 甲府市市税条例等の一部を改正する条例をここに公布する。 

  平成２９年３月３１日 

 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

 

甲府市条例第１８号 

   甲府市市税条例等の一部を改正する条例 

（甲府市市税条例の一部改正） 

第１条 甲府市市税条例（昭和２５年８月条例第２９号）の一部を次のように改正

する。 

第２６条の２第４項中「第２９条の２第１項の規定による申告書（その提出期

限後において」を「特定配当等申告書（」に、「もの及びその時までに提出され

た第２９条の３第１項の確定申告書を含む」を「次に掲げる申告書をいう。以下

この項において同じ」に、「これらの申告書」を「特定配当等申告書」に改め、

同項に次のただし書及び各号を加える。 

ただし、第１号に掲げる申告書及び第２号に掲げる申告書がいずれも提出さ

れた場合におけるこれらの申告書に記載された事項その他の事情を勘案して、

この項の規定を適用しないことが適当であると市長が認めるときは、この限り

でない。 

⑴ 第２９条の２第１項の規定による申告書 

⑵ 第２９条の３第１項に規定する確定申告書（同項の規定により前号に掲げ

る申告書が提出されたものとみなされる場合における当該確定申告書に限  

る。） 

第２６条の２第６項中「第２９条の２第１項の規定による申告書（その提出期

限後において」を「特定株式等譲渡所得金額申告書（」に、「もの及びその時ま

でに提出された第２９条の３第１項の確定申告書を含む」を「次に掲げる申告書

をいう。以下この項において同じ」に、「これらの申告書」を「特定株式等譲渡

所得金額申告書」に改め、同項に次のただし書及び各号を加える。 
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ただし、第１号に掲げる申告書及び第２号に掲げる申告書がいずれも提出さ

れた場合におけるこれらの申告書に記載された事項その他の事情を勘案して、

この項の規定を適用しないことが適当であると市長が認めるときは、この限り

でない。 

⑴ 第２９条の２第１項の規定による申告書 

⑵ 第２９条の３第１項に規定する確定申告書（同項の規定により前号に掲げ

る申告書が提出されたものとみなされる場合における当該確定申告書に限  

る。） 

第２７条の８第１項中「第２６条の２第４項の申告書」を「第２６条の２第４

項に規定する特定配当等申告書」に、「同条第６項の申告書」を「同条第６項に

規定する特定株式等譲渡所得金額申告書」に、「法第２章第１節第６款」を「同

節第６款」に改める。 

第３２条の１０第１項中「によって」を「により」に改め、同条第２項中「に

おいては」を「には」に改め、同条第３項中「においては」を「には」に改め、

「とする」の次に「。第５項第１号において同じ」を加え、「によって」を「に

より」に改め、同条第５項中「については」の次に「、前項の規定にかかわら 

ず」を加え、同条第６項中「によって」を「により」に、「第７５条の２第７ 

項」を「第７５条の２第９項」に改め、同条第７項中「によって」を「により」

に改める。 

第３２条の１１第１項中「においては」を「には」に、「によって」を「によ

り」に改め、同条第２項中「とする」の次に「。第４項第１号において同じ」を

加え、同条第４項中「法第３２１条の８第２２項に規定する申告書（以下この項

において「修正申告書」という。）の提出」を「納付すべき税額を増加させる更

正（これに類するものを含む。以下この項において「増額更正」という。）」 

に、「（当該修正申告書」を「（当該増額更正」に、「同条第１項」を「法第 

３２１条の８第１項」に、「修正申告書が提出された」を「増額更正があった」

に、「修正申告書の提出」を「増額更正」に改め、「については」の次に「、前

項の規定にかかわらず」を加え、「が提出した修正申告書に係る」を「について

された当該増額更正により納付すべき」に、「第４８条の１５の５第３項」を 

「第４８条の１５の５第４項」に改め、同項第２号中「修正申告書に係る更正」 
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を「増額更正」に、「まで」を「（法人税に係る修正申告書を提出し、又は法人

税に係る更正若しくは決定がされたことによる更正に係るものにあっては、当該

修正申告書を提出した日又は国の税務官署が更正若しくは決定の通知をした日）

まで」に改める。 

第３６条第８項中「、第３４９条の４又は第３４９条の５」を「又は第３４９

条の３の４から第３４９条の５まで」に、「前７項」を「前各項」に改める。 

第４５条の２の見出し中「第１５条の３第２項」を「第１５条の３第３項並び

に第１５条の３の２第４項及び第５項」に改め、同条第１項中「第１５条の３第

２項」を「第１５条の３第３項並びに第１５条の３の２第４項及び第５項」に改

め、同項第３号中「の区分所有者全員の共有に属する共用部分」を削る。 

第４５条の３の見出し中「あん分」を「按
あん

分」に改め、同条第１項中「あん分

の」を「按
あん

分の」に改め、同項第５号中「あん分する」を「按分する」に改め、

同条第２項中「あん分の」を「按分の」に、「以後３年」を「から起算して３ 

年」に改め、「各年度」の次に「とし、法第３４９条の３の３第１項に規定する

被災市街地復興推進地域（第５４条の３において「被災市街地復興推進地域」と

いう。）が定められた場合（避難の指示等が行われた場合において、避難等解除

日の属する年が被災年の翌年以後の年であるときを除く。第５４条の３において

同じ。）には、当該被災年度の翌年度から被災年の１月１日から起算して４年を

経過する日を賦課期日とする年度までの各年度とする。」を加え、同項第６号中

「あん分する」を「按分する」に改め、同条第３項中「あん分」を「按分」に改

める。 

第５４条の３第１項中「以後３年」を「から起算して３年」に改め、「各年  

度」の次に「とし、被災市街地復興推進地域が定められた場合には、当該被災年

度の翌年度から被災年の１月１日から起算して４年を経過する日を賦課期日とす

る年度までの各年度とする。」を加え、同条第２項中「以後３年」を「から起算

して３年」に改め、「各年度分」の次に「とし、被災市街地復興推進地域が定め

られた場合には、当該被災年度の翌年度から被災年の１月１日から起算して４年

を経過する日を賦課期日とする年度までの各年度分とする。」を加える。 

附則第５条を次のように改める。 

（読替規定） 
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第５条 法附則第１５条から第１５条の３の２までの規定の適用がある各年度分

の固定資産税に限り、第３６条第８項中「又は第３４９条の３の４から第 

３４９条の５まで」とあるのは、「若しくは第３４９条の３の４から第３４９

条の５まで又は法附則第１５条から第１５条の３の２まで」とする。 

附則第５条の２第６項中「附則第１５条第３３項第１号イ」を「附則第１５条

第３２項第１号イ」に改め、同条第７項中「附則第１５条第３３項第１号ロ」を

「附則第１５条第３２項第１号ロ」に改め、同条第８項中「附則第１５条第３３

項第２号イ」を「附則第１５条第３２項第２号イ」に改め、同条第９項中「附則

第１５条第３３項第２号ロ」を「附則第１５条第３２項第２号ロ」に改め、同条

第１０項中「附則第１５条第３３項第２号ハ」を「附則第１５条第３２項第２号

ハ」に改め、同条第１１項を削り、同条第１２項を同条第１１項とする。 

附則第５条の３第２項中「附則第７条第２項」を「附則第７条第３項」に改 

め、同条第４項中「附則第１２条第２１項第２号」を「附則第１２条第２１項第

１号ロ」に改め、同条第５項第２号中「附則第１２条第２２項の規定により読み

替えて適用される」を「附則第１２条第２４項において準用する」に改め、同条

第６項中「附則第１２条第２４項」を「附則第１２条第２６項」に改め、同条第

７項中「附則第７条第８項各号」を「附則第７条第９項各号」に改め、同項第４

号中「附則第１２条第２８項」を「附則第１２条第３０項」に改め、同項第６号

中「附則第１２条第２９項」を「附則第１２条第３１項」に改め、同条第８項中

「附則第７条第９項各号」を「附則第７条第１０項各号」に改め、同項第５号中

「附則第１２条第３６項」を「附則第１２条第３８項」に改め、同条第９項中 

「に施行規則附則第７条第１１項」を「に法施行規則附則第７条第１４項」に、

「附則第１２条第２４項」を「附則第１２条第２６項」に改め、同項第５号中 

「施行規則附則第７条第１１項」を「法施行規則附則第７条第１４項」に改め、

同項を同条第１１項とし、同条第８項の次に次の２項を加える。 

９ 法附則第１５条の９の２第１項に規定する特定耐震基準適合住宅について、

同項の規定の適用を受けようとする者は、当該特定耐震基準適合住宅に係る耐

震改修が完了した日から３月以内に、次に掲げる事項を記載した申告書に法施

行規則附則第７条第１１項各号に規定する書類を添付して市長に提出しなけれ

ばならない。 
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⑴ 納税義務者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号（個人番号又

は法人番号を有しない者にあっては、住所及び氏名又は名称） 

⑵ 家屋の所在、家屋番号、種類、構造及び床面積 

⑶ 家屋の建築年月日及び登記年月日 

⑷ 耐震改修が完了した年月日 

⑸ 耐震改修に要した費用 

⑹ 耐震改修が完了した日から３月を経過した後に申告書を提出する場合に  

は、３月以内に提出することができなかった理由 

１０ 法附則第１５条の９の２第４項に規定する特定熱損失防止改修住宅又は同

条第５項に規定する特定熱損失防止改修住宅専有部分について、これらの規定

の適用を受けようとする者は、法附則第１５条の９第９項に規定する熱損失防

止改修工事が完了した日から３月以内に、次に掲げる事項を記載した申告書に

法施行規則附則第７条第１２項各号に掲げる書類を添付して市長に提出しなけ

ればならない。 

⑴ 納税義務者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号（個人番号又

は法人番号を有しない者にあっては、住所及び氏名又は名称） 

⑵ 家屋の所在、家屋番号、種類、床面積及び人の居住の用に供する部分の床

面積 

⑶ 家屋の建築年月日及び登記年月日 

⑷ 熱損失防止改修工事が完了した年月日 

⑸ 熱損失防止改修工事に要した費用及び令附則第１２条第３８項に規定する

補助金等 

⑹ 熱損失防止改修工事が完了した日から３月を経過した後に申告書を提出す

る場合には、３月以内に提出することができなかった理由 

附則第１２条第３項中「次項」を「以下この条（第５項を除く。）」に改め、

同条に次の３項を加える。 

５ 法附則第３０条第６項第１号及び第２号に掲げる３輪以上の軽自動車に対す

る第６４条の規定の適用については、当該軽自動車が平成２９年４月１日から

平成３０年３月３１日までの間に初回車両番号指定を受けた場合には平成３０

年度分の軽自動車税に限り、当該軽自動車が平成３０年４月１日から平成３１

- 60 -



 

年３月３１日までの間に初回車両番号指定を受けた場合には平成３１年度分の

軽自動車税に限り、第２項の表の左欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げ

る字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。 

６ 法附則第３０条第７項第１号及び第２号に掲げる３輪以上の軽自動車に対す

る第６４条の規定の適用については、当該軽自動車が平成２９年４月１日から

平成３０年３月３１日までの間に初回車両番号指定を受けた場合には平成３０

年度分の軽自動車税に限り、当該軽自動車が平成３０年４月１日から平成３１

年３月３１日までの間に初回車両番号指定を受けた場合には平成３１年度分の

軽自動車税に限り、第３項の表の左欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げ

る字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。 

７ 法附則第３０条第８項第１号及び第２号に掲げる３輪以上の軽自動車（前項

の規定の適用を受けるものを除く。）に対する第６４条の規定の適用について

は、当該軽自動車が平成２９年４月１日から平成３０年３月３１日までの間に

初回車両番号指定を受けた場合には平成３０年度分の軽自動車税に限り、当該

軽自動車が平成３０年４月１日から平成３１年３月３１日までの間に初回車両

番号指定を受けた場合には平成３１年度分の軽自動車税に限り、第４項の表の

左欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に

掲げる字句とする。 

附則第１２条の２を次のように改める。 

（軽自動車税の賦課徴収の特例） 

第１２条の２ 市長は、軽自動車税の賦課徴収に関し、３輪以上の軽自動車が前

条第２項から第７項までの規定の適用を受ける３輪以上の軽自動車に該当する

かどうかの判断をするときは、国土交通大臣の認定等（法附則第３０条の２第

１項に規定する国土交通大臣の認定等をいう。次項において同じ。）に基づき

当該判断をするものとする。 

２ 市長は、納付すべき軽自動車税の額について不足額があることを第６５条第

２項の納期限（納期限の延長があったときは、その延長された納期限）後にお

いて知った場合において、当該事実が生じた原因が、国土交通大臣の認定等の

申請をした者が偽りその他不正の手段（当該申請をした者に当該申請に必要な

情報を直接又は間接に提供した者の偽りその他不正の手段を含む。）により国
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土交通大臣の認定等を受けたことを事由として国土交通大臣が当該国土交通大

臣の認定等を取り消したことによるものであるときは、当該申請をした者又は

その一般承継人を賦課期日現在における当該不足額に係る３輪以上の軽自動車

の所有者とみなして、軽自動車税に関する規定（第６６条及び第６６条の２の

規定を除く。）を適用する。 

３ 前項の規定の適用がある場合における納付すべき軽自動車税の額は、同項の

不足額に、これに１００分の１０の割合を乗じて計算した金額を加算した金額

とする。 

４ 第２項の規定の適用がある場合における第１５条の規定の適用については、

同条中「納期限（」とあるのは、「納期限（附則第１２条の２第２項の規定の

適用がないものとした場合の当該３輪以上の軽自動車の所有者についての軽自

動車税の納期限とし、当該」とする。 

附則第１５条中「第２８項、第３２項、第３６項、第３７項、第４２項」を  

「第２７項、第３１項、第３５項、第３９項、第４２項、第４４項」に改める。 

附則第２１条第２項中「申告書」を「特定配当等申告書」に改め、「提出した

場合」の次に「（次に掲げる場合を除く。）」を加え、「第２６条の２第１項」

を「同条第１項」に改め、同項に次の各号を加える。 

⑴ 第２６条の２第４項ただし書の規定の適用がある場合 

⑵ 第２６条の２第４項第１号に掲げる申告書及び同項第２号に掲げる申告書

がいずれも提出された場合におけるこれらの申告書に記載された事項その他

の事情を勘案して、前項の規定を適用しないことが適当であると市長が認め

るとき。 

附則第２６条第１項中「平成２９年度」を「平成３２年度」に、「附則第３４

条の２第４項」を「附則第３４条の２第１項」に、「除く。以下この条」を「除

く。次項」に、「応じ」を「応じ、」に改め、同条第２項中「平成２９年度」を

「平成３２年度」に、「附則第３４条の２第９項」を「附則第３４条の２第１０

項」に、「場合においては」を「ときは」に改める。 

附則第２６条の５第４項中「第２９条の２第１項の規定による申告書（その提

出期限までに提出されたもの及びその提出期限後において」を「特例適用配当等

申告書（」に、「ものに限り、その時までに提出された第２９条の３第１項に規
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定する確定申告書を含む」を「次に掲げる申告書をいう。以下この項において同

じ」に、「これらの申告書」を「特例適用配当等申告書」に改め、同項に次のた

だし書及び各号を加える。 

ただし、第１号に掲げる申告書及び第２号に掲げる申告書がいずれも提出さ

れた場合におけるこれらの申告書に記載された事項その他の事情を勘案して、

同項後段の規定を適用しないことが適当であると市長が認めるときは、この限

りでない。 

⑴ 第２９条の２第１項の規定による申告書 

⑵ 第２９条の３第１項に規定する確定申告書（同項の規定により前号に掲げ

る申告書が提出されたものとみなされる場合における当該確定申告書に限  

る。） 

附則第２６条の６第４項中「第２９条の２第１項の規定による申告書（その提

出期限後において」を「条約適用配当等申告書（」に、「もの及びその時までに

提出された第２９条の３第１項の確定申告書を含む」を「次に掲げる申告書をい

う。以下この項において同じ」に、「これらの申告書」を「条約適用配当等申告

書」に改め、同項に次のただし書及び各号を加える。 

ただし、第１号に掲げる申告書及び第２号に掲げる申告書がいずれも提出さ

れた場合におけるこれらの申告書に記載された事項その他の事情を勘案して、

同項後段の規定を適用しないことが適当であると市長が認めるときは、この限

りでない。 

⑴ 第２９条の２第１項の規定による申告書 

⑵ 第２９条の３第１項に規定する確定申告書（同項の規定により前号に掲げ

る申告書が提出されたものとみなされる場合における当該確定申告書に限  

る。） 

附則第２６条の６第６項中「第２９条の２第１項の規定による申告書（その提

出期限後において市民税の納税通知書が送達される時までに提出されたもの及び

その時までに提出された第２９条の３第１項の確定申告書を含む。）」を「同条

第４項に規定する条約適用配当等申告書」に、「これらの申告書」を「条約適用

配当等申告書」に改める。 

（甲府市市税条例等の一部を改正する条例の一部改正） 

- 63 -



 

第２条 甲府市市税条例等の一部を改正する条例（平成２９年３月条例第５号）の

一部を次のように改正する。 

第２条中甲府市市税条例附則第１２条第２項から第４項までを削る改正規定の

次に次のように加える。 

附則第１２条の２を次のように改める。 

第１２条の２ 削除 

第３条を次のように改める。 

（甲府市市税条例等の一部を改正する条例の一部改正） 

第３条 甲府市市税条例等の一部を改正する条例（平成２６年６月条例第１９  

号）の一部を次のように改正する。 

附則第６条の表新条例附則第１２条第１項の表第６４条第２号アの項の項の

左欄及び中欄中「第６４条第２号ア」を「第２号ア」に改める。 

附則第１条第２号中「、第３条」を削る。 

附 則 

（施行期日） 

第１条 この条例は、平成２９年４月１日から施行する。ただし、第２条の規定  

は、公布の日から施行する。 

（市民税に関する経過措置） 

第２条 別段の定めがあるものを除き、この条例による改正後の甲府市市税条例  

（以下「新条例」という。）の規定中個人の市民税に関する部分は、平成２９年

度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成２８年度分までの個人の市

民税については、なお従前の例による。 

２  新条例第３２条の１０第３項及び第５項並びに第３２条の１１第２項及び第４

項の規定は、平成２９年１月１日以後に新条例第３２条の１０第３項又は第３２

条の１１第２項に規定する納期限が到来する法人の市民税に係る延滞金について

適用する。 

（固定資産税に関する経過措置） 

第３条 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中固定資産税に関する部分  

は、平成２９年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成２８年度分ま

での固定資産税については、なお従前の例による。 
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２  新条例第３６条第８項及び附則第５条（地方税法及び航空機燃料譲与税法の一

部を改正する法律（平成２９年法律第２号。次項及び次条第２項において「改正

法」という。）による改正後の地方税法（昭和２５年法律第２２６号。以下この

項において「新法」という。）第３４９条の３の４に係る部分に限る。）の規定

は、平成２８年４月１日以後に発生した新法第３４９条の３の３第１項に規定す

る震災等（次項において「震災等」という。）に係る新法第３４９条の３の４に

規定する償却資産に対して課する平成２９年度以後の年度分の固定資産税につい

て適用する。 

３  新条例第４５条の３第２項及び第５４条の３の規定は、平成２８年４月１日以

後に発生した震災等により滅失し、又は損壊した家屋の敷地の用に供されていた

土地に対して課する平成２９年度以後の年度分の固定資産税について適用し、同

日前に発生した改正法による改正前の地方税法（以下この条において「旧法」と

いう。）第３４９条の３の３第１項に規定する震災等により滅失し、又は損壊し

た家屋の敷地の用に供されていた土地に対して課する固定資産税については、な

お従前の例による。 

４  平成２６年４月１日から平成２９年３月３１日までの間に新たに取得された旧

法附則第１５条第４０項に規定する機器に対して課する固定資産税については、

なお従前の例による。 

（軽自動車税に関する経過措置） 

第４条 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中軽自動車税に関する部分 

は、平成２９年度以後の年度分の軽自動車税について適用し、平成２８年度分ま

での軽自動車税については、なお従前の例による。 

２  市長は、納付すべき軽自動車税（平成２８年度以前の年度分のものに限る。）

の額について不足額があることを甲府市市税条例第６５条第２項の納期限（納期

限の延長があったときは、その延長された納期限）後において知った場合におい

て、当該事実が生じた原因が当該不足額に係る３輪以上の軽自動車の所有者以外

の者（以下この条において「第三者」という。）にあるときは、地方税法第１３

条第１項の規定による告知をする前に、当該第三者（当該第三者と改正法附則第 

１８条第２項に規定する特別の関係のある者を含む。以下この条において同 

じ。）に対し、当該不足額に係る軽自動車税の納付を申し出る機会を与えること 
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ができるものとし、当該申出の機会を与えられた第三者が当該申出をしたとき 

は、当該第三者を賦課期日現在における当該不足額に係る３輪以上の軽自動車の

所有者とみなして、軽自動車税に関する規定（甲府市市税条例第６６条及び第 

６６条の２の規定を除く。）を適用する。 

３  前項の規定による申出をした第三者は、当該申出を撤回することができない。 
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規則  
  

甲府市消防団員の分限及び懲戒の手続等に関する規則をここに公布する。 

  平成２９年３月１日 

 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

 

甲府市規則第１号 

   甲府市消防団員の分限及び懲戒の手続等に関する規則 

（趣旨） 

第１条 この規則は、甲府市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例 

（昭和４１年７月条例第２７号。以下「条例」という。）第７条の規定に基づ 

き、本市の非常勤の消防団員（以下「団員」という。）の分限及び懲戒に関する

処分の手続等について定めるものとする。 

（分限の手続） 

第２条 任命権者は、条例第５条第１項第２号の規定に基づき、団員を降任し、又 

は免職しようとする場合は、医師を指定してあらかじめ診断を行わせなければな

らない。 

２ 団員の意に反する降任又は免職の処分は、その旨を記載した書面を当該団員に 

交付して行わなければならない。 

（懲戒の手続） 

第３条 戒告、停職又は懲戒処分としての免職の処分は、その旨を記載した書面を 

当該団員に交付して行わなければならない。 

（停職の効果） 

第４条 停職者は、その職を保有するが、職務に従事することができない。 

２ 停職者は、停職の期間中、いかなる報酬等も支給されない。 

（消防団員分限懲戒審査委員会） 

第５条 団員（消防団長を除く。）の分限及び懲戒に関する事項について審査する 

ため、甲府市消防団員分限懲戒審査委員会（以下「委員会」という。）を置く。 

２ 委員会は、消防団長の諮問に応じ、次に掲げる事項について審査する。 
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 ⑴ 条例第５条の規定に基づく分限処分に関すること。 

⑵ 条例第６条の規定に基づく懲戒処分に関すること。 

⑶ その他消防団長が必要と認める事項 

３ 委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。 

附 則 

この規則は、公布の日から施行する。 
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 甲府市臨時的任用職員に関する規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

  平成２９年３月１日 

 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

 

甲府市規則第２号 

   甲府市臨時的任用職員に関する規則の一部を改正する規則 

 甲府市臨時的任用職員に関する規則（昭和３６年６月規則第２０号）の一部を次

のように改正する。 

 第８条中「及び特別休暇」を「、特別休暇、選挙権等行使休暇、産前産後休暇、

妊娠中又は出産後の職員の通院休暇、骨髄等提供休暇、育児休暇、子の看護休暇及

び短期の介護休暇」に改める。 

   附 則 

 この規則は、平成２９年４月１日から施行する。 
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 甲府市悠遊館条例の一部を改正する条例の施行期日を定める規則をここに公布す 

る。 

  平成２９年３月３１日 

  

  

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

  

  

甲府市規則第３号 

   甲府市悠遊館条例の一部を改正する条例の施行期日を定める規則 

 甲府市悠遊館条例の一部を改正する条例（平成２８年９月条例第４０号）の施行

期日は、平成２９年４月１日とする。 
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 甲府市農業委員候補者選考委員会規則をここに公布する。 

  平成２９年３月３１日 

 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

 

甲府市規則第４号 

   甲府市農業委員候補者選考委員会規則 

 （趣旨） 

第１条 この規則は、甲府市農業委員会の委員の定数等に関する条例（平成２９年

３月条例第１号）第４条第７項の規定に基づき、甲府市農業委員候補者選考委員

会（以下「選考委員会」という。）の組織及び運営に関し必要な事項を定めるも

のとする。 

（委員長） 

第２条 選考委員会に委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。 

２ 委員長は、選考委員会の会務を総理し、選考委員会を代表する。 

３ 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代 

理する。 

（会議） 

第３条 選考委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。 

２ 選考委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。 

３ 選考委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決 

するところによる。 

４ 選考委員会の会議は非公開とする。 

（庶務） 

第４条 選考委員会の庶務は、産業部において行う。 

（その他） 

第５条 この規則に定めるもののほか、選考委員会の運営に関し必要な事項は、委

員長が選考委員会に諮って定める。 
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附 則 

この規則は、公布の日から施行する。 
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 甲府市農業委員会の委員の選任に関する規則をここに公布する。 

  平成２９年３月３１日 

 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

 

甲府市規則第５号 

   甲府市農業委員会の委員の選任に関する規則 

 （趣旨） 

第１条 この規則は、農業委員会等に関する法律（昭和２６年法律第８８号。以下 

「法」という。）第８条第１項の規定に基づき任命する農業委員会の委員（以下

「農業委員」という。）の選任の手続き等に関し、法及び農業委員会等に関する

法律施行規則（昭和２６年農林省令第２３号）に定めるもののほか、必要な事項

を定めるものとする。 

（推薦の求め、募集の期間等） 

第２条 法第９条第１項の規定による推薦の求め及び募集の期間は、おおむね１月 

とし、推薦の求め及び募集に関しては、甲府市広報及び甲府市ホームページへの

掲載等により適切に周知するものとする。 

（推薦及び募集への応募） 

第３条 法第９条第１項の規定による農業委員の候補者の推薦をしようとする者  

は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定めるところにより推薦を行うもの

とする。 

⑴ 個人による推薦 農業者等３名以上の連名により、その代表者が、甲府市農 

業委員推薦書（個人推薦書）（第１号様式）に推薦を受ける者の本籍及び筆頭 

者の記載がある住民票を添えて、市長に提出する。 

⑵ 法人又は団体による推薦 農業者の組織する団体その他の関係団体の代表者 

が、甲府市農業委員推薦書（団体推薦書）（第２号様式）に推薦を受ける者の 

本籍及び筆頭者の記載がある住民票を添えて、市長に提出する。 

２ 法第９条第１項の規定による農業委員になろうとする者の募集に応募しようと 
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する者は、甲府市農業委員応募書（第３号様式）に本籍及び筆頭者の記載がある

住民票を添えて、市長に提出するものとする。 

（情報の公表） 

第４条 法第９条第２項に規定する情報は、募集期間の中間及び期間終了後、甲府 

市ホームページに掲載して遅滞なく公表するものとする。 

（候補者の選考） 

第５条 市長は、第３条の規定による推薦及び募集の結果に基づき、甲府市農業委 

員会の委員の定数等に関する条例（平成２９年３月条例第１号）第４条に規定す

る甲府市農業委員候補者選考委員会に諮問するものとする。 

（その他） 

第６条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。 

附 則 

この規則は、公布の日から施行する。 
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第１号様式（第３条関係） 

 

（表）

１　被推薦者（推薦を受ける者）

□　認定農業者　（□個人 ・ □法人［法人名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　］）

□　認定申請中　（□個人 ・ □法人［法人名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　］）

□　元 認定農業者 □　認定新規就農者

□　指導農業士・青年農業士 □　農業普及指導員

□　農業委員・農地銀行推進員 □　集落営農組織の役員

□　その他　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

甲府市農業委員推薦書（個人推薦書）

ふりがな
生年月日

　大正　・　昭和　・　平成

　　　　年　　月　　日生（年齢　　　歳）

氏　名 性
別

男　・　女
職
業

住　所

　〒

電話番号 自宅： 携帯電話：

経　歴
・

職　歴

　　　　　年　　　月　　　日～　　　　　　年　　　月　　　日

　　　　　年　　　月　　　日～　　　　　　年　　　月　　　日

　　　　　年　　　月　　　日～　　　　　　年　　　月　　　日

　　　　　年　　　月　　　日～　　　　　　年　　　月　　　日

　　　　　年　　　月　　　日～　　　　　　年　　　月　　　日

　　　　　年　　　月　　　日～　　　　　　年　　　月　　　日

　　　　　年　　　月　　　日～　　　　　　年　　　月　　　日

推薦に応
じた理由

及び
抱負 等

（400字以内）

営農類型
（□にレ点、主要な作物を

記入してください）

　□水稲　　　□露地野菜　　　□施設野菜　　　□果樹
　□花卉　　　□酪農　　　　　　□その他

　主要な作物（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

経営耕地面積 　　　　　　　アール（うち市内の経営耕地面積　　　　　　アール）

認定
農業者

資格・
役員等で
経験の
あるもの

農業経営
の状況

形態 専業　　・　　兼業　　・　　非農家 営農年数 年
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（裏）
２　推薦者（推薦する者）

甲府市長　様

私は、前記１の者を甲府市農業委員会委員として推薦します。

平成　　　年　　　月　　　日

氏名 印

※その他の推薦者（２名以上）

３　被推薦者（推薦を受ける者）の同意

甲府市長　様

平成　　　年　　　月　　　日

氏名 印

ふりがな
生年月日

　大正　・　昭和　・　平成

　　　　年　　月　　日生（年齢　　　歳）

氏　名 性
別

男　・　女
職
業

住　所

　〒

電話番号 自宅： 携帯電話：

前記１の者について
推薦する理由
（400字以内）

前記１の者について、甲府市農地利用最適化推進
委員に推薦するか否かの別

推薦する　　　・　　　推薦しない

男　・　女
歳 

氏　名 印
住　所

ふりがな
職　業

性
別

歳 

氏　名 印
住　所

ふりがな
職　業

性
別

男　・　女

歳 

氏　名 印
住　所

ふりがな
職　業

性
別

男　・　女

　私は、募集案内の内容を確認のうえ、甲府市農業委員会委員の推薦を受けることに同意します。ま
た、甲府市が本推薦書に記入された内容並びに資格の有無について確認を行うため、必要に応じて
関係機関が所有する私の個人情報について照会することに同意します。

添付書類：被推薦者の住民票（発行後３か月以内のもので、本籍及び筆頭者が記載されているもの）

歳 

氏　名 印
住　所

ふりがな
職　業

性
別

男　・　女
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第２号様式（第３条関係） 

（表）

１　被推薦者（推薦を受ける者）

□　認定農業者　（□個人 ・ □法人［法人名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　］）

□　認定申請中　（□個人 ・ □法人［法人名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　］）

□　元 認定農業者 □　認定新規就農者

□　指導農業士・青年農業士 □　農業普及指導員

□　農業委員・農地銀行推進員 □　集落営農組織の役員

□　その他　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

推薦に応
じた理由

及び
抱負 等

（400字以内）

営農類型
（□にレ点、主要な作物を

記入してください）

　□水稲　　　□露地野菜　　　□施設野菜　　　□果樹
　□花卉　　　□酪農　　　　　　□その他

　主要な作物（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

経営耕地面積 　　　　　　　アール（うち市内の経営耕地面積　　　　　　アール）

認定
農業者

資格・
役員等で
経験の
あるもの

農業経営
の状況

形態 専業　　・　　兼業　　・　　非農家 営農年数 年

経　歴
・

職　歴

　　　　　年　　　月　　　日～　　　　　　年　　　月　　　日

　　　　　年　　　月　　　日～　　　　　　年　　　月　　　日

　　　　　年　　　月　　　日～　　　　　　年　　　月　　　日

　　　　　年　　　月　　　日～　　　　　　年　　　月　　　日

　　　　　年　　　月　　　日～　　　　　　年　　　月　　　日

　　　　　年　　　月　　　日～　　　　　　年　　　月　　　日

　　　　　年　　　月　　　日～　　　　　　年　　　月　　　日

住　所

　〒

電話番号 自宅： 携帯電話：

甲府市農業委員推薦書（団体推薦書）

ふりがな
生年月日

　大正　・　昭和　・　平成

　　　　年　　月　　日生（年齢　　　歳）

氏　名 性
別

男　・　女
職
業
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（裏）
２　推薦者（推薦する者）

　〒

甲府市長　様

前記１の者を甲府市農業委員会委員として推薦します。

平成　　　年　　　月　　　日

組織の名称

代表者氏名 印

３　被推薦者（推薦を受ける者）の同意

甲府市長　様

平成　　　年　　　月　　　日

氏名 印

　私は、募集案内の内容を確認のうえ、甲府市農業委員会委員の推薦を受けることに同意します。ま
た、甲府市が本推薦書に記入された内容並びに資格の有無について確認を行うため、必要に応じて
関係機関が所有する私の個人情報について照会することに同意します。

添付書類：被推薦者の住民票（発行後３か月以内のもので、本籍及び筆頭者が記載されているもの）

構成員の資格

前記１の者について
推薦する理由
（400字以内）

前記１の者について、甲府市農地利用最適化推進
委員に推薦するか否かの別

推薦する　　　・　　　推薦しない

電話番号

活動の
主たる
目的

構成員の人数

代表者
または
管理人

所在地

ふりがな

組織の名称

ふりがな

 

- 78 -



 

第３号様式（第３条関係） 

（表）

□　認定農業者　（□個人 ・ □法人［法人名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　］）

□　認定申請中　（□個人 ・ □法人［法人名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　］）

□　元 認定農業者 □　認定新規就農者

□　指導農業士・青年農業士 □　農業普及指導員

□　農業委員・農地銀行推進員 □　集落営農組織の役員

□　その他　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

甲府市農業委員応募書

ふりがな
生年月日

　大正　・　昭和　・　平成

　　　　年　　月　　日生（年齢　　　歳）

氏　名 性
別

男　・　女
職
業

住　所

　〒

電話番号 自宅： 携帯電話：

　　　　　年　　　月　　　日～　　　　　　年　　　月　　　日

　　　　　年　　　月　　　日～　　　　　　年　　　月　　　日

　　　　　年　　　月　　　日～　　　　　　年　　　月　　　日

資格・
役員等で
経験の
あるもの

　　　　　年　　　月　　　日～　　　　　　年　　　月　　　日

　　　　　年　　　月　　　日～　　　　　　年　　　月　　　日

農業経営
の状況

形態 専業　　・　　兼業　　・　　非農家 営農年数 年

経　歴
・

職　歴

　　　　　年　　　月　　　日～　　　　　　年　　　月　　　日

　　　　　年　　　月　　　日～　　　　　　年　　　月　　　日

営農類型
（□にレ点、主要な作物

を記入してください）

　□水稲　　　□露地野菜　　　□施設野菜　　　□果樹
　
　□花卉　　　□酪農　　　　　　□その他
　

　主要な作物（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

経営耕地面積 アール（うち市内の経営耕地面積　　　　　　アール）

認定
農業者
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（裏）

甲府市長　様

平成　　　年　　　月　　　日

氏名 印

添付書類：住民票（発行後３か月以内のもので、本籍及び筆頭者が記載されているもの）

応募理由
及び

抱負 等
（400字以内）

甲府市農地利用最適化推進委員に応募するか否
かの別

応募する　　　・　　　応募しない

　私は、募集案内の内容を確認のうえ、上記のとおり甲府市農業委員会委員に応募します。
　また、甲府市が本申込書に記入された内容及び資格の有無について確認を行うため、必要に応じて
関係機関が所有する私の個人情報について照会することに同意します。
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 甲府市事務分掌規則等の一部を改正する規則をここに公布する。 

  平成２９年３月３１日 

 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

 

甲府市規則第６号 

   甲府市事務分掌規則等の一部を改正する規則 

 （甲府市事務分掌規則の一部改正） 

第１条 甲府市事務分掌規則（平成８年３月規則第１０号）の一部を次のように改 

 正する。 

  第３条第１項の表以外の部分中「及び長寿支援室」を「、長寿支援室地域包括 

支援課及び」に改め、同項の表市長直轄組織、危機管理室、防災課の項中「防災

課」を「防災企画課」に改め、同項の次に次のように加える。 

防災指導課 指導係 

 第３条第１項の表総務部、人事管理室、人事課の項中「人事係」の次に「、服

務係」を加え、同表総務部、契約管財室、管財課の項を次のように改める。 

財産活用課 財産活用係 

管財課  庁舎係、車両係 

 第３条第１項の表企画部、企画総室、開府５００年事業計画課の項を削り、同

表企画部、企画財政室、資産活用課の項を削り、同表企画部の項に次のように加

える。 

記念事業室 開府５００年 企画係 

 

企画課  

開府５００年 事業係 

事業課  

 第３条第１項の表福祉保健部（福祉事務所）、福祉保健総室、総務課の項中 

「、保健所設置係」を削り、同項の次に次のように加える。 

保健所設置課 保健所設置係 
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 第３条第１項の表福祉保健部（福祉事務所）、長寿支援室、高齢者福祉課の項

中「、地域包括支援係」を削り、同項の次に次のように加える。 

地域包括支援

課 

地域包括支援係 

 

 第３条第１項の表子ども未来部（福祉事務所）、子ども未来総室、子ども支援

課の項中「子育て助成係」を「子育て支援係」に改め、同表子ども未来部（福祉

事務所）、子ども未来総室、母子保健課の項中「保健係」を「母子健康支援係、

母子保健係」に改め、同表環境部、環境総室、総務課の項中「、処理計画係」を

削り、同表環境部、廃棄物対策室、処理課の項中「施設運営係、施設維持係」を

「処理計画係、施設係」に改め、同表建設部、建設総室の項に次のように加え 

る。 

空き家対策課 空き家対策係 

 第８条第６項の表市長室の項に次のように加える。 

国際交流都市担当課長 国際交流都市に関すること。 

 第８条第６項の表福祉保健総室の項を削り、長寿支援室の項を次のように改め

る。 

農林振興室 

 

農地再生担当課長 

 

農地再生に係る計画及び調整に関

すること。 

 第８条の２を削る。 

第１２条の２第１項の表支所の項中「振興係」を「振興整備係」に改め、「、

整備係」を削る。 

 第１４条の３第２項第８号中「老齢者医療費助成金、」を削る。 

 第２３条、第２３条の３及び第２３条の４中「福祉部長寿支援室高齢者福祉 

課」を「福祉保健部長寿支援室高齢者福祉課」に改める。 

 第２６条の２を次のように改める。 

 （衛生センター） 

第２６条の２ 本市における廃棄物を処理するため、次に掲げる衛生センターを

置く。 

 名称 位置 

甲府市衛生センター 甲府市小曲町９４８番地１ 
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２ 前項の衛生センターは、環境部廃棄物対策室処理課に属する機関とし、その

分掌事務は、おおむね次に掲げるとおりとする。 

⑴ 衛生センターの維持及び運営管理に関すること。 

⑵ 一般廃棄物（し尿及び汚泥）の処理に関すること。 

 第３５条第１項中「、医療安全管理部」を削り、「医療総合研修センター」の

次に「、医療安全管理部、経営改善対策部」を加え、同条第２項中「医療安全管

理部及び」を削り、「医療総合研修センター」の次に「、医療安全管理部及び経

営改善対策部」を加え、同条第３項の表病院事務総室、総務課の項中「、経理 

係」及び「、情報経営係」を削り、同項の次に次のように加える。 

経営企画課 情報経営係、経理係 

 第３５条第３項の表病院事務総室、医事課の項中「、請求支援係」を削る。 

  第３６条第１項の表焼却工場及び破砕工場の項を削り、同条第２項第２号中  

「市民部市民協働室消費生活センター消費生活係長」を「市民部市民協働室消費

生活課消費生活係長」に改める。 

  第３７条第３号中「診療支援部長」の次に「、課長」を加え、同条第４号中  

「放射線部長」の次に「、副放射線部長」を加え、同条第８号及び第９号を次の

ように改める。 

  ⑻ 医療総合研修センターに医療総合研修センター長、課長、係長等 

⑼ 医療安全管理部に医療安全管理部長、室長、看護師長、副看護師長 

  第３７条に次の１号を加える。 

  ⑽ 経営改善対策部に経営改善対策部長、室長、課長、係長等 

  第３９条中「医療安全管理部及び」を削り、「医療総合研修センター」の次に   

 「、医療安全管理部及び経営改善対策部」を加え、同条第５号中「医療安全管理 

部長及び」を削り、「医療総合研修センター長」の次に「、医療安全管理部長及

び経営改善対策部長」を加え、同条第８号中「室長」の次に「、副放射線部長」

を加える。 

  第４０条第４項中「医療安全管理部長又は」を削り、「医療総合研修センター  

 長」の次に「、医療安全管理部長又は経営改善対策部長」を加える。 

  別表第１市長直轄組織、危機管理室、防災課の項中「防災課」を「防災企画  

課」に改め、同項第１１号中「の指導、育成」を削り、「こと」の次に「（自主 
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防災組織の指導・育成を除く。）」を加え、同項中第１３号及び第１４号を削  

り、第１５号を第１３号とし、第１６号を削り、同項の次に次のように加える。 

防災指導課 ⑴ 非常備消防に関すること。 

⑵ 消防水利施設に関すること。 

⑶ 火薬類の譲渡、譲受及び消費の許可 

等（１００kg未満の火薬、５０kg未満

の爆薬等）に関すること。 

⑷ 自主防災組織の指導、育成に関する 

こと。 

  別表第１総務部、総務総室、法制課の項に次の１号を加える。 

  ⑼ 行政不服審査会に関すること。 

  別表第１総務部、契約管財室、指導検査課の項の次に次のように加える。 

財産活用課 ⑴ 公共施設等マネジメントの推進に関 

すること。 

⑵ 公有財産の総括管理に関すること。 

⑶ 公有地の利活用及び処分に関するこ 

と。 

⑷ 普通財産の取得、管理及び処分に関 

すること。 

⑸ 財産の保険契約に関すること（他の 

課等業務に属するものを除く。）。 

⑹ 市有地の境界査定に関すること（市 

道を除く。）。 

⑺ 財産価格審議会に関すること。 

⑻ 市の行政区域の境界に関すること。 

⑼ 町界及び町名に関すること。 

  別表第１総務部、契約管財室、管財課の項中第１号から第８号までを削り、第 

９号を第１号とし、第１０号から第１７号までを８号ずつ繰り上げる。 

  別表第１企画部、企画総室、開府５００年事業計画課の項を削り、同表企画  

部、企画財政室、資産活用課の項を削り、同表企画部の項に次のように加える。 
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記念事業室 開府５００年

企画課 

⑴ 記念事業の企画及び調整に関するこ 

と。 

 開府５００年

事業課 

⑴ 記念事業の実行委員会の運営及び記 

念事業の推進に関すること。 

  別表第１市民部、市民総室、国民健康保険課の項第１０号中「特定検診」を 

「特定健診」に改める。 

別表第１福祉保健部（福祉事務所）、福祉保健総室、総務課の項中第８号を削  

 り、第９号を第８号とし、第１０号を第９号とし、同項の次に次のように加え 

る。 

保健所設置課 ⑴ 保健所設置に関すること。 

  別表第１福祉保健部（福祉事務所）、長寿支援室、高齢者福祉課の項中第１１  

 号から第１７号までを削り、同項の次に次のように加える。 

地域包括支援

課 

⑴ 高齢者保健福祉計画の推進に関する 

こと。 

⑵ 地域支援事業に関すること。 

⑶ 成年後見制度に関すること。 

⑷ 地域包括支援センターの運営に関す 

ること。 

⑸ 地域包括支援センター運営協議会に 

関すること。 

  別表第１福祉保健部（福祉事務所）、長寿支援室、介護保険課の項に次の１号 

を加える。 

  ⑽ 福祉総合相談に関すること。 

  別表第１子ども未来部（福祉事務所）、子ども未来総室、総務課の項中第３号  

 を削り、第４号を第３号とし、第５号を第４号とし、同表子ども未来部（福祉事 

務所）、子ども未来総室、子ども支援課の項中第１４号を第１６号とし、第８号

から第１３号までを２号ずつ繰り下げ、第７号を第８号とし、同号の次に次の１

号を加える。 

 ⑼ 子どもの貧困対策に関すること。 

 別表第１子ども未来部（福祉事務所）、子ども未来総室、子ども支援課の項中
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第６号を第７号とし、第２号から第５号までを１号ずつ繰り下げ、第１号の次に

次の１号を加える。 

 ⑵ 次世代育成支援行動計画に関すること。 

  別表第１子ども未来部（福祉事務所）、子ども未来総室、母子保健課の項に次 

 の１号を加える。 

 ⑼ 子育て世代包括支援センターに関すること。 

 別表第１環境部、環境総室、総務課の項中第１号及び第２号を削り、第３号を 

第１号とし、第４号から第７号までを２号ずつ繰り上げる。 

 別表第１環境部、廃棄物対策室、処理課の項中第７号を第８号とし、第６号を 

削り、第５号を第７号とし、同項第４号中「じん芥処理手数料及び」を削り、同

号を同項第６号とし、同項中第３号を第５号とし、第２号を第４号とし、第１号

を第２号とし、同号の次に次の１号を加える。 

 ⑶ 衛生センターに関すること。 

別表第１環境部、廃棄物対策室、処理課の項に第１号として次の１号を加え  

る。 

 ⑴ 一般廃棄物処理基本計画に関すること。 

 別表第１環境部、廃棄物対策室、処理課の項に次の１号を加える。 

⑼ 甲府・峡東地域ごみ処理施設事務組合に関すること。 

別表第１産業部、農林振興室、農政課の項第１０号中「関する」を「係る」に 

改める。 

 別表第１建設部、建設総室の項に次のように加える。 

空き家対策課 ⑴ 空家等対策の推進に関する特別措置

法（平成２６年法律第１２７号）に 

関すること（各所管に係る事項を除

く。）。 

⑵ 甲府市空家等対策計画の推進に関す 

ること。 

 別表第１建設部、まち開発室、都市計画課の項第２５号中「及び寿宝地区土地 

区画整理事業」を削る。 

 別表第１建設部、まち開発室、区画整理課の項中第３号を削り、第４号を第３ 

号とする。 

 別表第６医療安全管理部の項を削り、同表に次のように加える。 
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医

療

安

全

管

理

部 

医療安全管理室 ⑴ 医療安全対策に関すること。 

⑵ リスクマネージメントに関すること。 

⑶ 事故調査委員会に関すること。 

感染管理室 ⑴ 感染管理に関すること。 

⑵ 職業感染防止に関すること。 

経

営

改

善

対

策

部 

経営改善対策室 ⑴ 経営改善の推進及び院内調整に関すること。 

⑵ 診療報酬の算定基準に関すること。 

 別表第７総務課の項中第２号から第７号までを削り、第８号を第２号とし、第  

９号から第１９号までを６号ずつ繰り上げ、第２０号を削り、第２１号を第１４  

号とし、第２２号から第２５号までを削り、同項の次に次のように加える。 

経営企画課 ⑴ 病院内の予算執行及び決算に関すること。 

⑵ 資金計画に関すること。 

⑶ 現金の出納及び保管に関すること。 

⑷ 財産の総括的管理に関すること。 

⑸ 支出負担行為の確認に関すること。 

⑹ 支出命令書の審査に関すること。 

⑺ 院内の情報システムに関すること。 

⑻ 経営改善計画の推進に関すること。 

⑼ 公立病院改革プランの策定に関すること。 

⑽ 病院経営協議会に関すること。 

⑾ 病院機能評価に関すること。 

 （甲府市職員職名規則の一部改正） 

第２条 甲府市職員職名規則（昭和２８年１２月規則第２９号）の一部を次のよう 
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に改正する。 

      事務職員 

      技術職員 

 修センター長」の次に「、経営改善対策部長」を、「科長」の次に「、副放射線 

部長」を加える。 

 （甲府市職員特殊勤務手当支給規則の一部改正） 

第３条 甲府市職員特殊勤務手当支給規則（昭和３８年１０月規則第４９号）の一 

部を次のように改正する。 

  別表２１の項中「診療部長」を「統括診療部長・診療部長・総合相談センター 

長・医療安全管理部長・医療総合研修センター長・経営改善対策部長」に、「科

部長」を「統括科部長・科部長」に改め、「科長」の次に「・副放射線部長」を

加える。 

（甲府市病院事業の財務に関する特例を定める規則の一部改正） 

第４条 甲府市病院事業の財務に関する特例を定める規則（昭和３９年４月規則第 

４８号）の一部を次のように改正する。 

 本則中「総務課長」を「経営企画課長」に改める。 

第２条第４項中「総務課経理係長」を「経営企画課経理係長」に改める。 

（甲府市公印規則の一部改正） 

第５条 甲府市公印規則（昭和４４年８月規則第４９号）の一部を次のように改正 

する。 

  別表第１専用公印の表市長印の項管守者の欄中「福祉保健部福祉保健総室健康 

衛生課長」を「子ども未来部子ども未来総室母子保健課長」に改める。 

 （甲府市消防団員救じゅつ金条例施行規則の一部改正） 

第６条 甲府市消防団員救じゅつ金条例施行規則（昭和４９年１２月規則第６７  

号）の一部を次のように改正する。 

  第１０条中「市長直轄組織危機管理室防災課」を「市長直轄組織危機管理室防 

災指導課」に改める。 

 （甲府市財務規則の一部改正） 

第７条 甲府市財務規則（昭和６２年１月規則第１号）の一部を次のように改正す 

る。 

別表第１ の項中「、参事」を削り、同表技術職員の項中「医療総合研 
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 第９２条第２項の表中「、処理課長」及び「、処理課施設運営係長」を削る。 

 第９４条第２項第４号を削り、同項中第５号を第４号とし、第６号を第５号と

し、第７号を第６号とする。 

 第５９号様式（その５）を次のように改める。 

 第５９号様式（その５） 削除 

（甲府市空家等の適切な管理及び活用の促進に関する条例施行規則の一部改正） 

第８条 甲府市空家等の適切な管理及び活用の促進に関する条例施行規則（平成 

２８年１２月規則第５２号）の一部を次のように改正する。 

 第９条第１０項中「企画部企画総室企画課」を「建設部建設総室空き家対策 

課」に改める。 

   附 則 

１ この規則は、平成２９年４月１日から施行する。 

２ この規則の施行の日の前日において、次の表の左欄に掲げる部・室・課に勤務 

を命ぜられていた課配属職員（課長を除く。）は、別に辞令を発せられない限 

り、この規則の施行の日をもって同表右欄に掲げる部・室・課に勤務を命ぜられ

たものとする。 

市長直轄

組織 

危機管理室 防災課 市長直轄

組織 

危機管理室 防災企画課 

企画部 企画総室 開府５００年

事業計画課 

企画部 記念事業室 開府５００年

企画課 
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 甲府市職員被服貸与規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

  平成２９年３月３１日 

 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

 

甲府市規則第７号 

   甲府市職員被服貸与規則の一部を改正する規則 

 甲府市職員被服貸与規則（昭和４９年７月規則第４９号）の一部を次のように改

正する。 

別表の 1 事務職員（市立甲府病院に勤務する職員を除く。）の表１０の項中 

 

冬制服（上下） １冬 １  

 

 

冬制服（上下） １冬 １  

防寒服（コート） ３冬 １  

 

同項を同表１１の項とし、同表９の項中 

 

制服（上） １冬 １  

 

 

制服（上） １冬 １  

防寒服（コート） ３冬 １  

 

表１０の項とし、同表中８の項を９の項とし、７の項を８の項とし、６の項を７の

項とし、５の項の次に次のように加える。 

「 

」 

を 

「 

」 

に改め、 

「 

」 

を 

「 

」 

に改め、同項を同 
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６  児童厚生員 エプロン １年 １  

 別表の３技能労務職員（市立甲府病院に勤務する職員を除く。）の表６の項中  

「調理用）」の次に「又はズック靴」を加え、同表に次のように加える。 

７  事務補助業務

に従事する技

能労務職員 

      一般事務職員の

例による。 

  附 則 

 この規則は、平成２９年４月１日から施行する。 
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甲府市職員初任給、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則をここに公 

布する。 

  平成２９年３月３１日 

 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

 

甲府市規則第８号 

甲府市職員初任給、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則 

 甲府市職員初任給、昇給等の基準に関する規則（平成１８年３月規則第２８号） 

の一部を次のように改正する。 

 第１１条の次に次の１条を加える。 

（降号の場合の号給） 

第１１条の２ 甲府市職員の分限に関する条例（昭和３８年４月条例第１２号）第 

４条の規定により職員を降号させる場合におけるその者の号給は、市長が定める

号給とする。 

第１３条の次に次の１条を加える。 

（昇給日の前日までの間において併せて考慮する事由） 

第１３条の２ 条例第１１条第５項の規則で定める事由は、懲戒処分を受けること 

が相当とされる行為をしたこととする。 

 第１６条第１項中「Ａ」を「Ｓ」に、「Ｂ」を「Ａ」に、「Ｃ」を「Ｂ」に、  

「Ｄ」を「Ｃ」に、「Ｅ」を「Ｄ」に改め、同条第２項中「Ｄ」を「Ｃ」に、

「Ｅ」を「Ｄ」に改め、同条第３項中「上位」の次に「又は下位」を加え、「Ａ及

びＢ」を「Ｓ及びＡ」に改め、同条第４項及び第９項中「Ａ又はＢ」を「Ｓ又は

Ａ」に改める。 

 別表第１初任給基準表ウ医療職給料表⑵初任給基準表管理栄養士の項を次のよう

に改める。 

管理栄養士 大学卒 ２級１号給 

短大３卒 １級１７号給 
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短大２卒 １級１１号給 

別表第１初任給基準表ウ医療職給料表⑵初任給基準表歯科衛生士の項を次のよう

に改める。 

歯科衛生士 大学卒 ２級１号給 

短大３卒 １級１７号給 

短大２卒 １級１１号給 

別表第５昇給号給数表中「Ａ」を「Ｓ」に、「Ｂ」を「Ａ」に、「Ｃ」を「Ｂ」

に、「Ｄ」を「Ｃ」に、「Ｅ」を「Ｄ」に改める。 

 別表第６休職期間等換算表中「（昭和３８年４月条例第１２号）」を削る。 

附 則 

この規則は、平成２９年４月１日から施行する。 
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 甲府市市税条例施行規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

  平成２９年３月３１日 

 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

 

甲府市規則第９号 

   甲府市市税条例施行規則の一部を改正する規則 

 甲府市市税条例施行規則（昭和２５年８月規則第１５号）の一部を次のように改

正する。 

第１条中「別表」を「別表第１」に改める。 

第１０条を第１２条とし、第９条の次に次の２条を加える。 

（固定資産に関する地籍図等の様式等） 

第１０条 条例第５４条に規定する地籍図等の様式及びその記載事項については、

総務大臣の定める標準様式によるものとする。 

（条例第６７条の２第１項第１号の規則で定める身体障害者等） 

第１１条 条例第６７条の２第１項第１号の規則で定める身体障害を有し歩行が困

難な者は、次の各号に掲げる軽自動車等の区分に応じ、それぞれ当該各号に定め

る者とする。 

⑴ 条例第６７条の２第１項第１号アに掲げる軽自動車等 次のいずれかに該当

する者 

ア 身体障害者福祉法（昭和２４年法律第２８３号）第１５条第４項の規定に

より交付された身体障害者手帳（以下「身体障害者手帳」という。）の交付

を受けている者のうち、別表第２の左欄に掲げる障害の区分に応じ、それぞ

れ同表の中欄に掲げる身体障害者福祉法施行規則（昭和２５年厚生省令第  

 １５号）別表第５号に定める障害の級別（以下この条及び別表第２から別表

第５までにおいて「障害の級別」という。）に該当する障害を有するもの 

イ 戦傷病者特別援護法（昭和３８年法律第１６８号）第４条の規定により交

付された戦傷病者手帳（以下「戦傷病者手帳」という。）の交付を受けてい

る者のうち、別表第２の左欄に掲げる障害の区分に応じ、それぞれ同表の右
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欄に掲げる恩給法（大正１２年法律第４８号）別表第１号表ノ２又は第１号

表ノ３に定める重度障害の程度又は障害の程度（別表第２において「重度障

害の程度又は障害の程度」という。）に該当する障害を有するもの 

⑵ 条例第６７条の２第１項第１号イ若しくはウ又は同項第２号に掲げる軽自動

車等 次のいずれかに該当する者 

ア 身体障害者手帳の交付を受けている者のうち、別表第３の左欄に掲げる障

害の区分に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる障害の級別に該当する障害を

有するもの 

イ 戦傷病者手帳の交付を受けている者のうち、別表第３の左欄に掲げる障害

の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる恩給法別表第１号表ノ２に定め

る重度障害の程度（次項及び別表第３から別表第５までにおいて「重度障害

の程度」という。）に該当する障害を有するもの 

２ 条例第６７条の２第１項第１号の規則で定める身体障害を有し日常生活を営む

のに著しい支障がある者は、次の各号に掲げる軽自動車等の区分に応じ、それぞ

れ当該各号に定める者とする。 

⑴ 条例第６７条の２第１項第１号アに掲げる軽自動車等 次のいずれかに該当

する者 

ア 身体障害者手帳の交付を受けている者のうち、別表第４の左欄に掲げる障

害の区分に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる障害の級別に該当する障害を

有するもの 

イ 戦傷病者手帳の交付を受けている者のうち、別表第４の左欄に掲げる障害

の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる重度障害の程度に該当する障害

を有するもの 

⑵ 条例第６７条の２第１項第１号イ若しくはウ又は同項第２号に掲げる軽自動

車等 次のいずれかに該当する者 

ア 身体障害者手帳の交付を受けている者のうち、別表第５の左欄に掲げる障

害の区分に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる障害の級別に該当する障害を

有するもの 

イ 戦傷病者手帳の交付を受けている者のうち、別表第５の左欄に掲げる障害

の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる重度障害の程度に該当する障害

を有するもの 
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３ 条例第６７条の２第１項第１号の規則で定める重度の知的障害又は精神障害を

有し日常生活を営むのに著しい支障がある者は、次の各号のいずれかに該当する

者とする。 

⑴ 厚生労働大臣が定めるところにより療育手帳の交付を受けている者のうち、

山梨県療育手帳交付規則（平成１５年山梨県規則第２９号）第５条第２項に定

める重度知的障害者 

⑵ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律（昭和２５年法律第１２３号）第

４５条の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者のうち、精

神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令（昭和２５年政令第１５５号）

第６条第３項に定める１級の障害を有するものであって、障害者の日常生活及

び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年法律第１２３号）第  

５４条第３項に規定する自立支援医療受給者証（障害者の日常生活及び社会生

活を総合的に支援するための法律施行令（平成１８年政令第１０号）第１条の

２第３号に規定する精神通院医療に係るものに限る。）の交付を受けているも

の 

別表２の項中「第４３７条」の次に「、法第４８５条の６」を加え、同表２５の

項中「第１１条」を「第２１条、条例第４５条の４、条例第９０条の２及び条例第

１５４条の３」に改め、同項の次に次の２項を加える。 

２５の２ 納税管理人承認申請書 法第３００条、法第３５５条、法

第５２７条、法第５９０条及び法

第７０２条の５ 

条例第２１条、条例第４５条の 

４、条例第９０条の２及び条例第

１５４条の３ 

２５の３ 納税管理人不設定認定申請書 法第３００条、法第３５５条、法

第５２７条、法第５９０条及び法

第７０２条の５ 

条例第２１条、条例第４５条の 

４、条例第９０条の２及び条例第

１５４条の３ 

別表３１の２の項中「第４８条の９の１０」を「第４８条の９の１１」に改め、
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同表３９の項及び４０の項中「第６７条の２」を「第６７条の３」に改め、同表  

４６の項中「第５３６条第４項及び法第５３７条第４項」を「第５３６条第６項及

び法第５３７条第５項」に改め、同表４８の項中「第７０１条の１２第４項及び法

第７０１条の１３第４項」を「第７０１条の１２第６項及び法第７０１条の１３第

５項」に改め、同表６４の項中「第１６０条の２第２項」を「第１６０条の３第２

項」に改め、同表６５の項中「第１６０条の２第３項」を「第１６０条の３第３  

項」に改め、同表を別表第１とし、同表の次に次の４表を加える。 

別表第２（第１１条関係） 

障害の区分 障害の級別 重度障害の程度又は障害の程度 

下肢不自由 １級から６級までの各級 特別項症から第６項症までの各項症

及び第１款症から第３款症までの各

款症 

体幹不自由 １級から３級までの各級

及び５級 

特別項症から第６項症までの各項症

及び第１款症から第３款症までの各

款症 

乳幼児期以前

の非進行性脳

病変による運

動 機 能 障 害 

（上肢機能を

除く。） 

１級から６級までの各級  

別表第３（第１１条関係） 

障害の区分 障害の級別 重度障害の程度 

下肢不自由 １級から３級までの各級 特別項症から第３項症までの各項症 

体幹不自由 １級から３級までの各級 特別項症から第４項症までの各項症 

乳幼児期以前

の非進行性脳

病変による運

動 機 能 障 害 

（上肢機能を

除く。） 

１級から３級までの各級  
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別表第４（第１１条関係） 

障害の区分 障害の級別 重度障害の程度 

視覚障害 １級から４級までの各級 特別項症から第４項症までの各項症 

聴覚障害 ２級及び３級 特別項症から第４項症までの各項症 

平衡機能障害 ３級 特別項症から第４項症までの各項症 

音声機能障害 ３級（喉頭摘出による音

声機能障害がある場合に

限る。） 

特別項症から第２項症までの各項症

（喉頭摘出による音声機能障害があ

る場合に限る。） 

上肢不自由 １級及び２級 特別項症から第３項症までの各項症 

乳幼児期以前

の非進行性脳

病変による運

動 機 能 障 害 

（上肢機能に

限る。） 

１級及び２級  

心臓機能障害 １級及び３級 特別項症から第３項症までの各項症 

腎臓機能障害 １級及び３級 特別項症から第３項症までの各項症 

呼吸器機能障

害 

１級及び３級 特別項症から第３項症までの各項症 

ぼうこう又は

直腸の機能障

害 

１級及び３級 特別項症から第３項症までの各項症 

小腸機能障害 １級及び３級 特別項症から第３項症までの各項症 

ヒト免疫不全

ウイルスによ

る免疫機能障

害 

１級から３級までの各級  

肝臓機能障害 １級から３級までの各級 特別項症から第３項症までの各項症 

別表第５（第１１条関係） 

障害の区分 障害の級別 重度障害の程度 
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視覚障害 １級から４級までの各級 特別項症から第４項症までの各項症 

聴覚障害 ２級及び３級 特別項症から第４項症までの各項症 

平衡機能障害 ３級 特別項症から第４項症までの各項症 

上肢不自由 １級及び２級 特別項症から第３項症までの各項症 

乳幼児期以前

の非進行性脳

病変による運

動 機 能 障 害 

（上肢機能に

限る。） 

１級及び２級  

心臓機能障害 １級及び３級 特別項症から第３項症までの各項症 

腎臓機能障害 １級及び３級 特別項症から第３項症までの各項症 

呼吸器機能障

害 

１級及び３級 特別項症から第３項症までの各項症 

ぼうこう又は

直腸の機能障

害 

１級及び３級 特別項症から第３項症までの各項症 

小腸機能障害 １級及び３級 特別項症から第３項症までの各項症 

ヒト免疫不全

ウイルスによ

る免疫機能障

害 

１級から３級までの各級  

肝臓機能障害 １級から３級までの各級 特別項症から第３項症までの各項症 

第２５号様式の次に次の２様式を加える。 
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納税管理人承認申請書 

年  月  日  

(あて先) 

 甲府市長 

納税義務者 

住所又は所在地 
  

氏 名 又 は 名 称 印  

個 人 番 号 又 は

法 人 番 号 

        

                        

 次のとおり申請します。 

1 申 告 区 分 □設定   □変更   □廃止 

2 税 目            税 

3 納税通知書番号 
  

4 納 税 管 理 人 

新 

住所 
  

氏名 
  

旧 

住所 
  

氏名 
  

 上記のとおり承諾しました。 

        年  月  日 

新納税管理人 氏名            印   

 

第２５号様式の２ 
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納税管理人不設定認定申請書 

年  月  日  

(あて先) 

 甲府市長 

納税義務者 

住所又は所在地 
  

氏 名 又 は 名 称 印  

個 人 番 号 又 は

法 人 番 号 

        

                        

 

 次のとおり納税管理人を定めることを要しないことについて認定を受けたいので申請

します。 

税      目            税 

税の徴収の確保に

支障がない理由 
 

備      考  

 

第２５号様式の３ 
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第３９号様式（その１）中「第６７条第２項」の次に「・第６７条の３第２項」

を加える。 

第３９号様式（その２）中「第６７条の２第 項」を「第６７条の３第１項」に

改める。 

第４０号様式中「第６７条の２第４項」を「第６７条の３第３項」に改める。 

第４９号様式中「の７日前」を削る。 

第６４号様式中「第１６０条の２第２項」を「第１６０条の３第２項」に改め  

る。 

第６５号様式中「第１６０条の２第３項」を「第１６０条の３第３項」に改め  

る。 

附 則 

この規則は、平成２９年４月１日から施行する。 
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 甲府市消防団の組織等に関する規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

  平成２９年３月３１日 

 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

 

甲府市規則第１０号 

   甲府市消防団の組織等に関する規則の一部を改正する規則 

 甲府市消防団の組織等に関する規則（昭和４１年１０月規則第４５号）の一部を

次のように改正する。 

 別表第１を次のように改める。 

別表第１（第２条関係）  

名称＼区分 団 長  副 団

長  

分 団

長  

副 分

団 長  

部 長  班 長  団 員  計  

本部 1  5       6  

富士川分団   1  2  5  5  12  25 

琢美分団   1  2  4  4  9  20 

相生分団   1  2  4  4  9  20 

新紺屋分団   1  2  4  4  12  23 

穴切分団   1  2  5  5  12  25 

湯田分団   1  2  5  5  12  25 

春日分団   1  2  4  4  12  23 

伊勢分団   1  2  6  6  15  30 

朝日分団   1  2  6  6  15  30 

里垣分団   1  2  9  9  24  45 

相川分団   1  2  20  20  57  /100  

国母分団   1  2  10  10  27  50 

貢川分団   1  2  7  7  19  36 
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千塚分団   1  2  8  8  21  40 

池田分団   1  2  8  8  21  40 

山城分団   1  2  20  20  57  /100  

玉諸分団   1  2  14  14  39  70 

甲運分団   1  2  12  12  35  62 

千代田分団   1  2  12  12  33  60 

能泉分団   1  2  4  4  9  20 

宮本分団   1  2  5  5  12  25 

大里分団   1  2  17  17  49  86 

東分団   1  2  7  7  18  35 

北新分団   1  2  7  7  18  35 

羽黒分団   1  2  9  9  24  45 

右左口分団   1  2  10  10  30  53 

滝川分団   1  2  7  7  21  38 

下向山分団   1  2  7  7  18  35 

白井分団   1  2  5  5  12  25 

上曽根分団   1  2  10  10  27  50 

下曽根分団   1  2  7  7  19  36 

上九一色分団   1  2  4  4  9  20 

計 1  5  32  64  262  262  707  /1,333  

   附 則 

この規則は、平成２９年４月１日から施行する。 
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 甲府市消防団員等公務災害補償条例第９条の２第１項の規則で定める金額を定め 

る規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

  平成２９年３月３１日 

 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

 

甲府市規則第１１号 

   甲府市消防団員等公務災害補償条例第９条の２第１項の規則で定める金額を 

   定める規則の一部を改正する規則 

 甲府市消防団員等公務災害補償条例第９条の２第１項の規則で定める金額を定め 

る規則（平成 1 ８年１２月規則第８４号）の一部を次のように改正する。 

 本則の表常時介護を要する状態の項中「１０万４，９５０円」を「１０万  

５，１３０円」に、「５万７，０３０円」を「５万７，１１０円」に改め、同表随

時介護を要する状態の項中「５万２，４８０円」を「５万２，５７０円」に、 

「２万８，５２０円」を「２万８，５６０円」に改める。 

   附 則 

１ この規則は、平成２９年４月１日から施行する。 

２ この規則による改正後の甲府市消防団員等公務災害補償条例第９条の２第１項 

の規則で定める金額を定める規則の規定は、平成２９年４月１日以後の期間に係

る介護補償の額について適用し、同日前の期間に係る介護補償の額については、

なお従前の例による。 
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甲府市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額に関する条例

施行規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

  平成２９年３月３１日 

 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

 

甲府市規則第１２号 

   甲府市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額に関する 

条例施行規則の一部を改正する規則 

第１条 甲府市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額に関す 

る条例施行規則（平成２７年３月規則第７号）の一部を次のように改正する。 

別表の１の表第３階層の項、第４階層の項及び第５階層の項中「市町村民税」

の次に「の所得割の額」を加える。 

別表の備考第４項から第７項までを次のように改める。 

４ この表において、「均等割の額」とは、地方税法（昭和２５年法律第  

２２６号）第２９２条第１項第１号に規定する均等割の額をいい、「所得

割の額」とは、同項第２号に規定する所得割（この所得割を計算する場合

には、同法第３１４条の７及び第３１４条の８並びに同法附則第５条第３

項、第５条の４第６項及び第５条の４の２第６項の規定は適用しないもの

とする。）の額をいう。また、地方税法第３２３条に規定する市町村民税

の減免があった場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控

除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。 

５ 別表の２の表Ｃ１階層の項からＤ１０階層の項までの世帯であって、ひ

とり親世帯（児童扶養手当法（昭和３６年法律第２３８号）に定める児童

扶養手当を受給している世帯及びこれに準ずる父子世帯に限る。）、障が

い児又は障がい者のいる世帯及びその他の世帯に該当する世帯について

は、この表により算定した利用者負担額の直近下位の利用者負担額を適用

する。 
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６ 別表の１の表第２階層の項から第５階層の項までの世帯であって、同一

世帯において満３歳から小学校３年生までの範囲内にある子どもが複数あ

り、保育所、幼稚園、認定こども園、地域型保育、特別支援学校幼稚部若

しくは情緒障害児短期治療施設通所部に入所し、又は児童発達支援若しく

は医療型児童発達支援を利用している世帯については、当該範囲内にある

子どものうち最年長の子どもから順に２人目はこの表の利用者負担額の欄

に掲げる額の半額とし、３人目以降は無料とする。また、別表の２の表Ｂ

階層の項からＤ１０階層の項までの世帯であって、同一世帯において小学

校就学前の範囲内にある子どもが複数人同時に保育所、幼稚園、認定こど

も園、地域型保育、特別支援学校幼稚部若しくは情緒障害児短期治療施設

通所部に入所し、又は児童発達支援若しくは医療型児童発達支援を利用し

ている世帯については、当該範囲内にある子どものうち最年長の子どもか

ら順に２人目はこの表の利用者負担額の欄に掲げる額（前項の規定に該当

する場合は、当該規定の適用後の額）の半額とし、３人目以降は無料とす

る。 

７ 備考第２項のひとり親世帯等で、所得割の額が７７，１０１円未満の世

帯については、年齢にかかわらず最年長の子どもから順に１人目はこの表

の利用者負担額の欄に掲げる額（備考第５項の規定に該当する場合は、当

該規定の適用後の額）の半額とし、２人目以降は無料とする。 

  備考に次の１項を加える。 

８ 別表の１の表第２階層の項及び第３階層の項の世帯並びに別表の２の表

Ｂ階層の項からＤ２階層の項までの世帯で、所得割の額が５７，７００円

未満の世帯については、備考第６項の年齢制限は適用しない。 

第２条 甲府市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額に関す 

る条例施行規則の一部を次のように改正する。 

別表の１の表第３階層の項中「１２，９００円」を「１０，９００円」に、

「１３，８００円」を「１１，８００円」に改める。 

別表の備考第５項を次のように改める。 

５ 別表の２の表Ｃ１階層の項からＤ１０階層の項までの世帯であって、備

考第２項のひとり親世帯等については、この表により算定した利用者負担
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額の直近下位の利用者負担額を適用する。 

  別表の備考第６項中「情緒障害児短期治療施設通所部」を「児童心理治療施設 

通所部」に改める。 

別表の備考第７項及び第８項を次のように改める。 

７ 備考第２項のひとり親世帯等で、所得割の額が７７，１０１円未満の世

帯については、年齢にかかわらず最年長の子どもから順に１人目はこの表

の利用者負担額の欄に掲げる額（備考第５項の規定に該当する場合は、当

該規定の適用後の額）の半額又は別表の１の表第２階層の項若しくは別表

の２の表Ｂ階層の項のひとり親世帯等以外の世帯の区分に掲げる額のいず

れか低い額とし、２人目以降は無料とする。 

８ 別表の１の表第２階層の項及び第３階層の項の世帯並びに別表の２の表

Ｂ階層の項からＤ２階層の項までの世帯で、所得割の額が５７，７００円

未満の世帯については、備考第６項の年齢制限を適用せず、市町村民税非

課税世帯については、最年長の子どもから順に２人目以降は無料とする。 

   附 則 

１ この規則中第１条及び次項の規定は公布の日から、第２条の規定は平成２９年 

 ４月１日から施行する。 

２ 第１条の規定による改正後の甲府市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事 

業の利用者負担額に関する条例施行規則の規定は、平成２８年４月１日から適用

する。 
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 甲府市児童手当事務取扱規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

  平成２９年３月３１日 

  

  

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

  

  

甲府市規則第１３号 

   甲府市児童手当事務取扱規則の一部を改正する規則 

 甲府市児童手当事務取扱規則（平成２４年９月規則第２７号）の一部を次のよう

に改正する。 

 第１０条第１項中「第５６条第３項」を「第５６条第２項」に改め、「徴収する

費用」の次に「（同法第５１条第４号又は第５号に係るものに限る。）」を加え、

「同条第８項若しくは第９項」を「同条第７項若しくは第８項」に改める。 

   附 則 

 この規則は、平成２９年４月１日から施行する。 
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 甲府市介護保険条例施行規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

  平成２９年３月３１日 

 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

 

甲府市規則第１４号 

   甲府市介護保険条例施行規則の一部を改正する規則 

 甲府市介護保険条例施行規則（平成１２年３月規則第２１号）の一部を次のよう 

に改正する。 

 第１２号様式の４中「甲府市介護保険自己負担額証明書」を「甲府市介護保険

（保険給付）自己負担額証明書」に改める。 

附 則 

 この規則は、公布の日から施行する。 
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 甲府市斎場条例施行規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

  平成２９年３月３１日 

 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

 

甲府市規則第１５号 

   甲府市斎場条例施行規則の一部を改正する規則 

 甲府市斎場条例施行規則（昭和３４年４月規則第７号）の一部を次のように改正 

する。 

 第１号様式中「３，０００円」を「６，０００円」に、「１，８００円」を

「３，６００円」に、「１，４００円」を「２，７００円」に、「１，２００円」

を「２，４００円」に、「４０，０００円」を「５０，０００円」に、 

「２ ６ ，７ ０ ０円 」を 「 ３０ ， ００ ０円 」 に、 「 ２０ ，０ ０ ０円 」 を 

「２２，５００円」に、「８，０００円」を「２０，０００円」に改める。 

 第２号様式中「３，０００円」を「６，０００円」に、「１，８００円」を

「３，６００円」に、「１，４００円」を「２，７００円」に、「１，２００円」

を「２，４００円」に、「４０，０００円」を「５０，０００円」に、 

「２ ６ ，７ ０ ０円 」を 「 ３０ ， ００ ０円 」 に、 「 ２０ ，０ ０ ０円 」 を 

「２２，５００円」に、「８，０００円」を「２０，０００円」に改める。 

   附 則 

 この規則は、平成２９年４月１日から施行する。 
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 甲府市中小企業振興融資条例施行規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

  平成２９年３月３１日 

 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

 

甲府市規則第１６号 

   甲府市中小企業振興融資条例施行規則の一部を改正する規則 

 甲府市中小企業振興融資条例施行規則（昭和５５年３月規則第２１号）の一部を

次のように改正する。 

 第２条中第９号を第１０号とし、第５号から第８号までを１号ずつ繰り下げ、第

４号の次に次の１号を加える。 

 ⑸ 創業者 産業競争力強化法（平成２５年法律第９８号）第２条第２３項に規

定する創業者又は中小企業等経営強化法（平成１１年法律第１８号）第２条第

３項に規定する創業者若しくは同条第４項（第３号を除く。）に規定する新規

中小企業者をいう。 

第３条第２号を次のように改める。 

⑵ 創業支援資金 創業者に融資する運転資金又は設備資金とする。 

第５条第２号を次のように改める。 

⑵ 創業者にあっては、市内に住所又は主たる事業所を有し、市内において事業

を行う者 

別表第１中小企業従業員独立開業資金の項中「中小企業従業員独立開業資金」を 

「創業支援資金」に、「中小企業の従業員で事業開始しようとする者」を「創業 

者」に、「７００万円」を「１，０００万円」に改め、同表小規模企業者小口資金

の項中「７５０万円」を「１，２５０万円」に改める。 

第１号様式、第３号様式及び第５号様式中「中小企業従業員独立開業資金」を 

「創業支援資金」に改める。 

  附 則 

１ この規則は、平成２９年４月１日から施行する。 
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２ この規則による改正後の甲府市中小企業振興融資条例施行規則の規定は、この 

規則の施行の日以後の申込みに係る融資について適用し、同日前までの申込みに

係る融資については、なお従前の例による。 
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 甲府市地方卸売市場業務条例施行規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

  平成２９年３月３１日 

 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

 

甲府市規則第１７号 

   甲府市地方卸売市場業務条例施行規則の一部を改正する規則 

 甲府市地方卸売市場業務条例施行規則（平成２３年３月規則第３号）の一部を次

のように改正する。 

 第２８条第１項中「第２７条第１項第１号」を「第２７条第１項」に、「次に」

を「、次の各号に」に、「次の各号に掲げる業務の区分に応じ」を「、」に改め、 

同条第２項を削る。 

 第２９条第２項後段を次のように改める。 

この場合において、同項第１号キ中「条例第１４条第４項第２号、第３号及び

第５号」とあるのは「条例第２８条第２号及び第３号」と、第１２条第２項第２

号ク中「条例第１４条第４項第２号、第３号、第５号及び第６号（同項」とある

のは「条例第２８条第２号、第３号及び第５号（同条」と読み替えるものとす 

る。 

 第３０条第２項中「種類」を「内容」に改める。 

 第３２条の見出し中「第１種関連事業者」を「関連事業者」に改め、同条中「第

１種関連事業を営む者」を「関連事業者」に、「第２８条第１項第１号」を「第 

２８条第１号」に改める。 

 別表中「１，０００分の３」を「１，０００分の２．５」に、 

 

関連事業者店舗使用料 

 

金融施設 １平方メートルにつき ５００円 

福利厚生施設 １平方メートルにつき ４７０円 

関連商品売場 １平方メートルにつき ５６０円 

 

「 

を 
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指定駐車場料金 １区画につき １，０００円 

 

 

指定駐車場料金 市場内使用者 １区画につき １，０００円 

市場外使用者 １区画につき １，５００円 

 

改め、同表備考に次のように加える。 

 ４ 指定駐車場料金に係る市場内使用者とは、指定駐車場を使用する卸売会社、

仲卸会社、売買参加者組合及び仲卸組合に勤務する者その他開設者が特に認め

る者とし、市場外使用者とは、それ以外の指定駐車場を使用する者とする。 

第２０号様式中「第  種関連事業業務」を「関連事業業務」に改める。 

   

         １ 業務の種類  第  種関連事業   １ 業務の内容 

第２１号様式中 ２ 業務の内容           を ２ その他 

         ３ その他 

 

に改める。 

 第２２号様式（その１）及び第２２号様式（その２）中「甲府市地方卸売市場第 

１種関連事業者」を「甲府市地方卸売市場関連事業者」に改める。 

附 則 

１ この規則は、平成２９年４月１日から施行する。 

２ 改正後の別表の規定は、この規則の施行の日以後の使用に係る使用料について 

適用する。 

 

 

 

 

 

 

 

「 

に 

」 

」 

」 

「 「 

」 
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 甲府市景観条例施行規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

  平成２９年３月３１日 

 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

 

甲府市規則第１８号 

甲府市景観条例施行規則の一部を改正する規則 

甲府市景観条例施行規則（平成２１年３月規則第２号）の一部を次のように改正

する。 

 第８条第２号中「）及び」を「）、」に、「）を」を「）及び山梨英和大学周辺

地区景観計画の対象区域（以下「山梨英和大学周辺地区」という。）を」に改め、

同条第３号中「及び」を「、」に改め、「山梨学院大学周辺地区」の次に「及び山

梨英和大学周辺地区」を加え、同条第４号中「又は甲府駅北口周辺地区」を「、甲

府駅北口周辺地区」に改め、「除く。）」の次に「又は山梨英和大学周辺地区」を

加え、同条第６号中「及び甲府駅北口周辺地区」を「、甲府駅北口周辺地区及び山

梨英和大学周辺地区」に改め、同条第７号中「又は甲府駅北口周辺地区」を「、甲

府駅北口周辺地区又は山梨英和大学周辺地区」に改め、同条第１０号中「山梨学院

大学周辺地区及び」を「中道地区、武田神社及び山梨大学周辺地区、山梨学院大学

周辺地区、」に、「における」を「及び山梨英和大学周辺地区における」に改め、

同条第１１号中「山梨学院大学周辺地区又は」を「中道地区、武田神社及び山梨大

学周辺地区、山梨学院大学周辺地区、」に、「における」を「又は山梨英和大学周

辺地区における」に改める。 

附 則 

 この規則は、平成２９年６月１日から施行する。 
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 甲府市市営住宅条例施行規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

  平成２９年３月３１日 

 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

 

甲府市規則第１９号 

   甲府市市営住宅条例施行規則の一部を改正する規則 

 甲府市市営住宅条例施行規則（平成９年１０月規則第３５号）の一部を次のよう

に改正する。 

      「 

氏  名 

１ 

２ 

３ 

４ 

５ 

                 」 

       「          「 

氏  名 

 

 

を 

｢ 

 氏  名 

   個人番号 

１ 
 

 

２ 
 

 

３ 
 

 

４ 
 

 

５ 
 

 

        ｣  

氏  名 

個人番号  

 

  

 

 

 

 

 

第１号様式中 

第１０号様式中 を に改める。  

 

に改める。 
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                 」            」 

                                

        「 

承継しようとする者の氏名  

                                」 

「 

承継しようとする者の氏名  

個人番号  

                        」 

        「          「 

生年月日 

 

 

 

 

 

 

                 」 

        「          「 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

を 

を  

生年月日 個人番号 

  

  

  

  

  

  

          」 

氏  名 

個人番号 

 

 

 

 

 

 

 

第１２号様式中 

第１３号様式中 

第１６号様式中 を に改める。 

に改める。 

に改める。 

氏 名 
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                」           」 

  附 則 

 この規則は、平成２９年４月１日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

- 119 -



 

甲府市上九一色定住促進住宅条例施行規則の一部を改正する規則をここに公布す

る。 

  平成２９年３月３１日 

 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

 

甲府市規則第２０号 

甲府市上九一色定住促進住宅条例施行規則の一部を改正する規則 

甲府市上九一色定住促進住宅条例施行規則（平成１８年２月規則第１４号）の一

部を次のように改正する。 

      「 

氏  名 

１ 

２ 

３ 

４ 

５ 

                 」            」 

      「           「 

氏  名 

 

を 

｢ 

 氏  名 

  個人番号 

１ 
 

 

２ 
 

 

３ 
 

 

４ 
 

 

５ 
 

 

         

氏  名 

個人番号 

 

 

 

第１号様式中 

第６号様式中 を  に改める。 

 

に改める。 
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                 」            」 

 

承継しようとする者の氏名         印 

                                                        

「 

承継しようとする者の氏名  

個人番号  

                        」 

                          

       「          「 

                  

 

 

 

 

 

 

                 

 

 

 

               

  附 則 

 この規則は、平成２９年４月１日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

を  

氏  名 

個人番号 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第７号様式中 

第８号様式中 を  に改める。 

に改める。 

氏 名 

 

 

 

 

 

           

「  

｣  

」  」  
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 甲府市廃棄物の減量化、資源化及び適正処理等に関する条例施行規則の一部を改

正する規則をここに公布する。 

  平成２９年３月３１日 

 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

 

甲府市規則第２１号 

   甲府市廃棄物の減量化、資源化及び適正処理等に関する条例施行規則の一部

を改正する規則 

 甲府市廃棄物の減量化、資源化及び適正処理等に関する条例施行規則（平成５年

１２月規則第５１号）の一部を次のように改正する。 

 第９条から第１３条までを削る。 

 第１４条中「第２５条第１項」を「第２３条第１項」に改め、同条を第９条とす

る。 

 第１５条中「第２７条」を「第２５条」に改め、同条を第１０条とする。 

 第１６条中「第２７条」を「第２５条」に改め、同条を第１１条とする。 

 第１７条を削る。 

 第１８条第１項中「第３１条第１項」を「第２９条第１項」に改め、同条第２項

中「処理手数料のうち特に市長が認めたものは、毎月初日から当該月の末日までの

処理手数料を翌月末日までに、同表第５項に定める」を削り、同条を第１２条とす

る。 

 第１９条中「第３１条第２項」を「第２９条第２項」に改め、同条を第１３条と

する。 

 第２０条を削る。 

 第２１条中「第３３条」を「第３０条」に改め、同条を第１４条とする。 

 第２２条中「第３４条」を「第３１条」に改め、同条を第１５条とする。 

 第２３条中「第３５条第２項」を「第３２条第２項」に改め、同条を第１６条と

する。 
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 第２４条を第１７条とし、第２５条から第３７条までを７条ずつ繰り上げる。 

 第５号様式の２中「第３７条」を「第３４条」に改める。 

第６号様式から第８号様式までを次のように改める。 

第６号様式から第８号様式まで 削除 

第９号様式中「第１６条関係」を「第１１条関係」に、「第１６条第１項」を 

「第１１条」に改める。 

 第１０号様式及び第１１号様式を次のように改める。 

第１０号様式及び第１１号様式 削除 

 第１２号様式中「第１９条」を「第１３条」に改める。 

 第１３号様式及び第１４号様式中「第２２条」を「第１５条」に、「第３４条」

を「第３１条」に改める。 

 第１５号様式中「第２２条」を「第１５条」に改める。 

 第１６号様式中「第２３条」を「第１６条」に、「第３５条」を「第３２条」に

改める。 

 第１７号様式、第１８号様式及び第１９号様式中「第２４条」を「第１７条」に

改める。 

 第２０号様式、第２１号様式及び第２２号様式中「第２５条」を「第１８条」に

改める。 

 第２３号様式中「第２８条」を「第２１条」に改める。 

 第２４号様式中「第２９条」を「第２２条」に改める。 

 第２５号様式及び第２６号様式中「第３０条」を「第２３条」に改める。 

 第２７号様式中「第３２条」を「第２５条」に改める。 

 第２８号様式及び第２９号様式中「第３４条」を「第２７条」に改める。 

   附 則 

 この規則は、平成２９年４月１日から施行する。 
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□ 再生品頒布室       □ なでしこ工房 

□ リサイクルセミナー室   □ 環境セミナー室 

□ 体育館 

 甲府市リサイクルプラザ条例施行規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

  平成２９年３月３１日 

 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

 

甲府市規則第２２号 

   甲府市リサイクルプラザ条例施行規則の一部を改正する規則 

 甲府市リサイクルプラザ条例施行規則（平成９年３月規則第１８号）の一部を次

のように改正する。 

 第３条中「施設」の次に「（プール、浴室及びトレーニング室を除く。）」を加

える。 

 第４条第１項中「指定管理者は、」の次に「前条の規定により申請のあった」を

加え、同条第２項中「条例第１０条の規定により利用料金を納入した者（体育館を

利用する者を除く。）」を「指定管理者は、プール、浴室又はトレーニング室を利

用する者が条例第１０条に規定する利用料金の納入をしたとき」に改め、「第３条

に定める申請があったものとみなし」及び「施設の」を削る。 

 第６条第１項第１号から第４号までの規定中「（合併前の石和町の区域に限

る。）」を削り、同項第５号中「市内」の次に「及び笛吹市内」を加え、同条第２

項中「前項」を「前２項」に改め、同項を同条第３項とし、同条第１項の次に次の

１項を加える。 

２ 前項に定めるもののほか、当該利用者が環境教育その他環境の保全を目的とし 

た取組を行うために再生品頒布室、リサイクルセミナー室又は環境セミナー室を

利用する場合は、利用料金を免除することができる。 

 第１号様式及び第２号様式中 

 

                             

 

 

を 

」 

「 
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□ 体育館（再生品頒布室）      □ なでしこ工房 

□ 和室１（リサイクルセミナー室）   

□ 和室２（リサイクルセミナー室） 

□ 会議室（環境セミナー室） 

   □ プール        □ 浴室 

   □ トレーニング室    □ 体育館 

□ プール   □ 浴室   □ トレーニング室 

 □ 体育館（再生品頒布室） 

□ 和室１（リサイクルセミナー室）   

□ 和室２（リサイクルセミナー室） 

□ 会議室（環境セミナー室） 

 

   

 

 

 

 第３号様式（その２）を削り、第３号様式（その３）を第３号様式（その２）と

する。 

 第４号様式中 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附 則 

この規則は、平成２９年４月１日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「 

」 

に改める。 

」 

を 

「 

「 

」 

に改める。 

- 125 -



 

規程  

 

甲府市規程第１号 

 甲府市消防団員分限懲戒審査委員会規程を次のように定める。 

  平成２９年３月１日 

 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

 

   甲府市消防団員分限懲戒審査委員会規程 

（趣旨） 

第１条 この規程は、甲府市消防団員の分限及び懲戒の手続等に関する規則（平成 

２９年３月規則第１号）第５条第３項の規定に基づき、甲府市消防団員分限懲戒

審査委員会（以下「委員会」という。）の組織及び運営に関し必要な事項を定め

るものとする。 

（組織） 

第２条 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。 

２ 委員長は、副団長のうちから消防団長が指名する。 

３ 委員は、前項の規定により指名された副団長以外の副団長及び消防本部人事課 

長をもって充てる。 

（委員長） 

第３条 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。 

２ 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代 

 理する。 

（会議） 

第４条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。 

２ 委員会は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。 

３ 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決す 

るところによる。 

（除斥） 

第５条 委員長及び委員は、自己又は自己の親族に関する事件については、審査す 
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ることができない。 

（関係者の出席等） 

第６条 委員長は、必要があると認めるときは、関係団員の出席を求め、説明又は 

意見を聴くことができる。 

（答申） 

第７条 委員長は、審査が終了したときは、その結果を消防団長に答申しなければ 

ならない。 

（庶務） 

第８条 委員会の庶務は、消防本部人事課において行う。 

附 則 

この規程は、公布の日から施行する。 
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甲府市規程第２号 

 甲府市事案決定規程等の一部を改正する規程を次のように定める。 

  平成２９年３月３１日 

 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

 

   甲府市事案決定規程等の一部を改正する規程 

 （甲府市事案決定規程の一部改正） 

第１条 甲府市事案決定規程（昭和４８年４月規程第１号）の一部を次のように改 

 正する。 

  第２条中第４号を削り、第５号を第４号とする。 

  第８条第１項の表中「、課長及び参事」を「及び課長」に改め、「、参事」を 

削り、「係る参事及び」を「係る」に改め、同条第２項中「、課長又は参事」を

「又は課長」に改め、「、参事」を削る。 

  別表第１の２組織・人事及び研修に関する事項の表第８号、第２０号、第２６ 

号及び第２８号中「及び参事」を削る。 

  別表第２市長直轄組織、危機管理室、防災の表中「    防災   」を 

「  防災企画  」に改め、同表第１項に次の２号を加える。            

⑾  防 災 訓 練 に 関 す

る こ と 。  

   重 要  軽 易    

⑿  事 業 所 等 の 地 震

防 災 応 急 計 画 に 関

す る こ と 。  

  ○      

別表第２市長直轄組織、危機管理室、防災の表中第２項を削り、第３項を第２

項とし、第４項を削り、同表の次に次のように加える。 

  防 災 指 導    

    項 目          決 定 区 分  備 考  

副 市 長  部 長 等   室 長   課 長  

１  自 主 防 災 組 織 の 指

導 、 育 成 等 に 関 す る  
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 事 項       

⑴  自 主 防 災 組 織 の

指 導 、 育 成 に 関 す

る こ と 。  

      ○     

⑵  非 常 備 消 防 に 関

す る こ と 。  

   ○       

⑶  消 防 水 利 施 設 に

関 す る こ と 。  

   ○       

２  火 薬 類 に 関 す る 事

項  

        

⑴  火 薬 類 の 譲 渡 、

譲 受 の 許 可 に 関 す

る こ と 。  

      ○     

 

⑵  火 薬 類 の 消 費 の  

許 可 に 関 す る こ 

と 。  

    ○    

 別表第２総務部、人事管理室、人事の表第２項第３号中「及び参事」を削る。 

別表第２総務部、契約管財室、指導検査の表の次に次のように加える。 

  財 産 活 用    

    項 目          決 定 区 分  備 考  

副 市 長  部 長 等   室 長   課 長  

１  公 共 施 設 等 マ ネ ジ

メ ン ト の 推 進 に 関 す

る 事 項  

          

⑴  公 共 施 設 等 マ ネ

ジ メ ン ト の 推 進 に

関 す る こ と 。  

   重 要  一 般 的   軽 易    

２  公 有 財 産 の 管 理 に

関 す る 事 項  

        

⑴  公 有 財 産 の 境 界  

確 認 に 関 す る こ 

と 。  

      ○   普 通 財
産 の 取
得 、 処
分 、 交
換 、 貸
付 け 及
び 借 受
け 等 に
つ い て
は 、 別
表 第 １
の ３ の
⑷ の 表

⑵  公 有 財 産 の 所 管

換 え の 決 定 に 関 す

る こ と 。  

  ○     

⑶  普 通 財 産 の 建 物

又 は 工 作 物 の 取 り

こ わ し の 決 定 に 関

  ○     
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す る こ と 。  に 準 ず
る 。  

⑷  公 有 財 産 の 実 態  

調 査 に 関 す る こ 

と 。  

    ○    

⑸  公 有 財 産 台 帳 の  

管 理 に 関 す る こ 

と 。  

    ○    

⑹  財 産 価 格 審 議 会

の 庶 務 に 関 す る こ

と 。  

    ○    

⑺  公 有 財 産 の 登 記

に 関 す る こ と 。  

    ○    

⑻  市 の 境 界 に 関 す

る 調 査 事 務 の 処 理

に 関 す る こ と 。  

    ○    

⑼  町 界 及 び 町 名 に

関 す る こ と 。  

    ○    

⑽  公 有 地 の 利 活 用

に 関 す る こ と 。  

  ○      

別表第２総務部、契約管財室、管財の表第１項を削り、同表中第２項を第１項

とし、第３項から第５項までを１項ずつ繰り上げる。 

別表第２企画部、企画総室、開府５００年事業計画の表を削る。 

別表第２企画部、企画財政室、資産活用の表を削る。 

別表第２企画部、リニア交通室の表の次に次のように加える。 

  記念事業室 

開 府 ５ ０ ０ 年 企 画    

    項 目          決 定 区 分  備 考  

副 市 長  部 長 等   室 長   課 長  

１  記 念 事 業 の 企 画 等

に 関 す る 事 項  

          

⑴  記 念 事 業 の 企 画

及 び 調 整 に 関 す る

こ と 。  

   重 要  一 般 的   軽 易    

 

開 府 ５ ０ ０ 年 事 業    

    項 目          決 定 区 分  備 考  

副 市 長  部 長 等   室 長   課 長  
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１  記 念 事 業 の 実 行 委

員 会 等 に 関 す る 事 項  

          

⑴  記 念 事 業 の 実 行

委 員 会 の 運 営 及 び

記 念 事 業 の 推 進 に

関 す る こ と 。  

   重 要  一 般 的   軽 易    

別表第２福祉保健部、福祉保健総室、総務の表第７項を削り、同表の次に次の

ように加える。 

保 健 所 設 置    

    項 目          決 定 区 分  備 考  

副 市 長  部 長 等   室 長   課 長  

１  保 健 所 設 置 に 関 す

る 事 項  

          

⑴  保 健 所 設 置 に 関

す る こ と 。  

   重 要  一 般 的   軽 易    

別表第２福祉保健部、長寿支援室、高齢者福祉の表第２項第４号を削り、同表

中第６項から第９項までを削り、同表の次に次のように加える。 

地 域 包 括 支 援    

    項 目          決 定 区 分  備 考  

副 市 長  部 長 等   室 長   課 長  

１  高 齢 者 保 健 福 祉 計

画 に 関 す る 事 項  

          

⑴  高 齢 者 保 健 福 祉

計 画 の 推 進 に 関 す

る こ と 。  

    ○      

２  地 域 支 援 事 業 に 関

す る 事 項  

     

⑴  地 域 支 援 事 業 に

関 す る こ と 。  

    ○    

３  成 年 後 見 制 度 に 関

す る 事 項  

     

⑴  成 年 後 見 制 度 に

関 す る こ と 。  

    ○    

４  地 域 包 括 支 援 セ ン

タ ー 運 営 協 議 会 に 関

す る 事 項  

 

     

⑴  地 域 包 括 支 援 セ    重 要  一 般 的   軽 易   
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ン タ ー 運 営 協 議 会

の 運 営 に 関 す る こ

と 。  

     

別表第２福祉保健部、長寿支援室、介護保険の表に次の１項を加える。 

９  福 祉 総 合 相 談 に 関

す る 事 項  

     

 ⑴  福 祉 総 合 相 談 窓

口 に 関 す る こ と 。  

    ○    

 ⑵  サ ー ビ ス の 総 合  

調 整 に 関 す る こ 

と 。  

    ○    

 ⑶  介 護 支 援 情 報 の  

提 供 に 関 す る こ 

と 。  

    ○    

別表第２子ども未来部、子ども未来総室、総務の表第３項を削る。 

別表第２子ども未来部、子ども未来総室、子ども支援の表中第８項を第９項と

し、第４項から第７項までを１項ずつ繰り下げ、第３項の次に次の１項を加え 

る。  

４  次 世 代 育 成 支 援 行

動 計 画 に 関 す る 事 項  

     

 ⑴  次 世 代 育 成 支 援

行 動 計 画 に 関 す る

こ と 。  

   ○     

別表第２子ども未来部、子ども未来総室、母子保健の表第２項中「母子保健事

業」を「事業」に改め、同項に次の１号を加える。 

⑹ 子育て世代包括支援センターに関すること。 

別表第２環境部、環境総室、総務の表第１項を削り、同表中第２項を第１項と

し、第３項を第２項とし、第４項を第３項とする。 

別表第２環境部、廃棄物対策室、処理の表中第４項を第５項とし、第３項を第

４項とし、第２項を第３項とし、第１項第１号中「廃棄物」を「一般廃棄物（し

尿及び汚泥）」に改め、同項第２号中「及び産業廃棄物」を「（し尿及び汚 

泥）」に改め、同項中第３号を削り、第４号を第３号とし、同項を同表第２項と  

し、同項の前に次の１項を加える。 
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１  一 般 廃 棄 物 処 理 基

本 計 画 等 に 関 す る 事

項  

     

 ⑴  一 般 廃 棄 物 処 理

基 本 計 画 及 び 広 域

化 計 画 に 関 す る こ

と 。  

   ○     

別表第２建設部、建設総室の表に次のように加える。 

空 き 家 対 策    

    項 目          決 定 区 分  備 考  

副 市 長  部 長 等   室 長   課 長  

１  空 家 等 対 策 に 関 す

る 事 項  

          

⑴  空 家 等 対 策 の 推

進 に 関 す る 特 別 措

置 法 （ 平 成 ２ ６ 年

法 律 第 １ ２ ７ 号 ）

に 関 す る こ と 。  

   重 要  一 般 的   軽 易    

⑵  そ の 他 空 家 等 対

策 に 関 す る こ と 。  

  重 要  一 般 的   軽 易   

別表第２建設部、まち開発室、都市計画の表第７項中「及び寿宝地区土地区画

整理事業」を削る。 

別表第２建設部、まち開発室、区画整理の表中第３項を削り、第４項を第３項

とする。 

別表第２市立甲府病院、医療安全管理部の表を削る。 

別表第２市立甲府病院の表に次のように加える。 

医 療 安 全 管 理 部    

    項 目          決 定 区 分  備 考  

副 市 長  院 長  部 長 等  室 長  課 長  

１  医 療 安 全 管 理 に 関

す る 事 項  

      

⑴  医 療 安 全 対 策 に

関 す る こ と 。  

 重 要    軽 易   

⑵  所 管 委 員 会 の 運

営 に 関 す る こ と 。  

 重 要    軽 易   

２  感 染 管 理 に 関 す る

事 項  
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⑴  感 染 防 止 対 策 に

関 す る こ と 。  

 重 要    軽 易   

⑵  所 管 委 員 会 の 運

営 に 関 す る こ と 。  

 重 要    軽 易   

 

経 営 改 善 対 策 部    

    項 目          決 定 区 分  備 考  

副 市 長  院 長  部 長 等  室 長  課 長  

１  経 営 改 善 に 関 す る

事 項  

      

⑴  経 営 改 善 に 関 す

る こ と 。  

 重 要   一 般 的  軽 易   

⑵  院 内 調 整 に 関 す

る こ と 。  

 重 要   一 般 的  軽 易   

２  診 療 報 酬 の 算 定 基

準 に 関 す る 事 項  

      

⑴  診 療 報 酬 の 算 定  

基 準 に 関 す る こ 

と 。  

 重 要   一 般 的  軽 易   

別表第２病院事務総室、総務の表第１項中第１号及び第２号を削り、第３号を

第１号とし、第４号を削り、第５号を第２号とし、第６号を第３号とし、第７号

を第４号とし、同表第６項から第８項までを削り、同表の次に次のように加え 

る。 

経 営 企 画    

    項 目          決 定 区 分  備 考  

副 市 長  院 長  部 長 等  室 長  課 長  

１  病 院 の 運 営 に 関 す

る 事 項  

      

⑴  院 内 の 情 報 シ ス

テ ム の 運 用 に 関 す

る こ と 。  

   ○      

⑵  業 務 の 電 算 化 の

推 進 及 び 計 画 に 関

す る こ と 。  

   ○      

⑶  市 立 甲 府 病 院 医

療 問 題 連 絡 協 議 会

等 の 運 営 に 関 す る

こ と 。  

  ○       

- 134 -



 

２  所 管 委 員 会 の 運 営

に 関 す る 事 項  

      

⑴  所 管 委 員 会 の 運

営 に 関 す る こ と 。  

 重 要      軽 易   

３  経 営 改 善 計 画 の 推

進 に 関 す る 事 項  

      

⑴  経 営 改 善 計 画 の  

推 進 に 関 す る こ 

と 。  

  ○       

４  公 立 病 院 改 革 プ ラ

ン の 策 定 に 関 す る 事

項  

      

⑴  公 立 病 院 改 革 プ

ラ ン の 策 定 に 関 す

る こ と 。  

  ○       

５  病 院 経 営 協 議 会 に

関 す る 事 項  

      

⑴  病 院 経 営 協 議 会

に 関 す る こ と 。  

  ○       

 （甲府市庁舎防火管理規程の一部改正） 

第２条 甲府市庁舎防火管理規程（昭和４９年２月規程第１号）の一部を次のよう 

に改正する。  

  別表第１及び別表第２中「防災課防災係長」を「防災企画課防災係長」に改め 

る。 

 （甲府市防災行政用無線局管理運用規程の一部改正） 

第３条 甲府市防災行政用無線局管理運用規程（平成３年７月規程第１２号）の一 

部を次のように改正する。  

 第５条第３項中「市長直轄組織危機管理室防災課長」を「市長直轄組織危機管

理室防災企画課長」に改める。   

 （市立甲府病院物品供給入札者指名選考委員会規程の一部改正） 

第４条 市立甲府病院物品供給入札者指名選考委員会規程（平成１８年３月規程第 

３号）の一部を次のように改正する。 

  第８条第１項中「市立甲府病院事務局病院事務総室総務課調達係長」を「市立 

甲府病院事務局病院事務総室総務課調達施設係長」に改める。 
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  附 則 

 この規程は、平成２９年４月１日から施行する。 
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告示 
 

                           甲府市告示第９２号 

 

 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２９条第１項の許可に係る次の開発

行為に関する工事が完了したので、同法第３６条第３項の規定により公告する｡ 

 

  平成２９年３月１日 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 開発区域に含まれる地域の名称 

   甲府市上町字大土井１６３０番９、１６３１番２、１６４０番２、  

１６４１番３及び１６５５番１ 

   以上５筆 

２ 開発許可を受けた者の住所及び氏名 

   甲府市上町１６５３番地３ 

    鷹 野 行 伸 
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                          甲府市告示第９３号  

 

次の市税にかかわる書類は、その送達を受けるべき者の住所（居所）に郵送した

が返送されたので、調査を行ったがなお不明のため地方税法（昭和２５年法律第

２２６号）第２０条の２の規定により公示する。  

 なお、当該書類は本職において保管し、送達を受けるべき者が請求したときはい

つでも交付する。 

 

平成２９年３月２日 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 書類名        平成２８年度固定資産税（土地家屋）第３期督促状 

２ 送達を受けるべき者  別紙のとおり 

３ 保管場所       甲府市市民部収納管理室収納課  
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                           甲府市告示第９４号  

 

 次の市税にかかわる書類は、その送達を受けるべき者の住所（居所）に郵送した  

が返送されたので、調査を行ったがなお不明のため地方税法（昭和２５年法律第  

２２６号）第２０条の２の規定により公示する。 

 なお、当該書類は本職において保管し、送達を受けるべき者が請求したときは、 

いつでも交付する。 

 

  平成２９年３月２日 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 書類名        差押調書謄本  市民発第３４３０８号 

２ 送達を受けるべき者  （省略） 

３ 保管場所       甲府市市民部収納管理室滞納整理課 
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甲府市告示第９５号 

 

甲府市自転車等の放置の防止に関する条例（平成２５年９月条例第２４号）第  

１１条第２項、第３項及び第１２条第１項の規定により、自転車等放置禁止区域の

自転車を撤去し、保管したので、第１２条第２項及び甲府市自転車駐車場条例施行

規則（平成２５年９月規則第２８号）第７条の規定により、次のとおり告示する。 

 

  平成２９年３月２日 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 撤去し、保管した自転車が駐車してあった場所  

     平和通りダイタ駐車場前 

     南口丸政そば横通路 

２ 撤去し、保管した自転車の型式等  

   別紙のとおり 

３ 保管した日 

     平成２９年２月２４日（金） 

４ 返還の申出場所 

     市民部市民協働室消費生活課 

     交通安全係 電話番号 ０５５－２３７－５３０３ 

５ 保管場所 

     甲府市甲府駅南口第２自転車駐車場 

６ 返還時に持参する物 

     住所・氏名を確認できるもの  

自転車等の鍵 

     撤去保管料（自転車１，０００円・原動機付自転車２，０００円） 
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甲府市告示第９６号  

 

甲府市契約規則（昭和５０年１２月規則第６６号）第５条の規定により、次の

１件の一般競争入札を執行する。  

 

平成２９年３月３日 

                  

甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 入札対象業務 

（１）入 札 番 号    （産長契）第１号 

（２）業 務 名 称    甲府駅南口公衆トイレ清掃業務委託  

（３）履 行 期 間    平成２９年４月１日から平成３２年３月３１日まで 

（４）履 行 場 所    仕様書による 

（５）業 務 内 容    仕様書による 

（６）予 定 価 格    公表しない 

（７）最低制限価格    設けない 

２ 入札参加資格 

平成２９・３０年度における甲府市物品供給競争入札参加資格申請を提出し、

受理されている入札有資格者名簿の登載予定者で、次の条件をすべて満たす者 

（１）甲府市内に本店、本社又は営業所を有する者であること。  

（２）甲府市物品供給競争入札参加資格申請において、業種を「清掃」で申請して

いること。 

（３）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当

していない者であること。 

（４）暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）

第２条第６号に規定する暴力団員（以下「暴力団員」という。）又は法人で

あってその役員が暴力団員でないこと。  

（５）この公告の日から入札の日までの間に「甲府市建設工事等請負契約に係る指

名停止等措置要綱」に基づく指名停止を受けている日が含まれている者でない

こと。 

（６）入札の日以前６か月以内に手形又は小切手の不渡りを出した者でないこと。

また、不渡りによる取引停止処分を受けた場合は、処分を受けた日から２年を

経過していること。 

（７）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更生手続開始の申立又は

民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づく民事再生手続開始の申立が

なされている者（更生手続開始又は民事再生手続開始の決定を受けた後、競争

入札参加資格の再認定を受けたものを除く。）でないこと。 

（８）市税の滞納がない者であること。  

３ 仕様書等の配付期間、配付場所、配付方法及び参加申請の受付等  

（１）配付期間 平成２９年３月３日（金）～平成２９年３月１３日（月） 
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（この期間内の土曜日、日曜日を除く。） 

午前９時００分～午後５時００分 

（２）配付場所 甲府市産業部産業総室総務課 

甲府市丸の内一丁目１８番１号 甲府市役所本庁舎８階 

電話０５５－２３７－５６８７ 

（３）配付方法 直接配付とし、郵送又は伝送は行わない。ただし、甲府市ホーム

ページ（事業者向け情報 入札・契約／入札情報）から情報を入

手する場合は、この限りでない。 

（４）申請書等の受付期間及び場所  

ア 期間 平成２９年３月３日（金）～平成２９年３月１３日（月） 

（この期間内の土曜日、日曜日を除く。） 

午前９時００分～午後５時００分 

イ 場所 甲府市産業部産業総室総務課 

甲府市丸の内一丁目１８番１号 甲府市役所本庁舎８階 

電話０５５－２３７－５６８７ 

４ 入札・開札の日時及び場所 

（１）日 時 平成２９年３月２８日（火） 午前１０時００分 

（２）場 所 甲府市役所本庁舎７階  会議室７－２ 

甲府市丸の内一丁目１８番１号  

ただし、入札場所等については変更する場合がある。  

５ 入札方法 

落札者の決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の８／１００

に相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端

数金額を切り捨てた金額。）をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に

係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の１００

／１０８に相当する金額を入札書に記載すること。 

６ 入札の無効 

この公告に示した入札参加資格のない者の行った入札、申請書又は資料に虚偽

の記載をした者の行った入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。 

なお、入札参加資格の確認を受けた者であっても、入札時において２に掲げる

いずれかの要件を満たさなくなった者の行った入札は無効とする。  

７ 落札者の決定方法 

甲府市契約規則第１２条第１項の規定により定められた予定価格の制限の範囲

内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。  

８ 長期継続契約 

本入札は「甲府市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例」に

基づく長期継続契約であり、翌年度以降において当該契約に係る歳入歳出予算に

ついて減額又は削除があった場合は当該契約は解除する。  

９ その他 

（１）入札保証金：免除 

（２）契約保証金（契約金額の１０／１００）：納付  
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ただし、甲府市契約規則第３４条第１項第３号に規定する、過去２年の間に国

（公社、公団を含む。）又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契

約を数回以上にわたって締結し、これらをすべて誠実に履行し、かつ、契約を

履行しないこととなるおそれがないと認められる場合は免除する。  

（３）契約書作成の要否：要 

（４）仕様説明会は行わない。  

（５）その他公告にない事項については、入札説明書、甲府市契約規則による。 
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                           甲府市告示第９７号  

 

 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２９条第１項の許可に係る次の開発

行為に関する工事が完了したので、同法第３６条第３項の規定により公告する。  

 

  平成２９年３月３日 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 開発区域に含まれる地域の名称  

   １工区 

甲府市向町字蛭田１２３番２から１２３番５まで、１２３番７、１２５番２、

１２９番３、１３６番２、１３７番２、１４７番３、１５２番２、１５３番５、

字乙麦１９８番１、１９８番４、１９８番５、２０１番１、２０１番２、

２０２番、２０３番１から２０３番３まで、２０５番、２０５番２、２０６番、

２０７番１、２０７番２、２０８番１から２０８番５まで、２１１番、

２１１番２、２１２番１から２１２番３まで、２１９番１から２１９番４まで、

２２１番１、２２１番２、２２２番１から２２２番４まで、字上阿原後２６０番３

並びに上阿原町字京塚１０３４番２、１０５３番６、１０５４番５、１０５４番６

及び１０５５番２ 

以上５２筆及び道・水 

２ 公共施設の種類、位置 

公共施設の種類  道路及び水路 

位 置 及 び 区 域  別添図のとおり 

  （開発登録簿及び土地利用計画図は甲府市建設部まち開発室都市計画課に備え

置いて縦覧に供する。） 

３ 開発許可を受けた者の住所及び氏名  

   甲府市後屋町３６３番地 

    株式会社オンザサミット 

代表取締役 保 坂 東 吾 
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甲府市告示第９８号 

 

土壌汚染対策法（平成１４年法律第５３号）第１１条第２項の規定により、平成

２７年５月１９日甲府市告示第２０８号により指定した特定有害物質によって汚染

されている区域の一部について、指定を解除する。 

 

平成２９年３月６日 

 

甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 指定を解除する区域 

   別図のとおり（甲府市中央三丁目１４７番の一部外）  

２ 土壌汚染対策法施行規則（平成１４年環境省令第２９号）第３１条第１項及び

第２項の基準に適合していなかった特定有害物質の種類 

   鉛及びその化合物 

３ 指定を解除する区域において講じられた汚染の除去等の措置  

   土壌汚染の除去 
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                           甲府市告示第９９号  

 

 農業経営基盤強化促進法（昭和５５年法律第６５号）第１８条第１項の規定によ

り農用地利用集積計画を定めたので、同法第１９条の規定により公告する。  

 なお、次のとおり閲覧に供する。  

 

  平成２９年３月６日 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 農用地利用集積計画の閲覧場所  

   甲府市丸の内一丁目１８番１号 

   甲府市産業部農林振興室農政課 

２ 農用地利用集積計画の閲覧期間  

   告示の日から２週間 
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甲府市告示第１００号  

 

 次の国民健康保険料に係る書類は、その送達を受けるべき者の住所（居所）に郵

送したが返送されたので、調査を行ったがなお不明のため、国民健康保険法（昭和

３３年法律第１９２号）第７８条において準用する地方税法（昭和２５年法律第  

２２６号）第２０条の２の規定により公示する。  

 なお、当該書類は本職において保管し、送達を受けるべき者が請求したときはい

つでも交付する。 

 

平成２９年３月７日 

 

甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 書類名   甲府市国民健康保険料納入通知書  

２ 発送日   平成２９年２月１日 

３ 項 目   平成２８年度国民健康保険料８～９期分 

４ 納期限   平成２９年２月２８日 

（納期限を平成２９年３月３１日に再指定） 

平成２９年３月３１日 

５ 納付場所  甲府市指定金融機関 

甲府市収納代理金融機関 

ゆうちょ銀行・郵便局 

甲府市市民部収納管理室収納課 

甲府市市民部市民総室国民健康保険課 

窓口センター 

甲府市指定コンビニエンスストア  

６ 納付義務者 別紙のとおり（９件） 
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                          甲府市告示第１０１号  

 

 次の差押に係る書類は、その送達を受けるべき者の住所（居所）に郵送したとこ

ろ返送されたので、調査を行ったがなお不明のため、国税徴収法（昭和３４年４月

２０日法律 第１４７号）第８２条２項の規定により公示する。 

 なお、当該書類は本職において保管し、送達を受けるべき者が請求したときは、

いつでも交付する。 

 

平成２９年３月９日 

 

甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 書 類 名   交付要求通知書 

２ 発 送 日   平成２９年２月８日 

３ 返 戻 日   平成２９年２月１８日 

４ 通 知 者   （省略） 

５ 保管場所   甲府市丸の内一丁目１８番１号 

甲府市 市民部 市民総室 国民健康保険課 
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                          甲府市告示第１０２号  

 

 次の差押に係る書類は、その送達を受けるべき者の住所（居所）に郵送したとこ

ろ返送されたので、調査を行ったがなお不明のため、国税徴収法（昭和３４年４月

２０日法律 第１４７号）第５４条の規定により公示する。 

 なお、当該書類は本職において保管し、送達を受けるべき者が請求したときは、

いつでも交付する。 

 

平成２９年３月９日 

 

甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 書 類 名   差押調書謄本 

２ 発 送 日   平成２９年２月９日 

３ 返 戻 日   平成２９年２月１８日 

４ 通 知 者   （省略） 

５ 保管場所   甲府市丸の内一丁目１８番１号 

甲府市 市民部 市民総室 国民健康保険課 
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甲府市告示第１０３号 

 

別紙の者は、住民基本台帳法施行令（昭和４２年政令第２９２号）第１２条第１

項の規定に基づき、住民票を消除したので、同条第４項の規定により公示す 

る。 

 

  平成２９年３月９日 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 
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                          甲府市告示第１０４号  

 

 次の市税にかかわる書類は、その送達を受けるべき者の住所（居所）に郵送した  

が返送されたので、調査を行ったがなお不明のため地方税法（昭和２５年法律第  

２２６号）第２０条の２の規定により公示する。 

 なお、当該書類は本職において保管し、送達を受けるべき者が請求したときは、 

いつでも交付する。 

 

  平成２９年３月９日 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 書類名        交付要求通知書  市民発第３４６０２号 

２ 送達を受けるべき者  （省略） 

３ 保管場所       甲府市市民部収納管理室滞納整理課 
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                          甲府市告示第１０５号  

 

 次の市税にかかわる書類は、その送達を受けるべき者の住所（居所）に郵送した  

が返送されたので、調査を行ったがなお不明のため地方税法（昭和２５年法律第  

２２６号）第２０条の２の規定により公示する。 

 なお、当該書類は本職において保管し、送達を受けるべき者が請求したときは、 

いつでも交付する。 

 

  平成２９年３月９日 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 書類名        差押調書謄本 市民発第３３９０５号 

２ 送達を受けるべき者  （省略） 

３ 保管場所       甲府市市民部収納管理室滞納整理課 
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                          甲府市告示第１０６号  

 

 次の市税にかかわる書類は、その送達を受けるべき者の住所（居所）に郵送した  

が返送されたので、調査を行ったがなお不明のため地方税法（昭和２５年法律第  

２２６号）第２０条の２の規定により公示する。 

 なお、当該書類は本職において保管し、送達を受けるべき者が請求したときは、 

いつでも交付する。 

 

  平成２９年３月９日 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 書類名        差押調書謄本 市民発第３４３０２号 

２ 送達を受けるべき者  （省略） 

３ 保管場所       甲府市市民部収納管理室滞納整理課 
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甲府市告示第１０７号  

 

地方自治法第２１９条第２項の規定により、平成２９年３月市議会定例会におい

て議決を経た補正予算を、別紙のとおり公表する。 

 

平成２９年３月９日 

 

甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 平成２８年度甲府市一般会計補正予算（第７号） 

２ 平成２８年度甲府市一般会計補正予算（第８号）  

３ 平成２８年度甲府市国民健康保険事業特別会計補正予算（第４号） 

４ 平成２８年度甲府市交通災害共済事業特別会計補正予算（第１号）  

５ 平成２８年度甲府市住宅新築資金等貸付事業特別会計補正予算（第１号）  

６ 平成２８年度甲府市介護保険事業特別会計補正予算（第３号） 

７ 平成２８年度甲府市後期高齢者医療事業特別会計補正予算（第２号） 

８ 平成２８年度甲府市浄化槽事業特別会計補正予算（第１号） 

 

 

 

 

     平成２９年３月９日 原案可決 
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甲府市告示第１０８号  

 

 次の国民健康保険被保険者証は、回収できないため、甲府市国民健康保険条例施

行規則（昭和３５年１１月規則第５２号）第１３条の規定により無効である旨を告

示する。 

 

  平成２９年３月１０日 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 書類名    国民健康保険被保険者証 

２ 世帯主住所並びに被保険者氏名及び記号番号    別紙のとおり 
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                          甲府市告示第１０９号  

 

 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２９条第１項の許可に係る次の開発

行為に関する工事が完了したので、同法第３６条第３項の規定により公告する。  

 

  平成２９年３月１３日 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 開発区域に含まれる地域の名称  

甲府市下飯田二丁目６６０番１及び６６０番３ 

以上２筆 

２ 公共施設の種類、位置 

公共施設の種類  水路 

位 置 及 び 区 域  別添図のとおり 

  （開発登録簿及び土地利用計画図は甲府市建設部まち開発室都市計画課に備え

置いて縦覧に供する。） 

３ 開発許可を受けた者の住所及び氏名  

   甲府市塚原町３５９番地 

    社会福祉法人山梨樫の会 

    理事 臼 井 行 夫 
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                          甲府市告示第１１０号  

 

 次の市税にかかわる書類は、その送達を受けるべき者の住所（居所）に郵送した  

が返送されたので、調査を行ったがなお不明のため地方税法（昭和２５年法律第  

２２６号）第２０条の２の規定により公示する。 

 なお、当該書類は本職において保管し、送達を受けるべき者が請求したときは、 

いつでも交付する。 

 

  平成２９年３月１４日 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 書類名        差押調書謄本  市民発第３４６４９号 

２ 送達を受けるべき者  （省略） 

３ 保管場所       甲府市市民部収納管理室滞納整理課 
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                          甲府市告示第１１１号 

 

 甲府農業振興地域整備計画を変更するので、農業振興地域の整備に関する法律

（昭和４４年法律第５８号）第１３条第４項において準用する第１１条第１項の規

定により公告し、当該農業振興地域整備計画の案及びその変更理由書を次により縦

覧に供する。 

 

  平成２９年３月１４日 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 甲府農業振興地域整備計画案の縦覧 

（１） 縦覧場所 

      甲府市丸の内一丁目１８番１号 

      甲府市産業部農林振興室農政課 

（２） 縦覧期間 

      自 平成２９年３月１５日 

      至 平成２９年４月１３日 

２ 意見書の提出 

  甲府市の区域内に住所を有する者（市内に事務所を有する法人も含む）は、農

業振興地域整備計画の案について、平成２９年４月１３日までに、市に対して

文書で意見を提出することができる。 

  なお、提出された意見書については、要旨を取りまとめ、その処理結果を同法

第１２条第１項の規定に基づく農業振興地域整備計画書の公告時に合わせて公

告する。 

（１） 意見書の提出先 

      縦覧場所と同じ 

３ 異議の申し出 

  甲府農業振興地域整備計画の案のうち、農用地利用計画に係る農用地区域内に

ある土地の所有者その他その土地に関し法律上保護される権利を有する者は、

当該農用地利用計画の案に対して異議があるときは、平成２９年４月１３日の

翌日から起算して１５日以内である平成２９年４月２８日までに、市に対して

文書でこれを申し出ることができる。 

（１） 異議申出先 

      縦覧場所と同じ 
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                          甲府市告示第１１２号  

 

 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２９条第１項の許可に係る次の開発

行為に関する工事が完了したので、同法第３６条第３項の規定により公告する。  

 

  平成２９年３月１５日 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 開発区域に含まれる地域の名称  

甲府市住吉四丁目１６７６番７、１６７６番２０から１６７６番３６まで 

以上１８筆 

２ 公共施設の種類、位置 

公共施設の種類  道路及び下水道 

位 置 及 び 区 域  別添図のとおり 

  （開発登録簿及び土地利用計画図は甲府市建設部まち開発室都市計画課に 

   備え置いて縦覧に供する。） 

３ 開発許可を受けた者の住所及び氏名  

   東京都台東区東上野四丁目２７番３号 

   東京セキスイハイム株式会社 

   代表取締役 神 𠮷 利 幸 

- 159 -



                          甲府市告示第１１３号  

 

 次の市税にかかわる書類は、その送達を受けるべき者の住所（居所）に郵送した  

が返送されたので、調査を行ったがなお不明のため地方税法（昭和２５年法律第  

２２６号）第２０条の２の規定により公示する。 

 なお、当該書類は本職において保管し、送達を受けるべき者が請求したときは、 

いつでも交付する。 

 

  平成２９年３月１７日 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 書類名        配当計算書      市民発第 34644 号 

             充当通知書      市民発第 34645 号 

２ 送達を受けるべき者  （省略） 

３ 保管場所       甲府市市民部収納管理室滞納整理課 
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                          甲府市告示第１１４号  

 

 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２９条第１項の許可に係る次の開発

行為に関する工事が完了したので、同法第３６条第３項の規定により公告する。  

 

  平成２９年３月２１日 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 開発区域に含まれる地域の名称  

甲府市上今井町字西側２３７６番１、２３７６番３及び２３７６番５から

２３７６番１５まで 

以上１３筆 

２ 公共施設の種類、位置 

公共施設の種類  道路、ゴミ置場及び下水道 

位 置 及 び 区 域  別添図のとおり 

  （開発登録簿及び土地利用計画図は甲府市建設部まち開発室都市計画課に 

   備え置いて縦覧に供する。） 

３ 開発許可を受けた者の住所及び氏名  

   甲府市住吉一丁目１６番１６号 

   有限会社遊亀不動産 

   代表取締役 渡 辺 秀 樹 
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                          甲府市告示第１１５号  

 

 次の市税にかかわる書類は、その送達を受けるべき者の住所（居所）に郵送した  

が返送されたので、調査を行ったがなお不明のため地方税法（昭和２５年法律第  

２２６号）第２０条の２の規定により公示する。 

 なお、当該書類は本職において保管し、送達を受けるべき者が請求したときは、 

いつでも交付する。 

 

  平成２９年３月２１日 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 書類名        配当計算書      市民発第 34764 号 

             充当通知書      市民発第 34765 号 

２ 送達を受けるべき者  （省略） 

３ 保管場所       甲府市市民部収納管理室滞納整理課 
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甲府市告示第１１６号 

 

地方自治法第２１９条第２項の規定により、平成２９年３月市議会定例会におい

て議決を経た予算を、別紙のとおり公表する。 

 

平成２９年３月２１日 

 

甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 平成２９年度 甲府市一般会計予算 

２ 平成２９年度 甲府市国民健康保険事業特別会計予算 

３ 平成２９年度 甲府市交通災害共済事業特別会計予算 

４ 平成２９年度 甲府市住宅新築資金等貸付事業特別会計予算 

５ 平成２９年度 甲府市介護保険事業特別会計予算 

６ 平成２９年度 甲府市古関・梯町簡易水道事業特別会計予算 

７ 平成２９年度 甲府市農業集落排水事業特別会計予算 

８ 平成２９年度 甲府市簡易水道等事業特別会計予算 

９ 平成２９年度 甲府市後期高齢者医療事業特別会計予算 

10 平成２９年度 甲府市浄化槽事業特別会計予算 

11 平成２９年度 甲府市地方卸売市場事業会計予算 

12 平成２９年度 甲府市病院事業会計予算 

13 平成２９年度 甲府市下水道事業会計予算 

14 平成２９年度 甲府市水道事業会計予算 

 

平成２９年３月２１日 原案可決 
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甲府市告示第１１７号  

 

地方自治法第２１９条第２項の規定により、平成２９年３月市議会定例会におい

て議決を経た補正予算を、別紙のとおり公表する。 

 

平成２９年３月２１日 

 

甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 平成２８年度甲府市一般会計補正予算（第９号） 

 

 

 

 

     平成２９年３月２１日 原案可決 
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                          甲府市告示第１１８号  

 

 次の市税にかかわる書類は、その送達を受けるべき者の住所（居所）に郵送した  

が返送されたので、調査を行ったがなお不明のため地方税法（昭和２５年法律第  

２２６号）第２０条の２の規定により公示する。 

 なお、当該書類は本職において保管し、送達を受けるべき者が請求したときは、 

いつでも交付する。 

 

  平成２９年３月２２日 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 書類名        差押調書謄本  市民発第３４８０２号 

２ 送達を受けるべき者  （省略） 

３ 保管場所       甲府市市民部収納管理室滞納整理課 
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                          甲府市告示第１１９号  

 

 次の差押に係る書類は、その送達を受けるべき者の住所（居所）に郵送したとこ

ろ返送されたので、調査を行ったがなお不明のため、国税徴収法（昭和３４年４月

２０日法律 第１４７号）第５４条の規定により公示する。 

 なお、当該書類は本職において保管し、送達を受けるべき者が請求したときは、

いつでも交付する。 

 

平成２９年３月２２日 

 

甲府市長 樋口 雄一 

 

１ 書 類 名   差押調書謄本 

２ 発 送 日   別紙のとおり 

３ 返 戻 日   別紙のとおり 

４ 通 知 者   別紙のとおり（３件） 

５ 保管場所   甲府市丸の内一丁目１８番１号 

甲府市 市民部 市民総室 国民健康保険課 
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甲府市告示第１２０号  

 

甲府市自転車駐車場条例（平成１９年９月条例第２８号）第１３条第１項の規定

により、自転車駐車場内の自転車を撤去し、保管したので、同条第２項及び甲府市

自転車駐車場条例施行規則（平成１９年９月規則第４２号）第５条の規定により次

のとおり告示する。 

 

平成２９年３月２３日 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 撤去し、保管した自転車が駐車してあった場所  

   甲府市甲府駅北口第１自転車駐車場・甲府市甲府駅北口第２自転車駐車場  

甲府市甲府駅南口第１自転車駐車場・甲府市甲府駅南口第２自転車駐車場  

甲府市酒折駅南口自転車駐車場  

   甲府市酒折駅北口自転車駐車場  

２ 撤去し、保管した自転車の型式等  

   別紙のとおり 

３ 保管した日 

     平成２９年３月１７日（金） 

４ 返還の申出場所 

     市民部市民協働室消費生活課 

     交通安全係 ℡０５５－２３７－５３０３ 

５ 保管場所 

     甲府市甲府駅北口第 1 自転車駐車場 

     甲府市甲府駅北口第２自転車駐車場  

     甲府市甲府駅南口第１自転車駐車場  

     甲府市甲府駅南口第２自転車駐車場  

甲府市酒折駅北口自転車駐車場  

６ 返還時に持参する物 

     住所・氏名を確認できるもの・自転車の鍵  
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                          甲府市告示第１２１号  

 

 次の無効である介護保険被保険者証は、回収できないため、甲府市介護保険条例  

施行規則（平成１２年３月規則第２１号）第１２条の規定により告示する。  

 

  平成２９年３月２３日 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 書類名    介護保険被保険者証 

２ 被保険者番号並びに住所及び氏名     別紙のとおり 
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                          甲府市告示第１２２号  

 

 次の市税にかかわる書類は、その送達を受けるべき者の住所（居所）に郵送した  

が返送されたので、調査を行ったがなお不明のため地方税法（昭和２５年法律第  

２２６号）第２０条の２の規定により公示する。 

 なお、当該書類は本職において保管し、送達を受けるべき者が請求したときは、 

いつでも交付する。 

 

  平成２９年３月２３日 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 書類名        差押調書謄本 市民発第３４６７８号 

２ 送達を受けるべき者  （省略） 

３ 保管場所       甲府市市民部収納管理室滞納整理課 
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                          甲府市告示第１２３号  

 

 次の市税にかかわる書類は、その送達を受けるべき者の住所（居所）に郵送した  

が返送されたので、調査を行ったがなお不明のため地方税法（昭和２５年法律第  

２２６号）第２０条の２の規定により公示する。 

 なお、当該書類は本職において保管し、送達を受けるべき者が請求したときは、 

いつでも交付する。 

 

  平成２９年３月２３日 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 書類名        差押調書謄本  市民発第３４４８６号 

２ 送達を受けるべき者  （省略） 

３ 保管場所       甲府市市民部収納管理室滞納整理課 
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                          甲府市告示第１２４号  

 

 次の介護保険料にかかわる書類は、その送達を受けるべき者の住所（居所）に郵

送したが返送されたので、調査を行ったがなお不明のため介護保険法（平成９年法

律第１２３号）第１４３条において準用する地方税法（昭和２５年法律第２２６

号）第２０条の２の規定により公示する。 

 なお、当該書類は本職において保管し、送達を受けるべき者が請求したときはい  

つでも交付する。 

 

  平成２９年３月２４日 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 書類名       平成２８年度介護保険料第１期分督促状 

            平成２８年度介護保険料第２期分督促状 

            平成２８年度介護保険料第３期分督促状 

平成２８年度介護保険料第４期分督促状  

            平成２８年度介護保険料第５期分督促状  

            平成２８年度介護保険料第６期分督促状  

２ 送達を受けるべき者 別紙のとおり 

３ 保管場所      甲府市税務部収納管理室収納課 
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                          甲府市告示第１２５号  

 

 次の介護保険料にかかわる書類は、相続人がいないことによる受取人不存在のた 

め、介護保険法（平成９年法律１２３号）第１４３条において準用する地方税法

（昭和２５年法律第２２６号）第２０条の２の規定により公示する。  

 なお、当該書類は本職において保管し、送達を受けるべき者が請求したときはい  

つでも交付する。 

 

  平成２９年３月２４日 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 書類名       甲府市介護保険料 更正通知書 

甲府市介護保険料 納付書 

２ 発送日       平成２９年３月１日 

３ 項 目       平成２８年度介護保険料更正通知書 

平成２８年度介護保険料９期分 

４ 納期限       平成２９年３月３１日   

５ 納付場所      甲府市指定金融機関 

            甲府市収納代理金融機関 

            ゆうちょ銀行 

            甲府市指定コンビニエンスストア  

            甲府市市民部収納管理室収納課 

            甲府市福祉保健部長寿支援室介護保険課 

            窓口センター 

６ 送達を受けるべき者 （省略） 

７ 保管場所      甲府市福祉保健部長寿支援室介護保険課 
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                          甲府市告示第１２６号  

 

 次の差押に係る書類は、その送達を受けるべき者の住所（居所）に郵送したとこ

ろ返送されたので、調査を行ったがなお不明のため、国税徴収法（昭和３４年４月

２０日法律 第１４７号）第５４条の規定により公示する。 

 なお、当該書類は本職において保管し、送達を受けるべき者が請求したときは、

いつでも交付する。 

 

平成２９年３月２７日 

 

甲府市長 樋口 雄一 

 

１ 書 類 名   差押調書謄本 

２ 発 送 日   平成２９年２月２７日 

３ 返 戻 日   平成２９年３月９日 

４ 通 知 者   （省略） 

５ 保管場所   甲府市丸の内一丁目１８番１号 

甲府市 市民部 市民総室 国民健康保険課 
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甲府市告示第１２７号  

 

 景観法（平成１６年法律第１１０号）第８条第１項の規定に基づき定めた景観計

画を変更したので、同法第９条第８項において準用する同条第６項の規定により、

次のとおり告示し、当該景観計画の図書を公衆の縦覧に供する。 

 

平成２９年３月２７日 

 

甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 景観計画の名称 

   甲府市景観計画 

２ 景観計画区域に定める区域 

甲府市全域 

３ 効力の発生する日 

   平成２９年６月１日 

４ 縦覧場所 

   甲府市建設部まち開発室都市計画課 
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                          甲府市告示第１２８号  

 

 次の市税にかかわる書類は、その送達を受けるべき者の住所（居所）に郵送した  

が返送されたので、調査を行ったがなお不明のため地方税法（昭和２５年法律第  

２２６号）第２０条の２の規定により公示する。 

 なお、当該書類は本職において保管し、送達を受けるべき者が請求したときは、 

いつでも交付する。 

 

平成２９年３月２８日 

 

甲府市長  樋 口 雄 一 

 

１ 書類名        差押調書（謄本）  市民発第３４９１０号 

２ 送達を受けるべき者  （省略） 

３ 保管場所       甲府市市民部収納管理室滞納整理課 
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甲府市告示第１２９号  

 

 地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第４１６条第１項の規定に基づき、土地

価格等縦覧帳簿及び家屋価格等縦覧帳簿を縦覧に供するため、同条第３項の規定に

より公示する。 

 

  平成２９年３月２８日 

                     

甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 縦 覧 期 間 平成２９年４月１日から平成２９年５月１日まで 

                 （ただし、土・日曜日、祝日は除く。） 

２ 縦 覧 時 間 午前８時３０分から午後５時１５分まで 

３ 縦 覧 場 所 甲府市役所本庁舎３階 資産税課 
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                           甲府市告示第１３０号  

 

 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２９条第１項の許可に係る次の開発

行為に関する工事が完了したので、同法第３６条第３項の規定により公告する｡  

 

  平成２９年３月２８日 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 開発区域に含まれる地域の名称  

甲府市和戸町字芝原７９７番５   

以上１筆 

２ 開発許可を受けた者の住所及び氏名  

   甲府市酒折二丁目６番１５号 

   木 川  政 昭 
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甲府市告示第１３１号 

 

都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第６３条第２項の規定において準用す

る第６２条第１項に基づく都市計画事業認可の図書の写しの送付を受けたので、同

法第６３条第２項の規定において準用する同法第６２条第２項に基づき、次のとお

り公衆の縦覧に供する。 

 

平成２９年３月２９日 

 

甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 施行者の名称  山梨県 

２ 都市計画事業の種類及び名称 

   甲府都市計画道路事業 ３・４・１０号 高畑町昇仙峡線 

３ 事業計画 

  イ 事業地 

（１）収用の部分 変更なし 

（２）使用の部分 なし 

  ロ 設計の概要 

延 長  ６１８ｍ 

幅 員  １６ｍ 

車線の数  ２車線 

  ハ 事業施行期間 

自 平成２２年８月３１日 

（平成２９年３月３１日） 

至 平成３１年３月３１日 

４ 縦覧場所  甲府市建設部まち開発室都市計画課 
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                          甲府市告示第１３２号  

 

 次の国民健康保険料にかかわる書類は、その送達を受けるべき者の住所（居所）  

に郵送したが返送されたので、調査を行ったがなお不明のため国民健康保険法（昭  

和３３年法律第１９２号）第７８条において準用する地方税法（昭和２５年法律第  

２２６号）第２０条の２の規定により公示をする。 

 なお、当該書類は本職において保管し、送達を受けるべき者が請求したときはい  

つでも交付する。 

 

  平成２９年３月３０日 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一  

 

１ 書類名       平成２８年度国民健康保険料第１期分督促状 

平成２８年度国民健康保険料第２期分督促状 

平成２８年度国民健康保険料第３期分督促状 

平成２８年度国民健康保険料第４期分督促状 

平成２８年度国民健康保険料第５期分督促状 

平成２８年度国民健康保険料第６期分督促状 

２ 送達を受けるべき者 別紙のとおり 

３ 保管場所      甲府市市民部収納管理室収納課 
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                          甲府市告示第１３３号  

 

 次の差押に係る書類は、その送達を受けるべき者の住所（居所）に郵送したとこ

ろ返送されたので、調査を行ったがなお不明のため、国税徴収法（昭和３４年４月

２０日法律 第１４７号）第５４条の規定により公示する。 

 なお、当該書類は本職において保管し、送達を受けるべき者が請求したときは、

いつでも交付する。 

 

平成２９年３月３０日 

 

甲府市長 樋口 雄一 

 

１ 書 類 名   差押調書謄本 

２ 発 送 日   平成２９年３月９日 

３ 返 戻 日   平成２９年３月２１日 

４ 通 知 者   （省略） 

５ 保管場所   甲府市丸の内一丁目１８番１号 

甲府市 市民部 市民総室 国民健康保険課 
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甲府市告示第１３４号  

 

 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定により､次のとおり  

道路の供用を開始する。その関係図面は､建設部まち保全室道路河川課において、

この告示の日から平成２９年４月１２日まで一般の縦覧に供する。  

 

  平成２９年３月３０日 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

道路の

種類 

路 線 名 区   間 延 長 

(メートル) 

供用開始の 

年月日 

市 道 下積翠寺町線 甲府市下積翠寺町字釈迦

堂１３１番６地先から 

甲府市下積翠寺町字釈迦

堂１１９番１地先まで 

５１．１ 平成２９年 

３月３０日 
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甲府市告示第１３５号  

 

 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定により、次のとおり

道路の供用を開始する。その関係図面は、建設部まち保全室道路河川課において、

この告示の日から平成２９年４月１２日まで一般の縦覧に供する。  

 

  平成２９年３月３０日 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

道路の

種類 

路線名 区間 延長 

(ﾒｰﾄﾙ) 

供用開始の 

年月日 

市 道 出張所前通り線 甲府市宮原町字村東 

１３７７番１地先から 

甲府市宮原町字村東 

１３６７番１地先まで 

１２２．２ 平成２９年 

３月３０日 
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                          甲府市告示第１３６号 

 

 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２１条第２項の規定において準用す

る同法第１９条第１項の規定により、都市計画を変更したので、同法第２１条第２

項の規定において準用する同法第２０条第１項の規定により、次のとおり告示し、

同条第２項の規定により、当該都市計画の図書を公衆の縦覧に供する。  

  

平成２９年３月３１日 

                 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 都市計画の種類   甲府都市計画用途地域 

２ 都市計画を定め   縦覧に供する図書に明示する部分  

  る土地の区域  

３ 縦 覧 場 所   甲府市建設部まち開発室都市計画課 
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                          甲府市告示第１３７号  

 

 次の差押に係る書類は、その送達を受けるべき者の住所（居所）に郵送したとこ

ろ返送されたので、調査を行ったがなお不明のため、国税徴収法（昭和３４年４月

２０日法律 第１４７号）第５４条の規定により公示する。 

 なお、当該書類は本職において保管し、送達を受けるべき者が請求したときは、

いつでも交付する。 

 

平成２９年３月３１日 

 

甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 書 類 名   差押調書謄本 

２ 発 送 日   平成２９年２月２８日 

３ 返 戻 日   平成２９年３月１０日 

４ 通 知 者   （省略） 

５ 保管場所   甲府市丸の内一丁目１８番１号 

甲府市 市民部 市民総室 国民健康保険課 
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甲府市告示第１３８号  

 

 介護保険法（平成９年法律第１２３号）第４２条の２第１項の規定に基づく指定

地域密着型サービス事業者として次の者を指定したので、同法第７８条の１１の規

定により公示する。 

 

平成２９年３月３１日 

 

甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 介護保険事業所番号   １９９０１００５５２ 

２ 事業所の名称      定期巡回・随時対応型訪問介護看護  みんなの家  青沼 

３ 事業所の所在地      甲府市青沼２丁目２２番１４号 

４ 当該事業所の申請者      甲府市青沼２丁目２２番１４号 

              社会福祉法人 たくみ会 

          理事長 渡邉 隆 

５ サービスの種類      定期巡回・随時対応型訪問介護看護  

６ 指定年月日          平成２９年３月３１日 
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甲府市告示第１３９号  

 

 介護保険法（平成９年法律第１２３号）第４２条の２第１項の規定に基づく指定

地域密着型サービス事業者として次の者を指定したので、同法第７８条の１１の規

定により公示する。 

 

平成２９年３月３１日 

 

甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 介護保険事業所番号   １９９０１００５６０ 

２ 事業所の名称      特別養護老人ホーム みんなの家 青沼 

３ 事業所の所在地      甲府市青沼２丁目２２番１４号 

４ 当該事業所の申請者      甲府市青沼２丁目２２番１４号 

              社会福祉法人 たくみ会 

          理事長 渡邉 隆 

５ サービスの種類      地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 

６ 指定年月日          平成２９年３月３１日 
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甲府市告示第１４０号  

 

道路運送車両法（昭和２６年法律第１８５号）及び道路運送車両法施行規則（昭

和２６年運輸省令第７４号）の規定に基づき、申請者に貸与している自動車臨時運

行許可番号標のうち、回収不能となった次の番号標を無効としたので、甲府市自動

車臨時運行許可に関する規則（平成５年６月規則第３５号）第７条第１項の規定に

より公告する。 

 

平成２９年３月３１日 

 

甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 自動車臨時運行許可番号標番号 山梨５３甲府２９ 

２ 自動車臨時運行許可番号標番号 山梨５３甲府３２ 
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甲府市告示第１４１号  

 

 介護保険法（平成９年法律第１２３号）第７８条の２第１項及び第１１５条の  

１２第１項の規定に基づく指定地域密着型サービス事業者及び指定地域密着型介護

予防サービス事業者として次の者を指定したので、同法第７８条の１１及び第 

１１５条の２０の規定により公示する。 

 

平成２９年３月３１日 

 

甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 介護保険事業所番号   １９９０１００５４５ 

２ 事業所の名称      グループホーム めだかの学校・高畑 

３ 事業所の所在地      甲府市高畑２－１６－１１ 

４ 当該事業所の申請者      甲斐市宇津谷１１０３ 

              社会福祉法人 ひかりの里 

          理事長 山田 美鈴 

５ サービスの種類     認知症対応型共同生活介護 

              介護予防認知症対応型共同生活介護  

６ 指定年月日          平成２９年３月３１日 
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                          甲府市告示第１４２号  

 

 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定により、別紙のとお

り道路の区域を変更する。その関係図面は､建設部まち保全室道路河川課におい

て、この告示の日から平成２９年４月１３日まで一般の縦覧に供する。 

 

  平成２９年３月３１日 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 
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                          甲府市告示第１４３号  

 

 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定により、別紙のとお

り道路の供用を開始する。その関係図面は､建設部まち保全室道路河川課におい

て、この告示の日から平成２９年４月１３日まで一般の縦覧に供する。 

 

  平成２９年３月３１日 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 
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市議会 
 

 甲府市議会会議規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

  平成２９年３月２１日 

 

 

                 甲府市議会議長  清 水   仁 

 

 

甲府市議会規則第１号 

甲府市議会会議規則の一部を改正する規則 

 甲府市議会会議規則（昭和５０年３月議会規則第２号）の一部を次のように改正

する。 

 別表市議会だより編集委員会の項を次のように改める。  

広報委員会 議会だよりの企画、

編集及び発行並びに

その他議会の広報に

係る提案に関する協

議又は調整 

議長、副議長及び

会派から選出した

広報委員 

委員長 

   附 則 

この規則は、公布の日から施行する。  
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教育委員会  
 

甲府市市立の小中学校に就学すべき者の学校の指定に関する規則の一部を改正す 

る規則をここに公布する。 

  平成２９年３月８日 

 

 

                 甲府市教育委員会 

                 委員長 平 賀 数 人 

 

 

甲府市教育委員会規則第１号 

   甲府市市立の小中学校に就学すべき者の学校の指定に関する規則の一部を改 

   正する規則 

 甲府市市立の小中学校に就学すべき者の学校の指定に関する規則（昭和６２年４

月教委規則第３号）の一部を次のように改正する。 

別表小学校の表中「住吉五丁目６番３２号から同番５４号まで」を「住吉五丁目

６番３２号から同番５５号まで」に改める。 

別表中学校の表中「住吉五丁目６番３２号から同番５４号まで」を「住吉五丁目

６番３２号から同番５５号まで」に改める。 

   附 則 

 この規則は、公布の日から施行する。 
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 甲府市立甲府商科専門学校管理規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

  平成２９年３月８日 

 

                  

                 甲府市教育委員会 

                 委員長 平 賀 数 人 

 

 

甲府市教育委員会規則第２号 

甲府市立甲府商科専門学校管理規則の一部を改正する規則  

甲府市立甲府商科専門学校管理規則（平成３年１月教委規則第１号）の一部を次 

のように改正する。 

 第２条の次に次の２条を加える。 

（学校管理の原則） 

第２条の２ 学校は、その教育目標を明確にし、常に教育活動の質の向上及び改善 

に努めなければならない。 

（学校評価） 

第２条の３ 学校は、前条の教育目標を実現するために、教育活動その他の学校運 

営の状況について、自ら評価を行い、その結果を公表するものとする。 

２ 学校は、前項の評価を行うに当たっては、その実情に応じ、適切な項目を設定 

して行うものとする。 

３ 学校は、第１項の規定による評価の結果を踏まえた学生の保護者その他の学校 

の関係者（学校の職員を除く。）による評価を行い、その結果を公表するよう努

めるものとする。 

４ 学校は、第１項の規定による評価の結果及び前項の規定により評価を行った場 

合はその結果を、甲府市教育委員会（以下「教育委員会」という。）に報告する

ものとする。 

 第３条第２項中「学年は、次の 2 期に分ける」を「学期は、次のとおりとする」 

に改める。  

 第４条第１項第９号中「３月１１日」を「３月２１日」に改める。 
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第７条第２号中「補佐し」の次に「、その命を受けて校務をつかさどり」を加  

え、同条第３号中「及び教官は」を「は、副校長を助け、その命を受けて校務の一

部を整理し」に改め、同条中第７号を第８号とし、第４号から第６号までを１号ず

つ繰り下げ、第３号の次に次の１号を加える。 

 ⑷ 教官は、学生を教授する。 

附 則 

この規則は、平成２９年４月１日から施行する。 
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 甲府市立甲府商科専門学校学則の一部を改正する規則をここに公布する。 

  平成２９年３月８日 

 

                  

                 甲府市教育委員会 

                 委員長 平 賀 数 人 

 

 

甲府市教育委員会規則第３号 

甲府市立甲府商科専門学校学則の一部を改正する規則  

甲府市立甲府商科専門学校学則（平成３年１月教委規則第２号）の一部を次のよ 

うに改正する。 

 目次中「科目履修及び卒業」を「単位修得及び卒業の認定」に、「入学・退学及

び休学」を「入学・退学・編入学・留学及び休学」に改める。 

第５条第２項中「学年は、次の２期に分ける」を「学期は、次のとおりとする」 

に改める。 

 第５条の次に次の１条を加える。 

（授業の開始・終了時刻） 

第５条の２ 授業の開始及び終了の時刻は、校長が定める。 

 第６条第１項第９号中「３月１１日」を「３月２１日」に改める。 

 第７条第４項中「標準とする。」を「標準とし、校長が必要があると認めた授業 

は、特定の学期又は期間に行うことができる。」に改める。 

「第５章 科目履修及び卒業」を「第５章 単位修得及び卒業の認定」に改め

る。 

 第８条の見出し中「科目履修」を「単位修得」に改め、同条第１項を次のように

改める。 

 校長は、本校の定める指導計画に従って各科目を履修し、その成果が科目の目

標からみて満足できると認められる場合は、その科目について履修した単位を修

得したことを認定する。 

 第１０条を次のように改める。 
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 （卒業） 

第１０条 校長は、授業時数を満たし、かつ前条の規定により定められた単位数を

修得した２年以上在学した者に対して、全課程の修了及び卒業を認定し、卒業証

書を授与する。 

２ 校長は、特別の事情があり、かつ、教育上支障がないときは、学年の途中にお

いても、学期の区分に従い、各学年の課程の修了及び卒業を認定することができ

る。 

３ 校長は、卒業を認定した者に対して、商業実務専門士の称号を授与する。 

「第６章 入学・退学及び休学」を「第６章 入学・退学・編入学・留学及び休

学」に改める。 

第１１条中「入学できる者は、次の各号の一に」を「入学する資格を有する者

は、次の各号のいずれかに」に改め、同条第３号を次のように改める。 

⑶ 文部科学大臣の行う高等学校卒業程度認定試験（旧大学入学資格検定を含  

む。）に合格した者 

第１２条を次のように改める。 

 （入学試験） 

第１２条 入学試験については、校長が定める。 

第１４条第１項中「入学した者」を「入学を許可された者」に、「誓約書に戸籍 

抄本を添えて」を「誓約書を」に改め、同条第２項中「入学を」を「入学の許可

を」に改める。 

第１５条第２項に次のただし書を加える。 

ただし、校長がやむを得ないと認める場合は、山梨県内に居住していない者を

保証人とすることができる。 

第１６条を次のように改める。 

（退学・留学・休学） 

第１６条 学生が退学、留学又は休学をしようとするときは、その理由及び期日を  

 明記し、保護者及び保証人連署の上、校長に申請しその許可を受けなければな 

らない。 

２ 留学及び休学の期間は、３月以上１年以内の連続した期間とし、その期間を変 

更しようとするときは、前項に準じて許可を受けなければならない。 
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３ 校長は、教育上有益と認め、留学を許可した学生について、外国の学校におけ 

る履修を本校における履修とみなし、３４単位を超えない範囲で単位の修得を認

定することができる。 

第１７条を次のように改める。 

第１７条 削除 

第１８条に次の１項を加える。 

３ 校長は、前項の規定により出席停止を命じたにもかかわらず、なお授業料を納 

付しない学生については、除籍することができる。 

 第２２条第２項中「一に」を「いずれかに」に改める。 

 別表を次のように改める。 
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別表（第７条関係） 

学

科

年

次
単位

授業

時数

学

科

年

次
単位

授業

時数

専門 講義 簿記原理Ⅰ 4 68 専門 講義 Ｊａｖａ言語Ⅰ 8 136

専門 演習 簿記演習Ⅰ 3 102 専門 演習 Ｊａｖａ言語演習Ⅰ 4 136

専門 講義 会計学Ⅰ 4 68 専門 演習 ハードウェア演習 2 68

専門 講義 租税法Ⅰ 4 68 専門 演習 ＳＱＬ演習 1 34

専門 演習 会計学演習Ⅰ 6 204

専門 演習 税務会計演習 1 34 その他 講義 ビジネス実務Ⅰ 2 68

その他 講義 社会人基礎力 2 68

その他 講義 ビジネス実務Ⅰ 2 68 その他 講義 山梨地域経済概論 1 34

その他 講義 社会人基礎力 2 68 その他 講義 スポーツⅠ 1 34

その他 講義 山梨地域経済概論 1 34 専門 講義 ソフトウェア 4 68

その他 講義 スポーツⅠ 1 34 専門 講義 情報処理ⅠＡ 4 68

専門 講義 ソフトウェア 4 68 専門 演習 情報処理演習ⅠＡ 4 136

専門 講義 情報処理ⅠＡ 4 68 専門 講義 アプリケーション概論ⅠＡ 4 68

専門 演習 情報処理演習ⅠＡ 4 136 専門 講義 アプリケーション概論ⅠＢ 4 68

専門 講義 アプリケーション概論ⅠＡ 4 68 専門 演習 アプリケーション演習Ⅰ 4 136

専門 講義 アプリケーション概論ⅠＢ 4 68 専門 講義 簿記原理Ⅰ 4 68

専門 演習 アプリケーション演習Ⅰ 4 136 専門 演習 簿記演習Ⅰ 3 102

専門 講義 情報処理ⅠＢ 4 68

専門 演習 情報処理演習ⅠＢ 3 102

40 1,020 40 1,020

その他 講義 ビジネス実務Ⅱ 2 68 その他 講義 ビジネス実務Ⅱ 2 68

その他 講義 スポーツⅡ 1 34 その他 講義 スポーツⅡ 1 34

専門 講義 簿記原理Ⅱ 6 102 専門 講義 情報処理ⅡＡ 6 102

専門 演習 簿記演習ⅡＡ 3 102 専門 演習 情報処理演習ⅡＡ 3 102

専門 講義 経営学総論 6 102 専門 講義 表計算応用 6 102

専門 演習 経営学演習 3 102 専門 演習 表計算応用演習 3 102

専門 講義 会計学Ⅱ 6 102 専門 講義 情報処理概論 6 102

専門 演習 会計学演習Ⅱ 3 102 専門 演習 ネットマーケティング演習 3 102

専門 講義 租税法Ⅱ 6 102 専門 講義 情報処理ⅡＢ 6 102

専門 演習 コンピュータ会計 3 102 専門 演習 情報処理演習ⅡＢ 3 102

その他 講義 英会話 3 102 専門 講義 ＤＴＰ 6 102

その他 講義 中国語 3 102 専門 演習 Ｗｅｂコンテンツ演習 3 102

専門 演習 簿記演習ⅡＢ 3 102 その他 講義 英会話 3 102

専門 講義 ﾌｧｲﾅﾝｼｬﾙ･ﾌﾟﾗﾝﾆﾝｸﾞ 6 102 その他 講義 中国語 3 102

専門 講義 販売総論 6 102 専門 演習 簿記演習ⅡＢ 3 102

専門 講義 ３ＤＣＧ 6 102 専門 講義 ﾌｧｲﾅﾝｼｬﾙ･ﾌﾟﾗﾝﾆﾝｸﾞ 6 102

専門 講義 グラフィック基礎 6 102 専門 講義 販売総論 6 102

専門 講義 情報処理ⅡＡ 6 102 専門 講義 ３ＤＣＧ 6 102

専門 演習 情報処理演習ⅡＡ 3 102 専門 講義 グラフィック基礎 6 102

専門 講義 表計算応用 6 102 専門 講義 Ｊａｖａ言語Ⅱ　　　　　　（タ） 12 204

専門 演習 表計算応用演習 3 102 専門 講義 簿記原理Ⅱ 6 102

専門 講義 情報処理概論 6 102 専門 演習 簿記演習ⅡＡ 3 102

専門 演習 ネットマーケティング演習 3 102 専門 講義 経営学総論 6 102

専門 演習 経営学演習 3 102

専門 講義 情報処理Ⅲ 6 102

専門 演習 情報処理演習Ⅲ 3 102

45 1,020 45 1,020

85 2,040 85 2,040

注１　科目欄に必履修とある科目は、必ず履修する科目である。

注２　科目欄に選択とある科目で、備考欄に「Ａ」とある科目については、（ア）又は（イ）のいずれか一方を選択して履修し、「Ｂ」とある科目について
は、（ウ）又は（エ）のいずれか一方を選択して履修する。

注４　科目欄に選択とある科目で、備考欄に「Ｅ」とある科目については、（キ）又は（ク）のいずれか一方を選択して履修し、「Ｆ」とある科目について
は、（ケ）、（コ）、（サ）のいずれかを選択して履修する。

注５　科目欄に選択とある科目で、備考欄に「Ｇ」とある科目については、（シ）又は（ス）のいずれか一方を選択して履修し、「Ｈ」とある科目につい
ては、（セ）又は（ソ）のいずれか一方を選択して履修する。

注６　科目欄に選択とある科目で、備考欄に「Ｉ」とある科目については、（キ）、（ク）、（タ）のいずれかを選択して履修し、「Ｊ」とある科目については、
（ウ）、（エ）、（チ）のいずれかを選択して履修する。
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二
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次
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必履修

Ｂ

一  年  次  計

選

　

　

択

注３　科目欄に選択とある科目で、備考欄に「Ｃ」とある科目からは（オ）又は（カ）のいずれか一方を選択して履修し、「Ｄ」とある科目からは1科目を
選択して履修する。
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Ａ
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   附 則 

１ この規則は、平成２９年４月１日から施行する。 

２ この規則による改正後の別表の規定は、この規則の施行の日以後において、１ 

学年の学生となった学生（転入その他の理由によりこれと同等とみなされる者を

含む。）について適用し、これ以外の学生については、なお従前の例による。 
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 甲府市教育委員会事務分掌規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

  平成２９年３月２８日 

 

                  

                 甲府市教育委員会 

                 委員長 平 賀 数 人 

 

 

甲府市教育委員会規則第４号 

   甲府市教育委員会事務分掌規則の一部を改正する規則 

 甲府市教育委員会事務分掌規則（平成８年３月教委規則第１号）の一部を次のよ

うに改正する。 

第３条第１項の表生涯学習室、冬季国体課の項中「競技式典係」を「総務企画

係、競技式典係」に改め、同表生涯学習室、スポーツ課の項中「スポーツ係」の次

に「、企画整備係」を加える。 

第９条を削る。 

第９条の２に見出しとして「（幼児教育センター）」を付し、同条を第９条とす

る。 

第２０条第１項の表社会教育センターの項を削る。 

 別表生涯学習室、スポーツ課の項に次の１号を加える。 

 ⑼ スポーツ施設の企画、整備に関すること。 

   附 則 

 この規則は、平成２９年４月１日から施行する。ただし、第９条を削り、第９条

の２に見出しを付し、同条を第９条とする改正規定は、公布の日から施行する。 
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甲府市教育委員会告示第２号  

 

地方自治法施行令第１５８条第１項の規定に基づき、甲府市立学校校舎等使用料

条例（有料運動施設）に係る施設の使用料の収納事務を次のとおり委託したので、

同条第２項の規定により告示する。 

 

平成２９年３月３０日 

 

甲府市教育委員会 

委員長 平 賀 数 人 

 

１ 委託する相手方 

所 在  別紙のとおり 

名 称  別紙のとおり 

２ 委託する期間 

平成２９年４月１日から平成３０年３月３１日まで  

３ 委託する事務  

学校開放事業（有料運動施設）に係る施設の使用料の収納事務 
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選挙管理委員会 
 

甲府市選挙管理委員会告示第３号 

 

地方自治法第７４条第１項及び第７５条第１項並びに市町村合併の特例に関する 

法律第４条第１項及び第５条第１項に規定する選挙権を有する者の総数の１ /５０

の数並びに地方自治法第７６条第１項、第８０条第１項、第８１条第１項及び  

第８６条第１項並びに地方教育行政の組織及び運営に関する法律第８条第１項に

規定する選挙権を有する者の総数の１ /３の数並びに市町村合併の特例に関する 

法律第４条第１１項及び第５条第１５項の規定する選挙権を有する者の総数の  

１/６の数は、次のとおりである。  

 

 

平成２９年３月２日 

 

甲府市選挙管理委員会 

                    委員長 志 村 文 武 

 

 

 

１ １/５０の数        ３，１６６人 

 

２ １/３の数        ５２，７６６人 

 

３ １/６の数        ２６，３８３人 

 

４ 選挙人名簿登録者数   １５８，２９７人 
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公平委員会  

 

 甲府市管理職員等の範囲を定める規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

  平成２９年３月３１日 

 

 

                 甲府市公平委員会 

                 委員長 望 月 政 男 

 

 

甲府市公平委員会規則第１号 

   甲府市管理職員等の範囲を定める規則の一部を改正する規則 

 甲府市管理職員等の範囲を定める規則（昭和４１年９月公平委員会規則第１号） 

の一部を次のように改正する。 

別表市長部局の部本庁の項中「、参事」を削り、「人事係長」の次に「、服務係

長」を加え、同部病院の項中「医療総合研修センター長」の次に「、経営改善対策

部長」を、「科長」の次に「、副放射線部長」を加え、「、参事」を削り、同表教

育委員会の部事務局の項中「、参事」を削る。 

   附 則 

 この規則は、平成２９年４月１日から施行する。 
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監査委員 
 

甲府市監査委員告示第１号 

 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１９９条第１項及び第４項の規定に

よる平成２８年度定期監査、同条第２項の規定による平成２８年度行政監査、同条

第５項の規定による平成２８年度工事監査並びに同条第７項の規定による平成２８

年度財政援助団体等監査を実施したので、その結果に関する報告を同条第９項の規

定により、別冊のとおり公表する。  

 

平成２９年３月１日 

 

甲府市監査委員 

幡 野 治 通 

小 林 憲次郎 

廣 瀬 集 一 
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農業委員会 
 

甲府市農業委員会規程第１号 

 甲府市農地利用最適化推進委員の選任に関する規程を次のように定める。 

平成２９年３月３１日 

 

 

甲府市農業委員会 

会 長 西 名 武 洋 

 甲府市農業委員会の委員の選任に関する規則をここに公布する。樋 口 雄 一 

 

   甲府市農地利用最適化推進委員の選任に関する規程  

 （趣旨） 

第１条 この規程は、農業委員会等に関する法律（昭和２６年法律第８８号。以下 

「法」という。）第１７条第１項の規定に基づき委嘱する甲府市農地利用最適化

推進委員（以下「推進委員」という。）の選任の手続き等に関し、法及び農業委

員会等に関する法律施行規則（昭和２６年農林省令第２３号）に定めるもののほ

か、必要な事項を定めるものとする。  

（推進委員の担当する区域及び選任する人数） 

第２条 法第１７条第２項の規定により甲府市農業委員会（以下「農業委員会」と 

いう。）が定める各推進委員が担当する区域及び当該区域における推進委員の数

は、別表のとおりとする。 

 （推薦の求め、募集の期間等） 

第３条 法第１９条第1項の規定による推薦の求め及び募集の期間は、おおむね１月

とし、推薦の求め及び募集に関しては、甲府市広報及び甲府市ホームページへの

掲載等により適切に周知するものとする。 

（推薦及び募集への応募） 

第４条 法第１９条第１項の規定による推進委員の候補者の推薦をしようとする者

は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定めるところにより推薦を行うものと

する。 

⑴ 個人による推薦 農業者等３名以上の連名により、その代表者が、甲府市農 

地利用最適化推進委員推薦書（個人推薦書）（第１号様式）に推薦を受ける者 

の本籍及び筆頭者の記載がある住民票を添えて、農業委員会に提出する。 

⑵ 法人又は団体による推薦 農業者の組織する団体その他の関係団体の代表者  

が、甲府市農地利用最適化推進委員推薦書（団体推薦書）（第２号様式）に推 

薦を受ける者の本籍及び筆頭者の記載がある住民票を添えて、農業委員会に提 

出する。 

２ 法第１９条第１項の規定による推進委員になろうとする者の募集に応募しよう

とする者は、甲府市農地利用最適化推進委員応募書（第３号様式）に本籍及び筆

頭者の記載がある住民票を添えて、農業委員会に提出するものとする。 
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（情報の公表） 

第５条 法第１９条第２項に規定する情報は、募集期間の中間及び期間終了後、甲

府市ホームページに掲載して遅滞なく公表するものとする。  

（候補者の選考） 

第６条 農業委員会は、第４条の規定による推薦及び募集の結果に基づき、別に定 

めるところにより設置する推進委員の候補者選考委員会（以下「選考委員会」と

いう。）に候補者の選考を求めるものとする。  

（推進委員の選任） 

第７条 農業委員会は、選考委員会の報告を尊重して、推進委員を選任し、委嘱す 

るものとする。 

 （その他） 

第８条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。  

   附 則 

この規程は、公布の日から施行する。 
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甲府市農業委員会規程第２号 

 甲府市農地利用最適化推進委員候補者選考委員会規程を次のように定める。 

平成２９年３月３１日 

 甲府市農業委員候補者選考委員会規則をここに公布する。 

 

甲府市農業委員会 

会 長 西 名 武 洋 

 

   甲府市農地利用最適化推進委員候補者選考委員会規程 

 （設置） 

第１条 甲府市農地利用最適化推進委員（以下「推進委員」という。）の候補者を

選考するため、農地利用最適化推進委員候補者選考委員会（以下「選考委員会」

という。）を設置する。 

 （任務） 

第２条 選考委員会は、甲府市農業委員会（以下「農業委員会」という。）の求め

に応じ、推進委員候補者の選考を行い、農業委員会に報告するものとする。 

 （組織） 

第３条 選考委員会は、委員６人以内で組織する。 

２ 選考委員会の委員は、農業委員会の会長及び会長以外の農業委員会の委員のう

ちから会長が指名する者をもって充てる。 

 （任期等） 

第４条 選考委員の任期は、農業委員会の委員の任期とする。 

（委員長） 

第５条 選考委員会に委員長を置き、農業委員会の会長をもって充てる。 

２ 委員長は、選考委員会の会務を総理し、選考委員会を代表する。 

３ 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代 

理する。 

（会議） 

第６条 選考委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。 

２ 選考委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。 
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３ 選考委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決 

するところによる。 

４ 選考委員会の会議は非公開とする。 

（秘密保持） 

第７条 選考委員は、選考委員会で知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を 

退いた後も、同様とする。 

（その他） 

第８条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。 

   附 則 

この規程は、公布の日から施行する。 
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                    甲府市農業委員会告示第３号  

 

 農業委員会等に関する法律第２７条第１項の規定に基づき甲府市農業委員会３月

定例総会を、平成２９年３月２８日午後２時００分、甲府市南公民館において開催

し、付議すべき事項について協議するので、甲府市農業委員会総会会議規則第２条

の規定により公告する。 

 

  平成２９年３月２４日 

 

                甲府市農業委員会会長 西 名 武 洋 

 

付議すべき事項 

１ 農地法に基づく申請・届出等について 

２ 農地法第３条による農地の権利取得に係る下限面積の設定について  

３ 平成２９年４月告示分農用地利用集積計画について  

４ 平成２９年４月告示分農地中間管理権に係る農用地利用集積計画について 

５ 平成２９年度甲府市農業委員会活動基本目標について  

６ 平成２９年度甲府市農業委員会年間事業計画について  
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上下水道局 
 

甲府市上下水道局管理規程第１号 

 甲府市上下水道局物品供給入札者指名選考委員会規程の一部を改正する規程を次

のように定める。 

  平成２９年３月１７日 

 

 

             甲府市上下水道事業管理者職務代理者 

             甲府市上下水道局業務部長 堀内 正仁 

 

 

   甲府市上下水道局物品供給入札者指名選考委員会規程の一部を改正する規程  

 甲府市上下水道局物品供給入札者指名選考委員会規程（平成１９年４月管理規程

第２５号）の一部を次のように改正する。 

 第１条中「甲府市水道事業契約規程」を「甲府市上下水道局契約規程」に改める。 

 第５条第１項中「業務総室長」を「工務部長」に改め、同条第２項中「会議を招

集し、その議長となる」を「会議を招集する」に改める。 

 第８条の見出しを「（庶務）」に改め、同条第１項中「に幹事を置き」を「の庶

務は」に、「管財契約係長をもって充てる」を「管財契約係において処理する」に

改め、同条第２項を削る。 

 別表を次のように改める。 

 別表（第４条関係） 

                委員 

 業務部長 工務部長 業務総室長 工務総室長 総務課長 経営企画課長 

  附 則 

この規程は、平成２９年４月１日から施行する。 

 

- 219 -



甲府市上下水道局管理規程第２号 

 甲府市上下水道局企業職員初任給、昇給等の基準に関する規程の一部を改正する

規程を次のように定める。 

  平成２９年３月３０日 

 

 

             甲府市上下水道事業管理者職務代理者 

             甲府市上下水道局業務部長 堀内 正仁 

 

 

甲府市上下水道局企業職員初任給、昇給等の基準に関する規程の一部を改正

する規程 

 甲府市上下水道局企業職員初任給、昇給等の基準に関する規程（平成１８年３月

管理規程第８号）の一部を次のように改正する。 

 第１０条の次に次の１条を加える。 

 （降号の場合の号給） 

第１０条の２ 甲府市職員の分限に関する条例（昭和３８年４月条例第１２号）第

４条の規定により職員を降号させる場合におけるその者の号給は、管理者が定め

る号給とする。 

 第１１条の次に次の１条を加える。 

 （昇給日の前日までの間において併せて考慮する事由） 

第１１条の２ 給与規程第３条第４項の管理者が定める事由は、懲戒処分を受ける

ことが相当とされる行為をしたこととする。 

第１３条第１項中「Ａ」を「Ｓ」に、「Ｂ」を「Ａ」に、「Ｃ」を「Ｂ」に、 

「Ｄ」を「Ｃ」に、「Ｅ」を「Ｄ」に改め、同条第２項中「昇給区分に」を「昇給

区分を考慮し」に、「Ｄ」を「Ｃ」に、「Ｅ」を「Ｄ」に改め、同条第３項中「Ａ

及びＢ」を「Ｓ及びＡ」に改め、同条第４項及び第９項中「Ａ又はＢ」を「Ｓ又は

Ａ」に改める。 

 別表第５昇給号給数表中「Ａ」を「Ｓ」に、「Ｂ」を「Ａ」に、「Ｃ」を「Ｂ」

に、「Ｄ」を「Ｃ」に、「Ｅ」を「Ｄ」に改める。 
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   附 則 

 この規程は、平成２９年４月１日から施行する。 
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甲府市上下水道局管理規程第３号 

 甲府市上下水道局職務分類基準に関する規程の一部を改正する規程を次のように

定める。 

  平成２９年３月３０日 

 

 

             甲府市上下水道事業管理者職務代理者 

             甲府市上下水道局業務部長 堀内 正仁 

 

 

甲府市上下水道局職務分類基準に関する規程の一部を改正する規程 

 甲府市上下水道局職務分類基準に関する規程（昭和５８年３月管理規程第５号）

の一部を次のように改正する。 

 別表級別基準職務表６級の項を次のように改める。 

６級 １ 課長及び担当課長の職務 

２ 主幹の職務 

 

   附 則 

 この規程は、平成２９年４月１日から施行する。 
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甲府市上下水道局管理規程第４号 

 甲府市上下水道局職員職名規程等の一部を改正する規程を次のように定める。 

  平成２９年３月３０日 

 

 

             甲府市上下水道事業管理者職務代理者 

             甲府市上下水道局業務部長 堀内 正仁 

 

 

   甲府市上下水道局職員職名規程等の一部を改正する規程 

 （甲府市上下水道局職員職名規程の一部改正） 

第１条 甲府市上下水道局職員職名規程（昭和３０年１２月管理規程第８号）の一

部を次のように改正する。 

  別表第１を次のように改める。  

職名           補職名 

事務職員 

技術職員 

部長、室長、課長、主幹、課長補佐、係長、主任、 

主事、技師 

（甲府市上下水道局事案決定規程の一部改正） 

第２条 甲府市上下水道局事案決定規程（昭和４８年８月管理規程第１６号）の一

部を次のように改正する。 

  第２条中第４号を削り、第５号を第４号とする。 

  第８条の表を次のように改める。 

管理者が決定する事案 主管に係る部長、室長及び課長 

部長が決定する事案 主管に係る室長、課長及び係長 

室長が決定する事案 主管に係る課長及び係長 

課長が決定する事案 主管に係る係長 

 第８条第２項中「、課長又は参事」を「又は課長」に、「、参事又は係長」を

「又は係長」に改める。 
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  別表第２ 業務部、業務総室、総務課の表中 

 「 

２ 人事研修に関する事項     

（１） 職員の採用試験の実施、臨時職

員及び嘱託職員の雇用及び解雇に関す

ること。 

 ○    

                                   」を 

 「 

２ 人事研修に関する事項     

（１） 臨時職員及び非常勤嘱託職員に

係る雇用及び解雇に関すること。 
   ○  

                                   」に 

 改める。 

   附 則 

 この規程は、平成２９年４月１日から施行する。 
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甲府市上下水道局管理規程第５号 

甲府市上下水道局組織及び業務分掌規程の一部を改正する規程を次のように定め

る。 

  平成２９年３月３０日 

 

 

             甲府市上下水道事業管理者職務代理者 

             甲府市上下水道局業務部長 堀内 正仁 

 

 

甲府市上下水道局組織及び業務分掌規程の一部を改正する規程 

 甲府市上下水道局組織及び業務分掌規程（平成１７年３月管理規程第３号）の一

部を次のように改正する。 

 第７条の２を削る。 

 別表工務部、工務総室、計画課の項第８号中「共用開始」を「供用開始」に改め、

同表工務部、水道管理室、水道課の項第８号中「有効率」を「有収率」に、「水道

分解」を「水道分会」に改め、同表工務部、下水道管理室、下水道課の項第５号中

「有効率」を「有収率」に、「下水道分解」を「下水道分会」に改め、同表工務部、

みず管理室の項を削る。 

   附 則 

 この規程は、平成２９年４月１日から施行する。 
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甲府市上下水道局管理規程第６号 

 甲府市水道事業及び下水道事業の用に供する資産の管理規程の一部を改正する規

程を次のように定める。 

  平成２９年３月３０日 

 

 

             甲府市上下水道事業管理者職務代理者 

             甲府市上下水道局業務部長 堀内 正仁 

 

 

甲府市水道事業及び下水道事業の用に供する資産の管理規程の一部を改正す

る規程 

 甲府市水道事業及び下水道事業の用に供する資産の管理規程（平成８年６月管理

規程第３７号）の一部を次のように改正する。 

 第４条の見出しを「（経営会議への付議）」に改め、同条第１項中「（以下「会

議」という。）」を削り、「付し、管理者に報告し」を「付さ」に改め、同条第２

項を削る。 

   附 則 

 この規程は、平成２９年４月１日から施行する。 
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甲府市上下水道局管理規程第７号 

 甲府市上下水道局労働安全衛生委員会規程の一部を改正する規程を次のように定

める。 

  平成２９年３月３０日 

 

 

             甲府市上下水道事業管理者職務代理者 

             甲府市上下水道局業務部長 堀内 正仁 

 

 

甲府市上下水道局労働安全衛生委員会規程の一部を改正する規程 

 甲府市上下水道局労働安全衛生委員会規程（昭和３７年８月管理規程第１３号）

の一部を次のように改正する。 

 第４条第１項中「９名」を「１０名」に改め、同項に次の 1 号を加える。 

 ⑷ 産業医のうちから管理者が指名した者１名 

   附 則 

 この規程は、平成２９年４月１日から施行する。 

- 227 -



甲府市上下水道局管理規程第８号 

甲府市上下水道局職員被服貸与規程の一部を改正する規程を次のように定める。 

  平成２９年３月３０日 

 

 

             甲府市上下水道事業管理者職務代理者 

             甲府市上下水道局業務部長 堀内 正仁 

 

 

   甲府市上下水道局職員被服貸与規程の一部を改正する規程 

 甲府市上下水道局職員被服貸与規程（昭和２９年３月管理規程第１号）の一部を

次のように改正する。 

 第２条第 1 項中「職員」の次に「（以下「職員」という。）」を加え、「貸与す

る被服」を「貸与する被服等（以下「被服」という。）」に、「減らし」を「増減

し、又は」に改め、同条第２項を次のように改める。 

２ 貸与期間の定めのない被服において、当該被服が使用に堪えなくなったときは、

別に定める申請書を総務課長に提出し、必要と認めた場合は貸与する。 

 第３条中「貸与品の使用期間」を「貸与期間の定めのある被服の貸与期間」に、

「当該被服使用者」を「職員」に改める。 

 第４条の見出しを「（被服の付与及び返納）」に改め、同条第１項を次のように

改める。 

  貸与期間の満了した被服は、職員に付与するものとする。 

 第４条第２項中「使用期間の終らない貸与品で退職、休職、転職、死亡の際」を

「職員は、退職等により被服の貸与を必要としなくなったとき」に改め、同条第３

項中「貸与品」を「被服」に改める。 

 第５条中「貸与品」を「被服」に改める。 

 第６条を次のように改める。 

 （補則） 

第６条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。 

 別表を次のように改める。 
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 別表（第２条関係） 

職名 種類 数量 貸与期間  摘要 

事務職員  夏作業服（上下） １ ３年  

冬作業服（上下） １ ４年  

事務服（上下） １ ３年 女子職員 

安全靴 １   

長靴 １   

帽子 １   

防寒服（上） １   

技術職員  夏作業服（上下） ２ ２年  

冬作業服（上下） １ ３年 下２ 

白衣 １ ２年 水質検査に従事する職員 

安全靴 １   

長靴 １   

帽子 １   

防寒服（上） １   

   附 則 

 この規程は、平成２９年４月１日から施行する。 
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甲府市上下水道局告示第１４号 

 

甲府市下水道条例（昭和３７年７月条例第３３号）第６条の規定に定める甲府市

下水道工事指定店として指定したので、甲府市下水道工事指定店規程（平成１９年

４月管理規程第３０号）第１１条の規定により、次のとおり告示する。 

 

  平成２９年３月２３日 

 

                 甲府市上下水道事業管理者職務代理者 

                 甲府市上下水道局業務部長 堀内 正仁 

 

指定年月日   平成２９年３月２３日 

指 定 番 号   第３０１号 

指 定 店 名   株式会社 トーレイ 

所 在 地   甲府市中町５－１ 

代表者氏名   矢崎 忠芳 
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甲府市災害対策本部 
 

甲府市災害対策本部規程第１号 

 甲府市災害対策本部活動規程の一部を改正する規程を次のように定める。 

  平成２９年３月３１日 

 

 

                  甲府市災害対策本部 長  

                  甲府市長 樋 口 雄 一 

 

 

甲府市災害対策本部活動規程の一部を改正する規程 

甲府市災害対策本部活動規程（昭和３９年８月災害対策本部規程第１号）の一部

を次のように改正する。 

第６条第２項中「、防災班長、危機管理室担当課長班長」を「、防災企画班長、

防災指導班長、危機管理担当課長班長」に改める。 

別表第１危機管理部、危機管理室の項を次のように改める。 

危機管理室 

（危機管理

室長） 

防災企画班 

（防災企画課長） 

１ 災害対策本部の設置、運営及び庶務

に関すること。 

２ 本部員会議に関すること。 

３ 災害情報の収集及び伝達に関するこ

と。 

４ 防災行政無線の運用統制に関するこ

と。 

５ 災害状況及び救助活動の記録統計に

関すること。 

６ 警戒区域の設定に関すること。 

７ 災害時の相互援助協定に関するこ

と。 

８ 地域連絡所との連絡調整に関するこ

と。 

９ 自衛隊その他関係機関への派遣及び

応援要請に関すること。 

１０ 県、指定地方行政機関及び指定地

方公共機関その他関係機関との連絡に

関すること。 

１１ 災害救助法の適用要請及び県との

連絡に関すること。 

１２ 災害救助費の経理に関すること。 

防災指導班 

（防災指導課長） 
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  １３ 被災者名簿に関すること。 

１４ 避難行動要支援者名簿に関するこ

と。 

危機管理班 

（危機管理課長） 

１ 本部員への連絡招集に関すること。 

２ 職員の非常招集及び解散の決定に関

すること。 

３ 自衛隊その他関係機関への派遣及び

応援判断に関すること。 

４ 連絡室長会議に関すること。 

５ 防災企画班への応援に関すること。 

危機管理担当課長

班 

（危機管理担当課

長） 

別表第 1 企画部の項を削る。 

別表第 1 総務部、契約管財室の項を次のように改める。 

契約管財室 

（契約管財

室長） 

 

契約班 

（契約課長） 

災害応急対策に要する資機材、生活必需

品、医薬品及び燃料等の調達に関するこ

と。 

指導検査班 

（指導検査課長） 

部内各班への応援に関すること。 

 

指導検査担当課長

班 

（指導検査担当課

長） 

財産活用班 

（財産活用課長） 

管財班 

（管財課長） 

１ 資機材等の緊急輸送に関すること。 

２ 庁用自動車の配車及び民間自動車の

借り上げに関すること。 

３ 庁内自衛消防隊の活動に関するこ

と。 

４ 庁舎設備の管理・復旧に関すること。 

５ 市有財産の管理に関すること。 

別表第 1 総務部、市長室、担当課長班の項を、次のように改める。 

市民の声担当課長班 

（市民の声担当課

長） 

秘書班への応援に関すること。 

国際交流都市担当課

長班 

（国際交流都市担当

課長） 

別表第 1 総務部の項の次に次のように加える。 

企画部 企画総室 総務班 １ 部内の活動の調整及び連絡に関
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（ 企 画

部長） 

リ ニ ア

交 通 政

策監は、

部 長 を

補 佐 す

る。 

 

（企画総室

長） 

（総務課長） すること。 

２ 部内の庶務に関すること。 

３ 各部との連絡に関すること。 

企画班 

（企画課長） 

部内各班への応援に関すること。 

地域振興班 

（地域振興課長） 

企画財政室 

（企画財政

室長） 

行政改革班 

（行政改革課長） 

部内各班への応援に関すること。 

財政班 

（財政課長） 

１ 本部活動費の経理に関するこ

と。 

２ その他災害の経理に関するこ

と。 

リニア交通

室 

（リニア交

通室長） 

リニア政策班 

( リニア政策課

長) 

１ 部内各班への応援に関するこ

と。 

２ 交通関係機関との連絡調整に

関すること。 交通政策班 

(交通政策課長) 

記念事業室 

（記念事業

室長） 

開府５００年企

画班 

（開府５００年

企画課長） 

部内各班への応援に関すること。 

開府５００年事

業班 

（開府５００年

事業課長） 

別表第１福祉保健部、福祉保健総室の項を次のように改める。 

福祉保健総

室 

（福祉保健

総室） 

総務班 

（総務課長） 

１ 部内の活動の調整及び連絡に関する

こと。 

２ 部内の庶務に関すること。 

３ 部の管理に属する施設等への応急対

策の指示及び被災状況のとりまとめに

関すること。 

４ 社会福祉関係施設の被害調査及び応

急対策に関すること。 

５ 社会事業団体及び奉仕団等の連絡に

関すること。 

６ 救助物資及び義援金等の受付及び保 
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  管に関すること。 

７ 救助物資及び義援金等の配分計画に

関すること。 

保健所設置班 

（保健所設置

課長） 

部内各班への応援に関すること。 

健康衛生班 

（健康衛生課

長） 

１ 感染症予防指導に関すること。 

２ 感染症の発生時等の消毒作業に関す

ること。 

３ 傷病者の収容及び応急手当に関する

こと。 

４ 医療救護運営連絡会議の運営に関す

ること。 

５ 災害による遺体の処理に関すること。 

６ 公私医療機関との連絡に関すること。 

７ 地域保健活動チームの活動調整に関

すること。 

８ 避難行動要支援者等の対応に関する

こと。 

生活福祉班 

（生活福祉課

長） 

部内各班への応援に関すること。 

別表第１福祉保健部、長寿支援室の項を次のように改める。 

長寿支援室 

(長寿支援 

室長） 

高齢者福祉班 

（高齢者福祉

課長） 

１ 避難行動要支援者等の対応に関する

こと。 

２ 福祉避難所の開設に関すること。 

地域包括班 

（地域包括課

長） 

部内各班への応援に関すること。 

介護保険班 

（介護保険課

長） 

１ 避難行動要支援者等の対応に関する

こと。 

２ 福祉避難所の開設に関すること。 

障がい福祉班 

（障がい福祉

課長） 

 別表第１環境部、廃棄物対策室の項を次のように改める。 

廃棄物対策

室 

（廃棄物対

策室長） 

減量班 

（減量課長） 

１ 部内各班への応援に関すること。 

２ 廃棄物の区分・処理方法についての住

民への指導、相談に関すること。 

３ 指定管理者制度導入施設における施

設利用者等の安全確保に関すること。 

 収集班 

（収集課長） 

１ 避難所及び一般家庭から排出される、

ごみ・がれき等の収集及び運搬に関する
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こと。 

２ ごみ・がれき等の臨時集積所の設置と

管理に関すること。 

３ 避難所の仮設トイレ及び一般家庭か

ら排出されるし尿等の収集及び運搬に

関すること。 

４ 防疫のための被災地域の消毒指導及

び実施に関すること。 

５ 支援業者への収集運搬委託事務に関

すること。 

処理班 

（処理課長） 

１ 避難所及び一般家庭から排出される、

ごみ・がれき等の処理に関すること。 

２ ごみ・がれき等の仮置場の設置と管理

に関すること。 

３ がれきの分別、処理に関すること。 

４ 避難所及び一般家庭から排出される、

し尿等の処理に関すること。 

５ 処理施設の点検、被災施設の復旧に関

すること。 

６ 支援業者への処理委託業務に関する

こと。 

別表第１産業部、農林振興室、農政班の項を次のように改める。 

農政班 

（農政課長） 

１ 農作物、農耕地の被害状況調査及び

応急対策に関すること。 

２ 家畜の応急対策、応急救護及び防疫

に関すること。 

３ 農業団体等との連絡調整に関するこ

と。 

４ 農業用施設等の被災証明書の交付に

関すること。 

５ 農道、農業用施設等の被害状況調査

及び復旧工事に関すること。 

６ 農業集落排水施設の被害状況調査及

び復旧工事に関すること。 

担当課長班 

（農地再生担当

課長） 

別表第１建設部、建設総室の項に次のように加える。 

空き家対策班 

（空き家対策課

長） 

部内各班への応援に関すること。 

 別表第１病院部、病院事務総室、総務班及び医事班の項を次のように改める。 

総務班 

（総務課長） 

１ 部内の活動の調整及び連絡に関

すること。 
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経営企画班 

（経営企画班長） 

２ 部内の庶務に関すること。 

３ 部の管理に属する施設等への応

急対策の指示及び被災状況のとり

まとめに関すること。 

４ 職員の動員に関すること。 

医事班 

（医事課長） 

 別表第１病院部、病院事務総室、医療安全管理班及び医療総合研修センター班の

項を次のように改める。 

 医療総合研修セン

ター班 

（医療総合研修セン

ター長） 

診療班への応援に関すること。 

 

医療安全管理班 

（医療安全管理部

長） 

経営改善対策班 

（経営改善対策部

長） 

別表第１上下水道部、業務総室、工事検査班の項を削る。 

別表第１教育部、教育総室、学校教育班の項を次のように改める。 

学校教育班 

（学校教育課長） 

１ 災害発生時における児童、生徒の

避難及び応急教育指導に関するこ

と。 

 ・登校、下校に関すること。 

・緊急避難に関すること。 

・臨時休業に関すること。 

・各学校の被災状況、被災児童生徒

の実態調査に関すること。 

・授業再開までの諸調査に関するこ

と。 

２ 教科書、教材文房具等の交付に関

すること。 

３ 保健衛生に関すること。 

４ 学校給食に関すること。 

別表第１教育部、教育総室、学事班、甲府商業高等学校事務局班、甲府商科専門

学校事務局班及び教育施設班の項を次のように改める。 

学事班 

（学事課長） 

学校教育班への応援に関すること。 

教育施設班 

（教育施設課長） 

建設部建築営繕班の事務 

甲府商業高等学校事

務局班 

（甲府商業高等学校

学校教育班への応援に関すること。 
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事務長） 

甲府商科専門学校事

務局班 

（甲府商科専門学校

事務長） 

別表第１消防部の項を次のように改める。 

総務班 

（総務課長） 

甲府地区広域行政事務組合消防計画

による。 

警防班 

（警防課長） 

救急救助班 

（救急救助課長） 

消防班 

（所轄署長） 

企画班 

（企画課長） 

人事班 

（人事課長） 

予防班 

（予防課長） 

指令班 

（指令課長） 

別表第２(別紙その１)を次のように改める。 

部等    室等 部長が指名する職員の課等 

危機管理部 危機管理室 防災企画課・防災指導課 

市民部 市民総室 総務課・中道支所・上九一色出張所 

産業部 産業総室・農林振興室 総務課・農政課・林政課 

建設部 建設総室・まち開発

室・まち保全室 

総務課・建築指導課・道路河川課 

上下水道部 全室  

消防部  各署 

別表第２(別紙その２) 危機管理部、企画部及び総務部の項を次のように改める。 

危機管理部（総

合戦略監を含

む。） 

危機管理室・都市戦略

室 

防災企画課・防災指導課・危機管理課

（危機管理担当課長を含む。）・シティプ

ロモーション課 

総務部 総務総室・人事管理

室・契約管財室 

総務課・情報課・人事課・契約課・管

財課 

 市長室 全課 

企画部（リニア

交通政策監を

全室 全課 
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含む。） 

別表第２(別紙その２)産業部の項中「農政課」の次に「（農地再生担当課長を含

む。）」を加える。 

 

   附 則 

 この規程は、平成２９年４月１日から施行する。 
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甲府市地震災害警戒本部 
 

甲府市地震災害警戒本部規程第１号 

 甲府市地震災害警戒本部活動規程の一部を改正する規程を次のように定める。 

  平成２９年３月３１日 

 

 

                  甲府市地震災害警戒本部長  

                  甲府市長 樋 口 雄 一 

 

 

甲府市地震災害警戒本部活動規程の一部を改正する規程 

甲府市地震災害警戒本部活動規程（昭和５４年地震災害警戒本部規程第１号）の

一部を次のように改正する。 

第６条第２項中「、防災班長、危機管理室担当課長班長」を「、防災企画班長、

防災指導班長、危機管理担当課長班長」に改める。 

別表第１危機管理部、危機管理室の項を次のように改める。 

危機管理室 

（危機管理

室長） 

防災企画班 

（防災企画課長） 

１ 警戒本部の設置、運営及び庶務に関

すること。 

２ 本部員会議に関すること。 

３ 県警戒本部からの受信に関するこ

と。 

４ 地震情報の収集及び伝達に関するこ

と。 

５ 避難状況等の情報収集に関するこ

と。 

６ 防災信号発令に関すること。 

７ 防災行政無線の運用統制に関するこ

と。 

８ 地域連絡所との連絡調整に関するこ

と。 

９ 自衛隊その他関係機関との連絡に関

すること。 

１０ 避難状況等県知事への報告並びに

県本部との連絡に関すること。 

１１ 避難行動要支援者名簿に関するこ

と。 

防災指導班 

（防災指導課長） 

危機管理班 

（危機管理課長） 

１ 本部員への連絡招集に関すること。 

２ 職員の非常招集及び解散の決定に関 
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 危機管理担当課長

班 

（危機管理担当課

長） 

すること。 

３ 自衛隊その他関係機関への応援判断

及び初動依頼に関すること。 

４ 連絡室長会議に関すること。 

５ 防災企画班への応援に関すること。 

別表第 1 企画部の項を削る。 

別表第 1 総務部、契約管財室の項を次のように改める。 

契約管財室 

（契約管財

室長） 

 

契約班 

（契約課長） 

発災に備えての資機材、生活必需品、医

薬品及び燃料等の調達に関すること。 

指導検査班 

（指導検査課長） 

部内各班への応援に関すること。 

 

指導検査担当課長

班 

（指導検査担当課

長） 

財産活用班 

（財産活用課長） 

管財班 

（管財課長） 

１ 資機材等の緊急輸送に関すること。 

２ 庁用自動車の配車及び民間自動車の

借上げに関すること。 

３ 庁内自衛消防隊による庁内人員の避

難誘導等に関すること。 

４ 庁舎設備の管理に関すること。 

別表第 1 総務部、市長室、担当課長班の項を、次のように改める。 

市民の声担当課長班 

（市民の声担当課

長） 

秘書班への応援に関すること。 

国際交流都市担当課

長班 

（国際交流都市担当

課長） 

別表第 1 総務部の項の次に次のように加える。 

企画部 

（ 企 画

部長） 

リ ニ ア

交 通 政

策監は、

部 長 を

補 佐 す

る。 

企画総室 

（企画総室

長） 

総務班 

（総務課長） 

１ 部内の活動の調整及び連絡に

関すること。 

２ 部内の庶務に関すること。 

３ 各部との連絡に関すること。 

企画班 

（企画課長） 

部内各班への応援に関すること。 

地域振興班 

（地域振興課長） 

行政改革班 

（行政改革課長） 
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財政班 

（財政課長） 

１ 本部活動費の経理に関するこ

と。 

２ 発災に備えての備蓄類の予算

措置に関すること。 

リニア交通

室 

（リニア交

通室長） 

リニア政策班 

（リニア政策課

長） 

１ 部内各班への応援に関するこ

と。 

２ 交通関係機関との連絡調整に

関すること。 交通政策班 

（交通政策課長） 

記念事業室 

（記念事業

室長） 

開府５００年企

画班 

（開府５００年

企画課長） 

部内各班への応援に関すること。 

開府５００年事

業班 

（開府５００年

事業課長） 

別表第１福祉保健部、福祉保健総室の項を次のように改める。 

福祉保健総

室 

（福祉保健

総室） 

総務班 

（総務課長） 

１ 部内の活動の調整及び連絡に関する

こと。 

２ 部内の庶務に関すること。 

３ 部の管理に属する施設等への情報伝

達及び応急対策の指示に関すること。 

４ 社会福祉施設への情報伝達及び応急

計画の指導に関すること。 

保健所設置班 

（保健所設置

課長） 

部内各班への応援に関すること。 

健康衛生班 

（健康衛生課

長） 

１ 公私医療機関との連絡に関すること。 

２ 応急医療体制の準備に関すること。 

３ 避難行動要支援者等の事前避難等に

関すること。 

生活福祉班 

（生活福祉課

長） 

部内各班への応援に関すること。 

別表第１福祉保健部、長寿支援室の項を次のように改める。 

長寿支援室 

(長寿支援 

室長） 

 

 

 

高齢者福祉班 

（高齢者福祉

課長） 

１ 避難行動要支援者等の事前避難等に

関すること。 

２ 福祉避難所の開設の準備に関するこ

と。 

地域包括班 

（地域包括課

部内各班への応援に関すること。 
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長） 

介護保険班 

（介護保険課

長） 

１ 避難行動要支援者等の事前避難等に

関すること。 

２ 福祉避難所の開設の準備に関するこ

と。 障がい福祉班 

（障がい福祉

課長） 

 別表第１環境部、廃棄物対策室の項を次のように改める。 

廃棄物対策

室 

（廃棄物対

策室長） 

減量班 

（減量課長） 

１ 部内各班への応援に関すること。 

２ 廃棄物の区分・処理方法についての

住民への指導、相談に関すること。 

３ 指定管理者制度導入施設における施

設利用者等の安全確保に関すること。 

収集班 

（収集課長） 

１ 避難所及び一般家庭から排出され

る、ごみ・がれき等の収集及び運搬に

関すること。 

２ ごみ・がれき等の臨時集積所の設置

と管理に関すること。 

３ 避難所の仮設トイレ及び一般家庭か

ら排出されるし尿等の収集及び運搬に

関すること。 

４ 防疫のための被災地域の消毒指導及

び実施に関すること。 

５ 支援業者への収集運搬委託事務に関

すること。 

処理班 

（処理課長） 

１ 避難所及び一般家庭から排出され

る、ごみ・がれき等の処理に関するこ

と。 

２ ごみ・がれき等の仮置場の設置と管

理に関すること。 

３ がれきの分別、処理に関すること。 

４ 避難所及び一般家庭から排出され

る、し尿等の処理に関すること。 

５ 処理施設の点検、被災施設の復旧に

関すること。 

６ 支援業者への処理委託業務に関する

こと。 

別表第１産業部、農林振興室、農政班の項を次のように改める。 

農政班 

（農政課長） 

１ 農業団体等の施設、設備への応急

対策に関すること。 

２ 農業団体等との連絡調整に関す

ること。 
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農地再生担当課長班 

（農地再生担当課

長） 

３ 農道、農業用施設等の被害状況調

査及び応急措置に関すること。 

４ 農業集落排水施設の被害状況調

査及び応急措置に関すること。 

別表第１建設部、建設総室の項に次のように加える。 

空き家対策班 

（空き家対策課長） 

部内各班への応援に関すること。 

 別表第１病院部、病院事務総室、総務班及び医事班の項を次のように改める。 

総務班 

（総務課長） 

１ 部内の活動の調整及び連絡に関

すること。 

２ 部内の庶務に関すること。 

３ 部の管理に属する施設等への情

報伝達及び応急対策の指示に関す

ること。 

４ 職員の動員に関すること。 

経営企画班 

（経営企画班長） 

医事班 

（医事課長） 

 別表第１病院部、病院事務総室、医療安全管理班及び医療総合研修センター班の

項を次のように改める。 

医療総合研修センタ

ー班 

（医療総合研修セン

ター長） 

診療班への応援に関すること。 

 

医療安全管理班 

（医療安全管理部

長） 

経営改善対策班 

（経営改善対策部

長） 

別表第１上下水道部、業務総室、工事検査班の項を削る。 

別表第１教育部、教育総室、学事班、甲府商業高等学校事務局班、甲府商科専門 

学校事務局班及び教育施設班の項を次のように改める。 

学事班 

（学事課長） 

学校教育班への応援に関すること。 

教育施設班 

（教育施設課長） 

建設部建築営繕班の事務 

甲府商業高等学校事 学校教育班への応援に関すること。 

務局班  

（甲府商業高等学校

事務長） 

甲府商科専門学校事

務局班 

（甲府商科専門学校
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事務長） 

別表第１消防部の項を次のように改める。 

総務班 

（総務課長） 

甲府地区広域行政事務組合消防計画

による。 

警防班 

（警防課長） 

救急救助班 

（救急救助課長） 

消防班 

（所轄署長） 

企画班 

（企画課長） 

人事班 

（人事課長） 

予防班 

（予防課長） 

指令班 

（指令課長） 

 

   附 則 

 この規程は、平成２９年４月１日から施行する。 
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任免辞令 
（市長事務部局） 

 

福祉保健部  福祉保健総室  生活福祉課  係長     田中 尚也 

退職を承認する 

以 上      発 令 日  平成２９年 ３月１０日 

 

市長直轄組織  危機管理室   危機管理担当課長      平井 親一 

退職を承認する 

以 上      発 令 日  平成２９年 ３月１５日 

 

     進藤  明 

事務職員に採用する 

行政事務職を命ずる 

市長直轄組織危機管理室危機管理担当課長を命ずる  

以 上      発 令 日  平成２９年 ３月１６日 

 

総務部 契約管財室指導検査担当課長 

 

早川 俊彦 

総務部 契約管財室指導検査課 課長 松田 敏彦 

総務部 契約管財室管財課 統括主任 末木 良実 

市民部 中道支所 課長 内藤 秀明 

市民部 中道支所 課長補佐 長田 当正 

市民部 中道支所 係長 小林 一秀 

子ども未来部 子ども未来総室 室長 林本 亮一 

子ども未来部 子ども未来総室  子ども支援課 課長補佐 柳沢 義昭 

環境部 廃棄物対策室   処理課 統括主任 清水  孝 

環境部 廃棄物対策室   処理課 統括主任 保坂 正樹 

環境部 廃棄物対策室   処理課 技能主任 成島  寛 

産業部 産業総室     雇用創生課 課長 宮川  洋 

建設部   部長 七沢 福富 

建設部 建設総室     住宅課 課長補佐 森澤 良直 

建設部 まち開発室    都市整備課 課長補佐 丸茂 徹也 

建設部 まち開発室    建築指導課 課長 岩間 隆秀 

建設部 まち保全室    公園緑地課 課長補佐 内藤 秀高 
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建設部 まち保全室    公園緑地課 作業主任 遠藤  仁 

建設部 まち保全室    建築営繕課 課長 田邉 俊彦 

建設部 まち保全室    建築営繕課 課長補佐 窪田 方樹 

会計室 

 

室長 今村 泰志 

市立甲府病院 

 

副院長 石山 哲也 

市立甲府病院 診療部 主査 深澤  慈 

市立甲府病院 診療支援部 技師長 三上 美恵 

市立甲府病院 看護部 副看護部長 遠藤 雄子 

市立甲府病院 看護部 准看護師 米山 勝美 

市立甲府病院 総合相談ｾﾝﾀｰ地域医療支援室 副看護師長 小池  茂 

（各通） 

甲府市職員の定年等に関する条例第２条の規定により定年退職とする  

 

企画部 部長 宮川 通佳 

甲府地区広域行政事務組合への派遣を解く 

甲府市職員の定年等に関する条例第２条の規定により定年退職とする  

 

市立甲府病院 

 

院長 小澤 克良 

甲府市職員の定年等に関する条例第４条の規定による期限の到来により  

平成２９年 ３月３１日限り退職とする 

 

甲府市代表監査委員                      幡野 治通 

退職を承認する 

 

市長直轄組織 都市戦略室    中核市推進課 課長 窪田 義人 

子ども未来部 子ども未来総室  子ども支援課 主任 田邉 成美 

子ども未来部 子ども未来総室  子ども保育課 主任 松田 真子 

市立甲府病院 診療部 医長 久野 徹 

市立甲府病院 診療部 医師 野﨑 敬博 

市立甲府病院 診療部 医師 峰 俊輔 

市立甲府病院 診療部 主任 渡辺 慶子 

市立甲府病院 診療支援部 主査 勝俣 牧子 

市立甲府病院 診療支援部 技師 寺澤 沙織 

市立甲府病院 放射線部 放射線部長 野方 容子 

市立甲府病院 薬剤部 技師 西澤 つらら 

市立甲府病院 看護部 主任 有賀 美香 
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市立甲府病院 看護部 技師 伊藤 央子 

市立甲府病院 看護部 主任 日向 愛子 

市立甲府病院 看護部 技師 佐藤 愛梨 

（各通） 

退職を承認する 

以 上      発 令 日  平成２９年 ３月３１日 

 

（教育委員会） 

教育部   部長 数野 雅彦 

教育部 教育総室  甲府商業高等学校事務局 課長 功力 晴彦 

教育部 生涯学習室 生涯学習文化課 課長補佐 高野  宏 

教育部 生涯学習室 図書館 係長 神津 明美 

（各通） 

甲府市職員の定年等に関する条例第２条の規定により定年退職とする  

 

教育部     教育総室  学校教育課       課長補佐 渡邉  豪 

教育部     教育総室  学校教育課       課長補佐 竜澤 規之 

教育部     教育総室  甲府商科専門学校    教官   秋田 辰巳 

（各通） 

退職を承認する 

以 上      発 令 日  平成２９年 ３月３１日 

 

（監査委員事務局） 

監査委員事務局   室長 戸澤 慎一 

甲府市職員の定年等に関する条例第２条の規定により定年退職とする  

以 上      発 令 日  平成２９年 ３月３１日 

 

 

（上下水道局） 

業務部  営業管理室          室長      築 野 泰 夫 

工務部                 部長      福 島 勇 人 

工務部  工務総室    計画課    主幹      河 澄 英 雄 

工務部  工務総室    計画課    課長補佐    牧 野 裕 彦 

工務部  水道管理室          室長      仲 沢   章 

工務部  水道管理室   水道課    主幹      三 井 芳 仁 

工務部  下水道管理室  下水道課   主幹      臼 井   修 

工務部  下水道管理室  浄化センター 係長      穂 坂 久 志 
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（各通） 

甲府市職員の定年等に関する条例第２条の規定により定年退職とする 

 

                  

業務部  業務総室    総務課    主任      芦 澤 晴 美 

退職を承認する  

以 上  発令日  平成２９年３月３１日 
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